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平成２８年第１回豊能町議会定例会会議録（第２号） 

 

年 月 日 平成２８年３月７日（月） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １４名 

       １番 野村 剛志      ２番 管野英美子 

       ３番 永谷 幸弘      ４番 橋本 謙司 

       ５番 井川 佳子      ６番 高橋 充德 

       ７番 岩城 重義      ８番 小寺 正人 

       ９番 永並  啓     １０番 竹谷  勝 

      １１番 福岡 邦彬     １２番 高尾 靖子 

      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  田中 龍一      副 町 長  中井 勝次 

教 育 長  石塚 謙二      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  南  正好 

上下水道部長  高  秀雄      教 育 次 長  板倉  忠 

消 防 長  高田 龍二      会 計 管 理 者  今中 泰行 

 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  杉田 庄司 

書 記  増田  稔 
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議 事 日 程 

平成２８年３月７日（月）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（岩城重義君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して、質問を行

ってください。 

  公明党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

００分とします。 

  高橋充德議員を指名いたします。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ６番・公明党の高橋です。 

  皆さん、おはようございます。 

  今回はトップで質問をさせていただきま

す。議長の許可を得ましたので、４点につ

いて質問をさせていただきます。が、残念

なことですけども、これまで、今まで見な

れておりました副町長がおられないという

ことは非常に残念で違和感を覚える感じが

いたします。また次の６月議会には消防長

が不在になるということで、ますます寂し

い雰囲気になってくるのではないかという

気がいたしますが、しっかりと質問をさせ

ていただきますのでよろしくお願いをいた

します。 

  まず、消防に関してでありますけれども、

移転について、今さら何ら変わることない

というふうには思っていますが、空き家の

管理について、今まで何度も足を運び、火

災予防の観点からですけれども、いろいろ

と相談や改善に向けて相談して努力をして

いただきました。今後も住民から相談や苦

情があるものと推測はされるんですが、今

後の苦情受けのシステムはどのようになる

のかと、はっきり、ちょっと不安なところ

があるということなので住民さんには示し

ておかなければならないというふうに思っ

ております。防火の観点から、消防事務が

箕面市消防であるならば箕面消防でよいの

かということと、またその豊能町には苦情

受けの事務的なものが残るのかというとこ

ろですね。そこはどこが窓口になってやる

のかということもあるんですが、これはや

っぱり住民さんに、結構質問あるもんです

から回答してあげなきゃいけないと思って

います。単純な疑問かもしれませんけれど

も今後手つかずの空き家がふえることが予

想をされることから、明快な答えをよろし

くお願いをいたします。 

  この件は今まで直接消防に相談や依頼が

あったのではないかということを思ってお

るんですけども、空き家に関して管理不十

分なことから、防火の観点からも、苦情や

いろいろな相談など窓口は今後どのように

なるのか、今までと変わりがないのかいう

ことを再度確認させていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  おはようございます。 

  御質問の空き家に対する管理、指導、今

後の箕面の消防でよいのかという御質問か

と思いますが、今までも空き家につきまし

ては、火災予防上の措置といたしまして消

防署のほうで直接お話をお受けしたり、建

設課のほうに話が行った場合、その内容に

ついて消防署のほうに連絡をいただいて対

応してきたということでございます。火災
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予防上の危険度につきましては火災予防条

例、またその空き家の状況によっては消防

法のほうで対応するというふうに指導を行

ってきております。防火に関することにつ

きましては、火災予防事務のことでござい

ますので委託事務の範囲内に含まれている

ということでございますので、箕面市の消

防本部で行うこととしております。今後の

対応につきましては、消防本部が箕面市の

消防本部となるということですので、建設

環境部といろいろ協議をさせていただきま

して、建設環境部のほうで窓口になってい

ただいて、消防署や関係部署との情報連絡

体制をしっかりととっていきまして、これ

までと同様に対応させていただくというふ

うにしております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  確かに火災予防上は非常に重要なことで

ありますので、住民に不安を与えるような

ことがあってはならないという観点から今

回質問させていただきましたけれども、環

境課、建設課のほうで全てを聞いてくれる

という今の御回答だというふうに理解しま

したけど、しっかりとその点は、もうしば

らく１カ月ございますので、環境課と建設

課としっかりと申し送りをしてやっていた

だきたいと思いますので、この点よろしく

お願いをしておきます。 

  次に移りますが、６年前ですね。これは

独自で防災の関係上校長に聞いたことある

んです。震災関係の備蓄倉庫を見せてもら

ったんですが、そのとき、大震災が発生し

て学校が避難所になった場合、セキュリテ

ィかかってますこの門扉を開閉どうするん

だということでお聞きをしたことがあった

んです。当時の吉川中の校長と東ときわ台

小学校の校長先生に直接確認をさせてもら

ったんですが、そのときの回答は大丈夫で

すよと、消防の窓口に保管してありますか

ら、もし何あった場合には消防に行けばあ

りますということで、今の消防本部に確認

をさせていただいておったんですが、こち

らの東のほうは夜間等についてはここに、

町の本庁のほうに宿直おりますからそこに

預けておけばいいという話なんですが、さ

っき事務移転で箕面市消防ということにな

るので、町の公共の施設の鍵の保管という

のはよその市にお任せするのはいかんのじ

ゃないかということなので、今までのこの

今後の体制も、今までそれでよいのかとい

うことを確認させてもらいたいんですが、

今でも土日、祭日、夜間なんかは体育館や

グラウンドの一部の施設を町民の団体さん

が使っておられるということで、地域の団

体さんからも消防なくなると鍵受け渡しど

うなるのという、これも私のとこ結構問い

合わせがあるもんですから、その場合にそ

の点についても確認をさせてもらいたいん

ですが、災害など緊急事態と合わせて各種

団体の方、使っておられる団体の方にも今

後の鍵の管理についてはしっかりと示して

おかなければいけないんじゃないかという

思いがしますので、多分これは教育委員会

だろうと思うので回答よろしくお願いしま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  東地区におきましては従来どおり、本庁

の窓口でということになるんですけど、西

地区につきましては消防が箕面にされると

いうことで、本庁のその裏手にあります水

道事業所の管理棟のほうに業者のほうが常

駐しておりまして、そちらのほうに学校の
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施設の鍵の開放の受け渡しの業務は委託し

ていこうかなと思っておりまして、今、予

算化をお願いしているところでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  水道は２４時間体制で、これは民間の株

式会社かな。どこかに委託されておるんで

すよね。こういった民間に委託するという

ことですから金額も発生すると思うんです

が、この規約ですね。鍵の受け渡しの規約

とかそういうふうな条例ではもういかない

と思うんですけども、この規則、規約とい

うのはやっぱり取り決めておかないと、そ

の点は抜かりなくできておると思うんです

が、その点１件だけ確認をしておきたいと

思うんですが、よろしくお願いします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  当然、業務委託という形になりますので、

それにつきましては業者のほうと文書でき

ちっと取り決めをしたいと思っております。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  大事な鍵の受け渡しになりますので、そ

の点はしっかりと規約をつくって管理をし

ていただきたいと思いますので、この点よ

ろしくお願いをしておきます。 

  先ほど消防長から答えていただいたんで

すけども、もう一点、住民からまだまだや

っぱり心配なんですということがあるんで

すが、それは消防が箕面市に移転すること

で何ら変わることないですよとはお答えは

しておるんですけれども、正規に住民の皆

さんがやっぱり聞いておきたいと、チラシ

は出ておりますけれども見られてない、結

構おられて、そんな出ておったんですかと

いうことを聞くもんですから、ちゃんと出

てましたよというお答えはしてあげるんで

すが、なかなか見逃して見てないという方

が、これをちょっと聞きたいんですけどと

いう質問があるんですが、一番気にしてお

られるのは日曜と祭日、例えば夜間の勤務

体制、緊急の体制なんですよね。緊急車の

定位置と人員についてはこれ２４時間態勢

ですから定位置に、場所には多分置いてあ

ると思うんですが、不測の事態に備えるこ

とからいえば常備ということが非常に大事

なこととなってくるんですが、今までと変

わりがないのか、夜間の体制、休日の体制、

消防の体制ですね。これをちょっともう一

度確認をさせていただきたいと思ってます

のでよろしくお願いします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  御質問の休日夜間の消防の宿直というの

は、消防署の窓口でやっている受付勤務の

ことだと理解させていただいておりますが、

現在消防署は２４時間受付勤務者を配置し

て対応させていただいております。東出張

所にありましては勤務人員や業務内容とい

いますか、箕面市との通信指令業務の共同

運用を実施いたしましたのでその関係もあ

りまして、受付勤務者は２４時間配置はし

ておりません。その対応につきましてはい

ろいろインターホン、緊急電話等で配置を、

整備をしておりますので、それで対応して

現在も特に問題は発生しておらないという

ことでございます。以前からこの委託につ

きまして御説明させていただいております

ように、現状の体制で委託をするというこ

とでございますので、受付勤務につきまし

ても同様と思っております。 
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  それから不測の事態に備えてということ

ですけれども、これも先ほど御説明いたし

ましたように、駆けつけ通報用の緊急電話、

玄関前に駆けつけてこられた方が送話器を

とればすぐに箕面市の通信指令室につなが

るということで緊急の対応ができると。ま

た、事務所内についてのインターホンの整

備もできておりますので、それで対応する

ということで、特に緊急については問題が

生じないのかなというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  万全の態勢で去るということを確認させ

ていただきましたが、しっかりとまたこれ

も対応できるようにお願いをしときたいと

思います。 

  次、変わりますけども、消防については

これで終わりますが、１２月の一般質問で

たくさんの議員から質問があった事項では

あります。防災情報伝達についてですけど

も、平成２８年度当初予算の中に地域防災

無線整備事業、防災行政無線同報系と、屋

外拡声支局の設置場所などを調査設計する

ということで計画が上がっております。あ

りがたく、非常にありがたく思っておりま

す。前回のこの上がる前の言いわけの中に、

町が山の中にあるので声が届かんところい

っぱいあるというふうに言われた記憶があ

るんですが、今回の委託調査で設置本数が

かなりふえるとか、それでも届かない場所

がふえるというような調査報告が来た場合、

ほかにも計画する、ほかにも手段として計

画をする案はあるのか、今調査してますか

らまだわかんないですけども、調査報告内

容によってはやはり検討しなきゃいかん事

項も出てくるんじゃないかと思うんですね。

そういったところでほかにもっと個別に伝

達するよい方法が、確実なものがあるとい

うことが判明するんであれば、その方向変

換をする意思があるのかどうかというとこ

ろ、その点を１点だけ確認をさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃったとおり、平成２８年

度当初予算にそのスピーカー等の調査設計

の委託料を計上させていただいております。

１２月議会でたくさんの議員さんから御質

問頂戴しましたし、また自治会におきまし

ても１４の自治会全てから連名でそういう

同報系の防災行政無線の設置について御要

望も頂戴したところでございまして、現在

鋭意検討を進めておるところでございます。

これも以前から議員から御指摘もあったと

思いますが、従来のそのトランペット型ス

ピーカーよりも性能がよいアレイ型という

らしいですが、そのアレイ型のスピーカー

をつけている自治体ももう既にあるという

ようなことで、この山間部の地形に合って

いるのか、果たして声が本当に遠くまで通

るのかというようなことも調査をさせてい

ただいたところでございます。聞いたとこ

ろでは、テストのときは非常に遠くまで聞

こえるアレイ型というスピーカーなんです

が、荒天時でどうだったかというような実

績がまだないというようなことも聞いてお

りまして、その効果については確認は実は

できておりませんが、そのアレイ型のスピ

ーカーをつくっている業者のほうに聞いた

ところによりますと、豊能町においても一

部アレイ型をつければ全町に聞こえること

ができるというような答えも頂戴はしてお

るところでございます。 
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  お尋ねの、もしも屋外スピーカーがだめ

な場合どのような手段をというようなこと

でございますが、今、ほかの方法で考えて

おりますといいますか検討しておりますの

は、一斉電話ともう一つは戸別受信機のこ

の二つについて勉強を進めているところで

ございまして、一斉電話につきましてはイ

ニシャルコストはほとんどかからない、た

だみたいなもんなんですけども、ランニン

グコストが非常に高いと、毎月何百万円要

るというようなことで、しかも8,０００戸

に全て一斉電話をかけるとすると何十時間

もかかるというようなことも聞いておりま

して、それらを解消する方法はあるんでし

ょうが、その今解消する方法が見つかって

おらないのでその一斉電話についてはさら

に研究を進めているところでございます。 

  もう一つの戸別受信機でございますが、

これは非常に有効な手段であろうというふ

うに考えておりますけども、これも１台が

７万円から１０万円するというふうに見積

もりを聞いておりまして、仮に７万円とい

たしましても全戸に設置をすると５億円か

ら６億円ぐらいかかるのかなというような

ことで、費用対効果についてはちょっと問

題があるかもしれないというようなことも

思っております。現在はこの二つの方法を

スピーカー以外の方法ということで検討し

ておりますが、このほかの方法も引き続き

研究は進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ほかの手段も一応考えておるということ

で、とりあえず安心なんですが、私もあれ

からいろいろと調査をいたしました。緊急

情報を確実に住民に伝えるために、出力が

大きく、建物や密集地なんかで山間部でも

電波が届きやすい２８０メガヘルツの周波

数を使ったＡＭ・ＦＭ機能のついた防災ラ

ジオがあるんですが、あるところでこの防

災ラジオ全戸に無償配布している自治体が

今出てきております。これは金額的には特

別ラジオということで１万円ちょっとです。

１万円でできるという、あるんですね。気

象情報とか地震に関する情報、避難情報な

どの緊急情報を迅速・確実に伝えるために

ということで取り組んだ自治体、山間部に

届かんところは防災無線ラジオでというこ

とで、こういう自治体もちゃんとしっかり

としたつくってる場所もあることはあるん

ですね。これまで防災行政無線やホームペ

ージということで、また豊能町も行ってい

るたんぽぽメールによく似たもので配信し

ている、たんぽぽメールで配信していると

おっしゃってましたけどね、前、防災なん

かでも。この防災無線については豪雨時に

は結構聞こえんところがあるんです。家の

中におりますと豪雨で相当もうバリバリ言

ってるときには防災無線はなかなか聞きづ

らいということで、この、これは岐阜県の

ある市町、岐阜県の市なんですが、そこで

どうしても対応するためにということで防

災ラジオを考えて各戸配布したという自治

体、これは全国で１番目だそうです。もう

実際に行っているということなんですね。

この各種メール登録というのもなかなか、

たんぽぽメールも登録してない方も結構い

らっしゃるということなんですが、そうな

ってくるとこの防災無線を各戸に個別に配

布してあげるとメールに登録しなくてもい

いし、スイッチ入れとけばずっと、何かあ

るときには音が聞こえるということなので、

昼間であればよく出かけるんで問題ないと

思うんですが、夜間、早朝なんかはやはり

家の中に、豪雨時の家の中にいらっしゃる、

余り出歩いている方は少ないと思うので、
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こういうように住民を守るためにはこの一

つの方法であろうということなんで、この

防災無線ラジオも検討の一つに入れてもら

ってもいいんじゃないかと。６万円も７万

円もかかりませんので、１万円ちょっとで、

これは特別なラジオなので１万円ちょっと

かかるということなんですが、この点も検

討課題の一つに入れていただけるかどうか、

これからちょっと調査をしてもらわなあか

んと思うんですが、検討していただけるか

どうか、これちょっと聞いてみたいと思い

ますので、よろしくお願いをします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘の防災ラジオでございますけども、

調べましたところ、岐阜県の瑞浪市という

ところが防災ラジオを全戸に無償貸与した

ということで、この無償貸与は全国で初め

てということでございました。ほかにも神

奈川県の茅ケ崎市が始めたということでご

ざいますけども、それは有償で本体2,００

０円、通信料は年６００円というようなこ

とでやっておるようなことでございます。

議員のおっしゃったとおり、周波数は２８

０メガヘルツということで、これは昔のポ

ケベルですね。ポケベルの周波数を利用し

た防災ラジオであるというようなことでご

ざいました。ただ、その防災ラジオでござ

いますけども、一般的には防災行政無線を

利用するタイプであるというふうに聞いて

おりまして、防災行政無線の整備をしない

と防災ラジオも使えないというふうには聞

いてございまして、まずは防災行政無線、

屋外スピーカー型かどうか、それはわかり

ませんが、それがまず必要であるのではな

いかというふうに聞いております。ただそ

の防災ラジオは個別受信機よりは安価であ

るということも、これも確かなことでござ

いますので、個別受信機の検討をするとと

もに、同時に防災ラジオの導入も検討しな

ければならないというふうには考えており

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  住民の、やっぱり命を守っていく上にお

いてどれが一番適当か、適切なのか、一番

いいのかというところをよくこれから検討

していただいて設置をしていただきたいと

思います。できれば両方設置できれば一番

安心なんですが、基地局をつくるとなって

くると結構かかりますので、その点も検討

していただいてしっかりと住民の命を守る

ということから検討よろしくお願い、設置

をよろしくお願いしたいと思ってます。こ

の点については終わります。 

  次に移りますが、ピロリ菌の検査なんで

すね。今回で３回目になります。しつこい

と思ってるかもしれませんが、やはり財政

が厳しい状況の中なんですけれども、住み

たくなる子育て環境を充実していくという

観点からも非常な重大な施策であると思っ

ておりますので、今回も質問をさせていた

だきます。 

  平成２５年の１２月と平成２６年の３月

の一般質問で、若年層、つまり１５歳、１

６歳の中学生の希望者に対して尿中ピロリ

菌の抗体検査ですね。実施を訴えてきまし

たけれども、そのときの答えは町としては

国の動向を見ながら考えますというような

ことを言っておられたんですが、その後、

国や他の自治体の取り組みなどは調査した

のかどうか。国の動向を見てというふうに

おっしゃいましたので確認をしておきたい

と思います。回答よろしくお願いをいたし

ます。 
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○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  私は若年層の担当ではございませんので、

以前に私、お答えいたしましたので、ここ

で改めてお答えさせていただきます。 

  厚生労働省の平成２７年９月、昨年の９

月に、がん検診のあり方に関する検討会、

中間報告書、乳がん検診及び胃がん検診の

検診項目等についてというところの報告の

中に、胃がん検診については９9.８％の市

町村で実施されていますと。また、約６％

の市町村でヘリコバクター・ピロリ菌抗体

検査及びペプシノゲン検査が実施されてい

るとありました。したがいまして、1,７２

０団体ですかね、全国市町村、それの約

６％がピロリ菌の抗体検査を実施している

ということでございます。府下４３市町村

のうち高槻市のみが中学生２年生を対象に

平成２６年度から実施しておると聞いてお

ります。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  とりあえず調べておるということであり

ますけれども、やる・やらんはまだ回答な

いんですが、補助金つける・つけないは別

としましても、やはりリスク的なものを考

えると、やっぱりやっておくべきだろうな

というふうに思います。 

  私もほかにも他市町村の状況とか調べて

みました。感染の経路ってのは生活環境か

らだというふうに前おっしゃってました。

これ大人とか子どももそうですけど、全般

的に生活環境からだっておっしゃってまし

たけども、子どもたちの中で既に除菌検査

を受けた者たちの感染率は平均すると8.

３％、感染しておる、子どもたちの中で。

今まで検査した中で。こういうふうな調査

結果があるんですが、発展途上の地域での

衛生環境の劣悪さから感染すると言われて

ますけども、日本などでは家庭内で幼児期

に祖父母や両親から感染すると、このよう

に言われておるんですね。 

  世界保健機構の専門研究組織というのが

あるんですが、２０１４年に胃がんの８割

がピロリ菌による感染症であるというふう

に発表しております。こういったことから

行政として水道水など生活環境の判断する

のかというところなんですね。この点もま

だ生活環境からだというのを考えておるの

かどうか、この点行政からの御意見を聞い

ておきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  主にピロリ菌の感染ルートに関しまして

は、完全に解明されているとは言えないよ

うでございます。このようなデータの報告

がございます。主に４ルートが疑われてお

ると。一つは議員御指摘の、開発途上国に

おきましては糞とそれから口からの感染、

なので生活環境ということになると思いま

すが、そのようなルートが考えられると。

日本では恐らくということで、これはまだ

明確なデータがございませんので、こうい

う報告があるということで答弁しておりま

すが、家庭内の、先ほど申された口から口

へ、家庭内の感染であるとか、施設内の感

染であるとか、医療感染が主なルートとい

うふうに推測されているようでございます。 

  以上です。 
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○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  日本ではやっぱり生活環境改善されてま

すので、やっぱり今、木田部長答えたとお

り、家庭内からの感染が非常に多い。今ま

で、さっき言ったように8.３％、結構高い

んですよね。中学生、これは１５歳、１６

歳の今まで調査した中での数ですから。つ

い最近では佐賀県の県内で中学３年生対象

に各学校で行っている健康診断の尿検査の

ときに、任意でありますけども感染の有無

を調査、今年度から、ことしの４月から無

料で実施するといったことも始まっており

ます。岡山、兵庫、秋田、北海道等で１４

の市町村でもう既に実施をされています。

近くではさっきおっしゃったように、大阪

府下では高槻市、兵庫の、これは兵庫医大

なんですけども、中学生・高校生における

尿中ピロリ菌抗体検査を検討するといった

臨床試験も始まっております。中学生から

ピロリ菌除菌が一般的になれば、大人にな

っての感染患者が少なくなるという観点か

ら、全国的に拡大することをぜひ期待をし

たいというふうに兵庫医大の先生方はおっ

しゃっています。こういったことからも、

ぜひとも町内の住民の健康を守ると使命を

持った生活福祉部長、町長には真剣に考え

てもらわなきゃならないと思います。やは

り住民の健康を第一に考えるならば、こう

いった施策もぜひとも必要であろうと思い

ますので、この点、さっきも言いましたけ

ども、住民の命を守るという大事な職責を

担っておられる、一番事務的な責任持って

おられる生活福祉部長ですから、この点し

っかりと、この点回答を、取り組みの回答

をもう一度御検討、返答願います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほど、取り組む回答をと申されました

が、今、私どもの回答をさせていただきま

すが、国立研究開発法人の国立がん研究セ

ンター、がん予防検診研究センターは、胃

がん検診の科学的根拠を示すガイドライン

といたしまして、有効性評価に基づく胃が

ん検診ガイドライン２０１４版、これは昨

年の４月２０日の発行でございますが、本

ガイドラインではと、このように述べられ

ておりまして、本ガイドラインでは胃Ｘ線

検査、胃内視鏡検査、ペプシノゲン検査、

ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査、ペプ

シノゲン検査とヘリコバクター・ピロリ抗

体検査の併用法について、利益と不利益に

ついて検討いたしましたと。その中でペプ

シノゲン検査、ヘリコバクター・ピロリ菌

抗体、これら併用法は利益、死亡率減少効

果が不明なことから対策型検診としては実

施を推奨しません。任意型検査、その個人

が行う検査としては、実施する場合には死

亡率減少効果が不明であること等不利益に

ついて適切な説明を行うべきであると。な

ので、検査をすることによって利益だけが

あるわけではない、全てが全て検査できる

わけではないということの特質をきちんと

説明して任意の検査を実施しなさいと、こ

のように述べられてございます。 

  また一方で、厚生労働省の平成２７年、

先ほどの９月のがん検診のあり方に関する

検討会、中間報告書、乳がん検診及び胃が

ん検診の検診項目等についてにおいても、

このピロリ菌抗体検査について現時点では

死亡率減少効果を示す科学的根拠はないた

め、さらなる検証が必要であると結論され

ておりまして、最後にさらなる治験の収集

が必要であると結論されております。した

がいましてこのような報告に現時点で国の
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動向がなっておりますので、今後も国の検

討会や議論や動向を見きわめまして、私ど

ものほうの必要な対策を行ってまいります。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  たらたらと長い質問を、やらない方向性

での回答でありました。やっぱり、ピロリ

菌、さっき言ったように、子どもの時期か

ら、大人もそうですけども、ほとんどがピ

ロリ菌、胃がんの９割がピロリ菌が原因な

んですよっていうことを言われておるんだ

から、やはりこれをなくするためにはやは

り検討すべきだと思うんですね。だから大

事なことなので、もっともっと取り組みを

してほしいと思います。あとは子どもにつ

いては１５、１６歳ですが、あとはもう１

点、大人の検査にも、まだ胃がん検診はあ

るけれどもピロリ菌抗体検査はない、入っ

てないんですね。希望者だけでもぜひ、血

液とるときに一緒に、血液とるわけですか

ら、そのときに一緒に検査項目に一つつけ

加えればいいわけですから、この点もぜひ

とも検討していただきたいと、これは大人

の検診なんですね。毎年１年間やりますが、

この点まだ前回もやらないと言ったので、

多分今の国からの報告が、理由があってや

らないというふうに、多分福祉部長おっし

ゃると思うんですが、この点もぜひとも検

討してもらいたい事項なのでお願いをして

おきます。ぜひともこれから、さっき言っ

たように住民の命を守っていく上において

の重大な検診なんですよね。それに一つ胃

がん検診は、胃がんになる前のピロリ菌で

すから、その点も一つつけ加えてしっかり

やっていただきたいと思ってますので、ま

たできんかったらまた質問します。よろし

くお願いします。 

  最後に、行政として取り組んでいかなけ

ればならない特定事業主行動計画について

質問させていただきます。 

  急速な少子化の進行等に鑑みて、次世代

育成支援対策推進法というのが、これはも

う平成１５年の７月に成立をして、各自治

体は特定事業主行動計画を策定するという

ふうに定められておりました。今まで町で

つくってるところ、これは市のほうじゃな

くて町のほうを見てみたんですが、津和野

町、塩谷町、ここんところは特定事業推進

法っていうのをちゃんとつくって、ホーム

ページにアップされておるんですね。平成

１７年の４月からことしの３月３日までが

第１期の計画だったんですが、町のホーム

ページ見てもこれ載ってないんですよね。

これアップしたのかどうか、つくってるの

かどうか、町長就任前だろうけども、ここ

におる部長さん方はずっとおられたから多

分つくっておると、ホームページにアップ

しておると思うんですが、どこに載ってる

のかちょっとだけ確認させていただきたい

と思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  その特定事業主行動計画でございますけ

ども、本町におきましては平成１７年の５

月に策定をしております。名前は豊能町職

員のすくすくいきいき子育て行動計画とい

うような名前で策定をいたしまして、その

後期計画につきましては平成２５年の３月

に策定をし、計画期間は議員の御指摘のと

おり平成２７年３月３１日まででございま

した。 

  公表の仕方でございますけども、これは

本庁の１階にございます行政情報コーナー

に設置をするという形で公表を行ってきた
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わけでございますけれども、計画の期間が

終了しましたために現在はもう引き上げて

しまって設置はしておりません。 

  それからホームページでの公表でござい

ますけども、これは職員向けといいますか

職員対象の計画ということでございまして、

広くホームページに載せるということはし

ておらなかったというものでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  職員対象、これは町としての行政として

の職員が休暇をとりやすいように、子育て

しやすいようにという計画をとって、何％

休暇をとりなさいという計画だと思うんで

すね。それはそれとして、出してるところ

も、ちゃんとした、町はどういう行政とっ

てますよということでアップ、これはもう

本当、行政としてどういう仕事をしてるん

だというところが、確かに下に置いておけ

ば、置いてますよってことで済むんですが、

見る人ってほとんどないと思うんですよね。

あの人は休暇とってるけど、とってないけ

どもって話があったときには、こういう計

画があるから計画的に子どもたちを育てる

ために休暇とらしてますということをやっ

ぱり示してあげないかんと思うので、ぜひ

ともホームページにアップすることを検討

していただきたいと思います。 

  そして大事なことは、ことしの４月１日

から平成３３年の３月３１日まで、これが

６年間延長されております。この行動計画

はそれぞれの実情を踏まえて具体的な方策、

目標等を検討し、仕事と子育ての両立支援

や働き方の見直し等に関して幅広く記載を

した行動計画を策定することということに

なってます。もう一つ、もう１点あるんで

すね。これは厚生労働省の女性活躍推進法

というのがあります。これに基づいて、こ

れは平成２８年の４月１日から、ことしの

４月１日からですね。平成３７年の３月３

１日まで１０年間、これは時限立法であり

ますけれども、女性職員の活躍の推進に向

けた体制の整備と、活躍に向けた数値目標

を設定することとなっています。豊能町で

この推進法で、多分まだ今からつくると思

うんですが、もうつくっておると思います

がね、女性推進法。これは女性の職員の

何％かを部長級、課長級にしていくという、

これは女性に対しての活躍推進法なんです

が、これも４月から、これも公表しなさい

というふうになってます。厚労省からね。

この進みぐあいをちょっと、もうできてお

ると思うんですが、確認をさせていただき

たいと思いますのでよろしくお願いをいた

します。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  次世代育成支援対策推進法に基づく計画

でございますけども、平成３７年３月３１

日までということでございまして、まだ本

町ではできておりませんのですけども、今

議員の御指摘のあった女性活躍推進法に基

づく計画も必要ということで、その二つの

計画を合わせてつくろうということで、今

現在作業中でございます。ことしの３月３

１日まで、あともう一月もございませんが、

それまでにその次世代育成支援対策推進法

に基づく計画と女性活躍推進法に基づく計

画、合わせて策定をして公表もしたいとい

うふうに思っております。公表の仕方につ

いてはまだ考えておりませんが、今、御指

摘のホームページにアップをするべきやと

いうことも含めまして考えてまいりたいと

いうふうに思います。 

○議長（岩城重義君） 
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  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  そうなんですよね。この女性活躍推進法

に基づく特定事業計画というのがこれ出て

るんですが、この点もやっぱり女性、問題

等なるんですけども、この点もしっかり、

もう日にちないんですよね。４月１日から

始めなあかんわけですから。この点も、コ

ンサルじゃなくて自分たちでしっかりと考

えてつくらなあかん。コンサルに任せたら

他市町村の持ってきて、町に合わないもん

ばっかりつくってしまう。ですから町に合

ったものをぜひつくって、検証してもらい

たいと思う。これは数値目標を決めるわけ

ですから。数値目標を決めたらそれをいか

にするか、いかに目標達成度はどんだけ達

成したか、これはやはり全てそうですけど

も、数値目標を決めた場合の検証をすると、

自分たちで検証をすると、これが町発展の

ための第１段階ですから、大事なことです

から、全てにおいて、計画つくったら検証

する。検証したらこういうことできてまし

たよと発表する。これが行政の姿勢です。

しっかりとこの点を示していただきたいと

いうことを切にお願いをして、きょうは早

目ですけれどもこれで高橋の質問を終わら

せていただきます。よろしくお願いをいた

します。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  おはようございます。 

  議長より発言の許可をいただきましたの

で、３番・公明党、永谷幸弘の一般質問を

通告のとおりさせていただきます。理事者

側におかれましては町民の暮らしの向上と

安心・安全なまちづくりのための積極的な、

また具体的な答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

  冒頭、先月２２日でしたか、昼から認知

症キャラバンメイトと認知症サポーターの

ステップアップ研修といたしまして、地域

包括支援センターの主催で認知症高齢者等

ＳＯＳネットワーク事業模擬訓練がこの町

内で実施されました。今回の模擬訓練にお

きましては、川西市、能勢町の御協力をい

ただきまして、認知症により高齢者の方が

行方不明になった事態を想定しまして、行

方不明者の情報を参加者の皆さんへ発信し

て、その情報に基づいて地域に出てこの御

本人を探していただくというのが趣旨でご

ざいました。終了後、参加者全員が保健福

祉センターへ集合しましてグループワーク

等を行ったんです。特に多かった意見が、

電話による行方不明者情報の伝達のために、

最後の方への情報が大変多く間違っていた

という、そういうことがたくさんのグルー

プの中で話しされておりました。私はやっ

ぱり正しく伝達するにはやっぱり携帯メー

ル等のそういう利用がいいんじゃないかな

という感想を持ちました。私もサポーター

としてこの模擬訓練に参加しましたけれど

も、町全体で約１００名位の方が参加ござ

いまして、この地域力の大切さ、すごさと

いうのを痛感した次第でございます。 

  それでは本題に入らせていただきます。

まず通告書１点目の少子化対策と介護基盤

の整備について質問をいたします。 

  御存じのように、日本創生会議が、少子

化に歯どめをかけるためにはまず若者が結

婚や出産また子育てをしやすい環境づくり

に取り組み、２０１２年時点での１.４１の

合計特殊出生率を２０２５年には１.８まで

引き上げるための対策を講じることや、地

方の拠点都市を整備して大企業の東京一極

集中に歯どめをかけることなどを提言して
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おります。地方で子どもをたくさん産み育

てて家族で暮らしていけるように、若い人

にとっても魅力がある地域づくりを進めて

いくことが特に重要であるとここでは報告

しております。 

  まず私は、まず求められていることは、

やっぱり子育てしやすい環境づくりである

と常々考えておるわけなんですけれども、

先ほど言いました近年の日本の合計特殊出

産率、これが1.４程度、豊能町は0.８２で

日本で３番目に低いという状況でございま

す。国民の結婚や出産に関する要望という

のは、要望や制度が実現した場合、出産率

は1.８程度になると実際言われております

けれども、また厚労省が発表した２０１３

年の人口動態統計、概数ですけれども、子

どもの出生数は7,４３１人減の１０２万9,

８００人で、初めて１０３万人を割り込み

ました。統計をとり始めた１８９９年以降

最少を更新したということでございます。

死亡数から出生数を引いた人口の自然減は

２３万8,６３２人で、これもまた最大とな

りまして、人口減に歯どめがかかっていな

い状況であると。また合計特殊出産率が1.

４３となって、前年から0.０２ポイント改

善し２年連続で上昇しております。厚労省

は３０歳以上の女性の出生率上昇が影響し

たと分析する一方、やはり女性人口そのも

のが減少傾向にあって今後も少子化は進む

と、このように厚労省は現状を分析してい

るということです。結婚とか出産というの

はあくまでも個人の考えが尊重されるべき

ものなんですけれども、その前提に立った

上で子どもを産み育てたいとの希望がもっ

とかなえられるように、出産・子育て支援

の充実が特に必要であるんじゃないかなと

いうふうに考えてます。１億総活躍社会の

実現に向けた妊娠から子育てまでを切れ目

なく支援をする施策の強化とか、また介護

の充実やＴＰＰ大筋合意を受けた国内対策、

またそして防災減災対策を盛り込んだ２０

１５年度補正予算は、１月２０日の参院本

会議で賛成多数で可決成立いたしました。

公明党の青年委員会が昨年秋に、１８歳か

ら３０歳代を対象に全国で青年政治意識調

査を実施しました。通常、普通マスコミ等

が行っている意識調査、大体1,０００人ほ

どなんですけれども、今回は7,０００人を

超える人から意見や要望が寄せられました。

その際特に多かった５項目の中に、不妊治

療の公費助成の充実というのが実際にあり

ました。厚労省は補正予算成立を受けて、

不妊で悩む夫婦を支援するために不妊治療

の助成内容を今回拡充しております。現行

制度は原則不妊治療の助成を１回１５万円

を上限に通算６回までを受けられますけれ

ども、これを今回は初回治療の助成に限っ

て上限額を２倍の３０万円まで拡大し、あ

わせて男性の不妊治療を受けた場合に１５

万円を上限に助成する仕組みとなっており

ます。私は平成２６年６月議会で初めてこ

の不妊治療の公費助成を提案いたしました。

配偶者間の体外受精、顕微授精の特定不妊

治療というのは公的医療保険が使えません

ので、心身の負担や治療費の確保が重くの

しかかっているのが現状でございます。そ

して厚労省によりますと、体外受精の治療

費は一般的に１回３０万円から４０万円か

かると言われております。助成制度はこう

した経済的負担の軽減を図るために２００

４年度から始まっております。豊能町のこ

の不妊治療の申請人数を調べてみますと、

平成２１年度８人、平成２２年度４人、平

成２３年度６人、平成２４年度５人、平成

２５年度３人、平成２６年５人、平成２７

年５人というふうに聞いております。平成

２１年度から毎年申請者はこのように少数

ですけれども続いておるという状況でござ
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います。また経済的負担がかかるために治

療を断念せざるを得ない、この数字にあら

われない不妊で悩む夫婦もおられると思い

ます。町としても少子化対策の観点から、

また子どもを産み育てやすい環境をつくる

ために、不妊で悩む人への支援策として、

初回に限ってですけれども国の助成額３０

万円を超える費用、１０万円を上限にして

自己負担額のその半分ですね、２分の１を

助成する事業を今後新設するべきではない

かと考えますが、この点について答弁をお

願いいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  確かに、お答えいたします。 

  平成２７年度の補正予算として１億活躍

社会の実現に向けた新三本の矢として夢を

つなぐ子育て支援ということで、議員説明

のとおり補正予算がなされました。ただ私

は必要性は認めておりますが、この施策が

公費として町で行えるものかどうか、また

行うべきかどうか、ここについての判断を

述べさせてもらいますが、現時点において

費用の面そして先ほど議員申された件数の

面、優先順位の面、そして町がなすべきか、

なすべきなのかどうかということを考えた

場合に、今取り組まなければならない事業

とは考えておりません。一方で私は必要性

を認めておるというふうに答弁いたしまし

た。したがいましてこの件につきましては

国及び府に対して以前から、従前からそう

ですが、その助成を拡大するようには要望

してまいります。今後も町がするかしない

かというよりは、私は考えておりませんが、

町が公費助成として取り組むというよりは

国及び府に対して、先ほど議員の申された

助成の拡大を求めていきたいというふうに

考えております。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  今回国は、初回だけですけれども１５万

円から３０万円という２倍に拡大したわけ

ですね。国がこのような形でもう動いてお

るわけです。町の姿勢を聞きますと余り変

わってないということなんですけども。金

額じゃないんですけどね。やはり町として

の魅力というか、そういう方の悩んでいら

っしゃる方に対する手厚いやっぱりサポー

トは、やっぱり町として考えていくべきじ

ゃないかというふうに私は思っております。

特に経済的負担がかかりますので、助成と

いっても最大１０万円の２分の１、５万円

ですけれども、それでももらえる方はあり

がたいという気持ちになるわけです。経済

的負担がかかるためにやっぱり治療を断念

せざるを得ない御夫婦がいるのですね。支

援策としてやっぱりその生活者の安心につ

ながる政策としてやっぱり考えるべきでは

ないかというふうに思いますけれども、町

長ちょっとその辺のところ、考え方。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  おはようございます。お答えいたします。 

  非常に必要性ということは今のお話で認

識はしておるところでございますけれども、

やはり現時点ではその費用の面とか件数の

面、また優先順位、そういったことから総

合的に勘案しまして、町が取り組むべき、

取り組まなければならない事業という意味

では今のところは考えてないところでござ

います。ただ、先ほどからも話ありました

ように、これは必要な事業ということもあ
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りますので、国、大阪府のほうに対しては

引き続き要望はしてまいりたいということ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  相変わらずの答弁なんですけれども。一

遍ではできませんが、これぐらいの施策で

すね。本当に真剣に考えていった場合に子

どもをふやしたいわけですよ、やっぱり町

としても、少子化対策として。やはりその

辺はしっかりもうちょっと前向きで考えて

いかんとあかんのじゃないかと。大阪府全

体としましてもそんなにはありません。し

かしながら今回の私の言っているこの助成

に関してはほとんどないですわ。大概数十

万円、２０万円、３０万円の助成という大

きな金額になってますけれども、こんな小

さい金額で町としてまだまだ前向きじゃな

いというところを今お聞きしたんですけど、

やっぱりそういう点をやっぱりこれからの

子どもを産み育てるというところを考えて

いった場合、もう少し、国府の動きよりも

町独自のそういう施策を考える時期じゃな

いかなというふうに思います。それも踏ま

えて次に移りますけれども。 

  次に不育症について質問いたします。こ

れも私、平成２６年６月議会で不育症治療

費の公費助成事業を初めて提案いたしまし

たけれども、不育症はなかなか聞かない名

前なんですが、これは妊娠はするものの流

産を繰り返すもので、これは子どもを望む

夫婦にとって大きな悩みとなっているもの

でございます。厚労省がまとめた調査では、

妊娠経験がある人で流産したことがある人

は４割に達しております。２回以上流産し

て不育症と見られる人は１６人に１人の割

合ということで、調査におきましては不育

症の発症数は毎年３万件、全国に１４０万

人の不育症の人がいると推定しております。

その流産の９割を占める妊娠初期の流産の

多くが胎児の染色体異常とか見られており

ますけれども、そのほかにはホルモンや免

疫に影響する甲状腺機能異常とか糖尿病な

どが原因と考えられております。治療のた

めの染色体検査などには保険が適用されな

いものもあり、患者の負担は通常妊娠より

２０万円から３０万円多くなるとされまし

て、これも経済的負担が問題となっており

ます。町としてもこの少子化対策の観点か

ら、また子どもを産み育てやすい環境をつ

くるために、不育症の原因を特定するため

の検査また治療、これは保険適用範囲に限

ってですけれども、それに要した費用につ

いて、１回妊娠されたらその１回の妊娠に

つき１０万円を上限に自己負担額の２分の

１を助成する事業を私は新設すべきではな

いかというふうに考えますが、この点につ

いて答弁をお願いいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  不育症治療と申しますのは、妊娠はされ

ますが流産、死産などを繰り返して結果的

に子どもを持てない場合不育症というふう

にされるわけですが、私は先ほど議員の申

された必要性という面では、先ほども不妊

症治療でもそうですが、私は認めていない

というわけではないのです。ただ町として

今、大阪府下では茨木市、高槻市が実施さ

れておるようでございますが、それを町と

して今検討すべきかどうかということにつ

いて、今現時点では考えていないのだとい

うことを申し上げておるのでございます。

ただ、先ほど申し上げたように、先ほど必
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要性は認めておるというところで、町とし

ては今できないけれども、従前からそうで

すけれども、国府に対してはその必要性を

認めて要望しているところでございますの

で理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  これも不妊症と同じ形の答弁なんですね。

これはいろいろなことがあってなかなか答

弁は引き出せないかもしれません。しかし

ながらこれを待ってらっしゃる方も当然い

るわけで、その辺はしっかり町が考えてや

っていってほしいと。その生活者の安心に

つながる政策なんですね。これやっぱり、

不妊治療も含めて。そういうところをやっ

ぱりしっかり考えていくべきであると思い

ますけれども、これ町長の意見ちょっと一

回聞きたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  私も、必要性ということは確かに今、子

どもが減っている、特殊出生率も低いと、

日本、豊能町も同じなんですけれども、低

いということからは、確かに必要性という

ことはあろうかとは思っております。ただ、

やはり一方で豊能町のことをさまざま考え

た場合に、財政面等もいろいろ考えた場合

に、その費用面、効果の面、優先順位、そ

んなことも考えた場合、なかなか今すぐに

豊能町で取り組むということにはならない

のではないのかなというふうに認識してお

ります。ただ、これやはり必要な施策とい

うふうには認識はしておりますので、さら

なる制度の充実を国、大阪府に対しては要

望は今後も引き続きしてまいりたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  私、ハードル決して高くないと思ってま

すので、これも引き続き粘り強く行政側の

ほうに訴えていきたいと思いますので、今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは続きまして、介護基盤の整備に

ついて質問したいと思います。 

  政府は介護の受け皿となる高齢者施設の

整備目標を、従来２０２０年代初頭までに

３８万人分よりも１２万人分多い５０万人

としまして、特別養護老人ホームやサービ

ス付高齢者向け住宅の整備を加速させると

いうふうにしております。現在、豊能町は

高齢者人口が３８％を超えている、この現

状を踏まえまして、この介護基盤の整備に

ついて町としてどう考えておられるのかお

伺いいたします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘のとおり、１億総活躍国民会

議においてまとめられた１億総活躍社会実

現に向けて緊急に実施すべき対策の中に、

介護離職ゼロに直結する緊急対策として、

用地確保が困難な都市部等において賃料減

額といった国有地のさらなる活用が見込ま

れました。この中で、この活用を通して特

別養護老人ホームを１０万人分、そしてサ

ービス付高齢者住宅を２万人分、合わせて

議員御指摘のとおり５０万人分に拡大する

というふうな補正予算でございました。し

かしながら、先ほど申し上げた用地確保が

困難な都市部等において賃料減額といった
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国有地のさらなる活用の中で、都市部にお

いて特別養護老人ホーム、そしてサービス

付高齢者住宅等を整備するということでご

ざいます。したがいまして、これを受けて

近畿財務局のほうで所管しておる未利用の

国有地のうち、介護施設としての整備が可

能と見込まれる財産リストが近畿財務局長

から府知事宛に情報提供されました。その

知事の情報提供された府内の整備が可能な

対象の国有地には町内には該当がないわけ

です。したがいまして国有地を持たない本

町ではこの施設の整備の対象にはなってい

ない旨の通知が１月に情報提供として本町

のほうにまいりました。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  対象になってないということで確認いた

しました。 

  これからのその介護政策の中核に位置づ

けられるのは、やはり地域包括システムで

すね。これが一番大事やというふうに考え

ておりますけども、御存じのようにこの概

念というのは、高齢者の方々が訪問介護を

受けながら長年住みなれた地域で最後まで

暮らせる仕組みをつくろうという、それが

まさしく地域包括システムなんです。介護

を受ける高齢者はやっぱり認知症を併発し

ていることも少なくありません。そうした

御年配の方が長年住みなれた土地から離れ、

友人や家族と別れて暮らさざるを得なくな

る。しかも勝手知った我が家とはまるで違

うという。これでは孤独を深めて心身の健

康を損なうばかりということで、地域包括

ケアならばこうした心配もせずに済むとい

う、それが一つの大きな概念なんですけれ

ども、今後の地域包括ケアの柱について、

これは民間の東レ経営研究所主任研究員の

渥美氏がこのような形で言ってるのがござ

いました。今後、地域包括ケアの柱となる

のが地域密着型の小規模多機能型委託介護

施設と。これは高齢者やその家族の要望に

合わせて、通い、とまり、訪問の介護のサ

ービスを一貫して提供するものであるとい

うふうにおっしゃっております。これまで

の介護サービスは主にデイサービス、日帰

りの通所型とショートステイ、短期宿泊型

に分かれておりました。デイサービスの事

業所では宿泊施設を持たないために、利用

客の要望に対応して宿泊されるといった対

応ができなかったのですと。そのために単

身とか共働き世帯の家族にとっては大変利

用しづらい側面があったと。その会社員と

かパート勤務であれば予期せぬ残業が発生

したり、そのために、しかしその送迎の時

間には必ず反対に迎えに来てくださいとい

う。言われれば無理してでも駆けつけざる

を得ないというそういう状況になると。す

ると徐々に仕事や職場の人間関係にも差し

さわりが出てくると。場合によってはケア

ハラ、介護をする人への嫌がらせを受けて

仕事をやめざるを得なくなるかもしれない

という、そういう状況も出てくるだろうと。

結局仕事と介護の両立が成り立たなくなっ

てしまうんだということですね。そういう

状況、課題を克服するためにも、この方は

小規模多機能型委託介護の整備拡充が急務

であるんですよというふうにおっしゃって

いるわけです。その介護する側ですね。介

護をされる側、その方にも優しい、そうい

う介護の整備がこの文章を読んで私は必要

であるんじゃないかなというふうに思いま

した。現在豊能町にも２カ所ですか、そう

いう施設がございますけれども、今後はそ

ういう介護の整備もやっていくことが必要

じゃないかなというふうに感じましたので、

この点についてどう感じられたのかちょっ
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と一言よろしくお願いします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  介護保険制度での施設整備ということに

つきまして、３カ年の介護保険事業計画に

基づき実施しております。本計画を策定す

る際に３カ年の必要とする施設数、ベッド

数などでございますが算出し、計画に盛り

込み、この計画に基づき整備を進めること

になります。現時点での第６期の豊能町介

護保険事業計画は平成２７年、平成２８年、

平成２９年度の３年度間で、この間での施

設整備についてはもう現時点では終了して

おります。したがいまして議員御指摘の今

後の介護基盤の件でございますが、次期の

第７期以降の計画策定の際に、ニーズ調査

等により現状ニーズを把握いたしまして、

必要であるならば計画に盛り込んでまいり

ます。先ほど議員申されたそのような施設

が今後広まってくるのか、また整備をされ

ようとするのかを見きわめた上で、今後第

７期の計画策定の際に盛り込むことによっ

て豊能町の正式な実施計画というふうにな

るわけです。 

  一方で特別養護老人ホームのような、先

ほどの議員御指摘の施設については、市町

村独自の意向で変更できるものでもござい

ません。また計画に盛り込めるものでもご

ざいません。大阪府が圏域ごとの計画を策

定し、これにより本町が属する豊能圏域内

での施設整備の調整が行われたその結果と

しての計画が策定されるということでござ

いますので、ニーズ調査の上、議員御指摘

の施設が必要ならば、それは第７期の計画

に盛り込み実施したいと考えております。

以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  じゃあ平成３０年以降第７期の計画につ

いてよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、２点目の、福祉教育の一環

として介護と介護職を知る授業の実施につ

いて質問いたします。 

  団塊の世代が７５歳以上になる平成３７

年度に必要な全国の介護職員は２５３万人

の見通しでございまして、現状の増員ペー

スのままでは３８万人不足するという、そ

ういうおそれがあることが昨年の６月２３

日、厚労省の推計でわかっております。平

成２５年度時点では非常勤を含め約１７１

万人で、１０年後までに８０万人余りの増

員が欠かせない計算になっております。介

護分野は離職率が高く、政府は人材確保に

向けた対策を急いでいるわけなんですけれ

ども、必要な人数に対して確保できる見込

みの人数の割合、充足率というんですけれ

ども、都道府県別に見ますと最も低いのは

宮城県で６９％しか埋まっておりません。

約１万4,１３６人足りないと。群馬県が７

４％、埼玉７７％、栃木７８％、各県も８

０％を切ってると。人数ベースでは不足が

最も多いのは東京都、３万5,７５１人、充

足率８５％。最少の島根県は３２６人、同

９８％となっております。厚労省が都道府

県を通じて調べたことし２月の社会保障審

議会部会に２４８万人が必要で、３３万人

が不足するとの暫定推計値を示しておった

けれども、確定値ではやっぱり不足数が拡

大しているという、そういう現状がありま

す。そういう厳しい現状が出ております。

このように全国的に人材不足が課題となっ

ております介護職にこの光を当てた事業と

いうのは、ことしの１月に西宮市の小学校

で実施されました。その介護職への理解を
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小中学生にも広げたいというのが大きな趣

旨だったわけなんですけれども、小学校４

年生６クラスの児童が２時限目と３時限目

に分かれまして授業を受けております。講

師になった方は兵庫県老人福祉事業協会の

方で、小学生には少し縁遠いと思われる介

護と介護職についてわかりやすく解説して

おります。児童たちはその同協会が作成し

たＤＶＤ「介護の仕事ってすごい」という、

副題は「福祉の未来を考えるのは君だ」と

いう、そういうＤＶＤを監修しております。

その内容は、施設で介護の仕事をする人、

介護職員や介護支援専門員、ケアマネージ

ャらが食事、入浴介助など仕事の内容を紹

介しております。現場で働く実感を通して

お年寄りの生活の質の向上につながる、ま

た笑顔で接するとみんなに喜んでもらえる

と話し、ぜひ介護職に興味を持ってほしい

というふうに視聴者に語りかけておったわ

けですね。上映後は活発な児童からの質問

会となりまして、児童から一斉に手が挙が

って、介護福祉士の資格の取り方はとか、

老人ホームには何人の介護職員が必要です

かとか、介護職員の勤務時間を教えてなど、

次々と手が挙がって、約１３項目に挙がっ

たと聞いております。講師の方はこれらの

質問に一つ一つ丁寧に答えながら、おじい

ちゃんおばあちゃんに優しい社会をつくれ

ば楽しい社会になるよと。また皆さんには

優しい人になってもらいたいというふうに

強調されたわけです。またその上で将来介

護の職業も選択の中の一つに入れてもらい

たいという、そういう要望があったわけな

んですけれども、授業の最後に児童らは目

を輝かせながら、ぜひ介護士になりたいと、

興味をもった女子児童とか、介護は身近に

ある問題だと感じたという男子児童などの

感想を交わし合っております。介護人材の

確保とか命の大切さを教える教育の必要性

を特に感じた次第でございますけれども、

町としましてもその福祉教育の一環として

このような介護と介護職を知る授業を実施

してはどうかというふうに思っております

がいかがでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今、御質問のありました内容につきまし

ては、今後本当に大事な部分で必要になっ

てくることが多いかと思います。今、学校

教育の中で課題になっているのがキャリア

教育というのがございます。それは大人に

なったときの職業観や勤労観を育てること

が大事ではないかということで、人権教育

でありますとか道徳教育とか、それから社

会教育、社会科の教育学習の中でとか、地

域を知る中で将来大人になったときの職業

観、勤労観を育てるというものがございま

す。今の時代、介護職というものが、今、

議員の御指摘のように重要な仕事であるこ

とは十分認識できるとこなんですけども、

さまざまな職業を、子どもたちがいろいろ

なことを知って社会に出ていくというのは

とても大事なので、介護職のみに焦点を当

てて、光を当ててというのは難しいかと思

うんですけれども、本町でも今、豊能町の

認知症キャラバンメイトの方の御協力で、

小学校でのキッズサポーター養成講座とい

うのが徐々にふえてきております。ある学

校ではその講習を受けた児童が実際に地域

の方に高齢者の役をしていただいてサポー

ターをするような、お手伝いをするような

締めの学習をするようなところまで徐々に

進んできております。 

  また別の学校では老人施設を訪問させて

いただいて、自分たちが覚えた演技とかを

御披露させていただいて、その方と交流す
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る場面であるとか、実際に施設に入所され

ている方とお話しするような授業なんかも

総合的な学習の時間の中なんかで徐々に取

り入れてきておりましてやっております。

中学校でしたら実際にもう職業につくとい

う段階になりますので、地域の方で実際に

職業をされている方に学校からお願いして、

自分の職業観などをお話いただくような授

業もしておりまして、今、議員の言われた

ように介護職に焦点を当てたらなかなか難

しいんですが、それにつきましては今後は

さらに豊能町の現状、地域の方に本当にお

年寄りの方にお世話になっておりますので、

そういうことを考えるとふえてくるのかな

と。また学校にそういう部分は期待したい

なと思っております。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  今後は、時代の流れございますけれども、

介護者としての孫ですね。お孫さんという

立場へのその注目が近年高まっておりまし

て、地域の介護力を高める上で重要なこと

かなというふうに考えておりますので、こ

れからしっかりと検討した上で進めていっ

てほしいと思います。 

  次に移りまして、通告書３点目のパスポ

ートの申請発給業務の広域連携について質

問いたします。 

  大阪府が行っております旅券発給業務の

一部につきましては、平成２４年１０月か

ら希望する市町村へ権限移譲しております。

平成２４年１０月の堺市を皮切りに、平成

２７年１０月の泉大津市、高石市、忠岡町

まで大阪市を除く４２市町村のうち３１市

町村が権限移譲しております。また広域連

携につきましては、島本町は高槻市と、太

子町、河南町、千早赤阪村は富田林市と広

域連携しております。泉南の５市３町は特

にりんくうタウン分室に近いということか

ら、実質的には今、４３市町村の中で残っ

ておりますのは吹田市と能勢町、豊能町と

いう、これが残っている現状ございまして、

特に能勢町、豊能町は交通の便が大変悪い

でございますので、そういう現状がござい

ます。私も平成２６年６月、９月議会で町

民負担軽減のために町役場でパスポートの

申請と受け取りができる窓口を開設を提案

いたしました。そのときに理事者側からは、

豊能町においても市に委託するというよう

な形も考えられるかもわかりませんので、

そのような、実際やっている町村、どのよ

うに問題を克服したか研究してみたいとい

うふうに思いますとの答弁をいただいてお

ります。それから約１年５カ月が過ぎてお

ります。私は魅力あるまちづくりの一環と

して、また町民の負担軽減のために、最初

の６月、９月等の最初の質問から変わって

おりますけれども、パスポートの申請発給

業務を、例えば箕面市または池田市との広

域連携を考えてはどうかというふうに考え

ております。この点についてお伺いいたし

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘のとおり、パスポートの権限移譲

を受けていないのは北摂においては豊能町

のほか能勢町と吹田市、この三つの市町だ

けになるというようなことでございます。

大阪府のほうからも、今、議員の御提案が

あったような近隣の市、例えば池田市とか

箕面市とかでございますけども、そこに委

託することも考えたらどうかというような

ことも、大阪府からも提案をいただいてお

るようなことでございます。これにつきま
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しては、これまで単独ではちょっと難しい

ですというようなことをお答えしてきたわ

けでございますけども、そういう広域連携

の方法について今後研究してまいりたいと

いうふうに思っております。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  平成２８年度町政運営方針の中にも、や

はり近隣自治体との広域連携の考えも実際

示されておりますので、魅力あるまちづく

りの一環としてすぐにでも進めていただけ

るようによろしくお願いしたいと思います。 

  最後、通告書４点目の公園灯・街路灯の

ＬＥＤ化について質問いたします。 

  政府は蛍光灯の省エネルギー制度に関す

る事業について厳格化することを決めまし

て、消費電力が小さいＬＥＤ照明への切り

かえを促進してＣＯ２排出量の削減につなげ

るもので、２０１６年度中に経産省の有識

者会議で評価を決めようとしております。

なお、公的設備・施設のＬＥＤと高効率照

明の導入については平成２４年７月３１日

閣議決定の日本再生戦略において、グリー

ン成長戦略として２０２０年度までに導入

率１００％達成の方針が示されております。

昨年９月、１２月議会で夜道の不安を和ら

げるとともに、省エネや二酸化炭素の排出

量削減目的といたしまして、公園灯と街路

灯についてＬＥＤ照明への切りかえを提案

いたしました。理事者側からは前向きとも

とれる答弁をいただいております。現在、

環境省から平成２８年から平成３０年度事

業といたしまして、地域におけるＬＥＤ照

明導入促進事業というのが公表されており

ます。まず初めにこの点について御存じか

どうか確認いたします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  お答えいたします。 

  公園灯・街路灯のＬＥＤ化についてでご

ざいますが、御質問のとおり、小規模な地

方公共団体に対しまして環境省のほうから

二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金、地

域におけるＬＥＤ照明導入促進事業交付要

綱というものが今後策定される予定と聞い

ております。今現在、１月２１日から２月

２４日にかけまして、事業を実施する補助

事業者を公募されておられまして、その法

人等が今後決定していくものと考えており

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  これは平成２８年から平成３０年度とい

うことで期限決まっております。町として

これについて早急に進めていくべきである

というふうに、具体的にはまだ国府のほう

からまだ来てないかもしれませんけれども、

来た段階ですぐにスタートできるように考

えておくべきであるというふうに考えます

が、この点についてどうでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  議員のおっしゃるとおり、この事業につ

きまして、今現在いろいろと情報収集をし

ているところではございますけれども、多

分２８年度になれば早々に公募があるとい

うふうに考えておりまして、公募がござい

ましたらすぐに手を挙げられるような準備

をしておりますので、そのときには補正予

算のほうで対応したいと思っておりますの

でよろしくお願いします。 

○議長（岩城重義君） 
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  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  補正予算で対応するということを確認い

たしました。 

  次に、先月の１２日なんですけれども、

池田市立猪名川運動公園で道路沿いに建て

られた照明柱１本、これ１９９６年設置で

耐用年数は約２５年だったんですけれども、

突然に倒れまして、そばにいた小学生、４

年生の女子児童が重傷を負う事故がござい

ました。原因は柱の根元部分の腐食が原因

であるという、これも新聞等で出ておりま

したけれども。そして先週土曜日の新聞に、

その原因が、池田市の倉田市長のほうの口

から、犬の尿により柱の腐食が進んだ可能

性が高いというふうに、新聞でも出てまし

たけれども、そういうことで新聞に出てお

りました。現状豊能町でもその犬の尿によ

ってカーブミラーの根元が腐食して何回か

補修はされておりますけれども、そういう

ことが実際にあると。今回のその池田市の

この状況を踏まえて、先ほど平成２８年か

ら平成３０年度のＬＥＤ化の話の中で、早

ければ補正予算という話も聞きましたけど、

こういう照明はかえますけども本体はどう

かという、それが一番ネックかなと思いま

す。照明は明るくなっても本体が老朽化、

腐食しておれば大変なことになるわけでご

ざいまして、その点も踏まえてそのＬＥＤ

照明の切りかえ前にその照明柱の腐食状況

の点検、これは実際今やってはることは聞

いております。しかしながら今回のこの国

からの補助金を使って、これも実際できる

のかどうかという、その点についてお伺い

したいと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  お答えいたします。 

  先月の池田市での事故を受けまして、早

速本町のほうにおきましても公園灯及び街

路灯の支柱の点検を実施したところでござ

います。その結果、緊急性はないんですけ

れども少し補修をしたほうがええのかなと

いうようなものが１０本程度ございました

ので、それにつきましては今年度中に根巻

きをする等の対策を実施したいと考えてお

ります。ただ、先ほどの補助事業の一端で

ございますけれども、一応街路灯につきま

しては調査等をやって、その後実施するた

めの調査をやった後にＬＥＤ化をするとい

うようなことが一応補助事業としてあるよ

うでございますので、そのＬＥＤ化をする

ときに合わせて電柱のほうのものについて

もちゃんとした調査を実施したいというふ

うに考えております。ただ、公園灯につき

ましては、現在その補助事業のほうで公園

灯というのが出てきてないような状況でご

ざいますので、単独で公園灯についてはも

う一度調べ直していきたいと考えておりま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  わかりました。大変ありがとうございま

した。 

  これで一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（岩城重義君） 

  以上で、公明党の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午前１１時１０分とします。 

（午前１０時５９分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○議長（岩城重義君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊鳴クラブの一般質問を行います。 
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  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて５

０分とします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  皆様、こんにちは。 

  豊鳴クラブ井川佳子、一般質問をさせて

いただきます。議長のお許しいただきまし

て立たせていただきましたので、理事者側

におかれましては私にもわかるように親切

にお答えください。よろしくお願いいたし

ます。 

  まずバス問題についてお伺いいたします。

今年度末には北大阪ネオポリス線のトンネ

ル直行直通便が朝夕走る予定と聞いており

ますが、今現在の協議の進捗状況をお知ら

せください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これまでの答弁におきましては年度内に

関係機関と調整等を終えるということを申

し上げてきたところでございまして、この

春にはトンネル便が実現できるように取り

組んでいますというようにお答えをしてき

たというふうに思っております。 

  それで現在の進捗状況でございますけど

も、阪急バスにおいて調整をしていただい

ておりまして、バスの利用実態を踏まえた

改編をすると、それに合わせてネオポリス

線につきましては朝夕のラッシュ時の一部

の複数便をグリーンロード経由、トンネル

便というふうにするということで、関係す

る市、箕面市、茨木市でございますが、そ

ことの調整はほぼ終わっているというふう

に聞いておりますし、またその路線変更に

係ります近畿運輸局との調整が要るわけで

ございますが、その運輸局との許認可の調

整もほぼ終えているというところまで聞い

てございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私の感覚としては今年度末に走るんでは

ないかと思っておったんですが、調整を今

年度末にはするということで今お聞きしま

して、今聞いておりますとラッシュ時って

おっしゃいました。となると、その調整を

すると聞いてたのは朝夕走る予定って聞い

てたんですけど、済みません、そこをもう

一回確認したいんですが、ラッシュ時って

いうと夕方も、朝も夕方もっていう感じに

なるんでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  朝夕のラッシュ時というふうに申し上げ

たつもりでございました。朝夕の一部がト

ンネル便になるということでございまして、

便数は朝夕ともにそれぞれ４便ないし５便

ぐらいではないかというふうに思ってござ

います。朝につきましては一部の千里中央

行きがトンネル経由で千里中央へ行くと。

それから千里中央発希望ヶ丘ないし余野行

きはトンネル経由ではないというふうに聞

いてございまして、逆に夕方以降の便につ

いては千里中央発の一部がトンネル経由に

なり、千里中央行きのほうはトンネル経由

ではないというふうに聞いてございます。

昼間につきましてはトンネル経由の便は行

きも帰りもないという予定というふうに聞

いてございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  要するにラッシュ時というのは朝夕通勤
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通学に使う方向がトンネル便になるよとい

う話を、いうような感じで聞いておりまし

た。協議の進行状況というのも、関係する

茨木とか箕面とかもそういう調整はしてい

る、近畿運輸局もという話で伺ったところ

でございます。具体的にいつの実現を目指

していらっしゃるのか。何月ぐらいでも結

構ですけれども。また、どのような運行を

目指しているのか。済みません。まず時期

だけ。一問一答ですよね。いつの実現を目

指しているのかということだけお聞きした

いと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げたとおり、調整につい

てはほぼ済んでいるということでございま

して、その国、運輸局への申請もこの年度

内に行われるというふうに聞いております

ので、何月ということは申し上げられませ

んが、今春にはトンネル便が実現するとい

う見通しでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私、議員になりまして６年と半ぐらいで

すね。バスバス、バスと言っておりまして、

私が町政に出たいと思ったときはやはりこ

のバスが不便であると、ほんの少し工夫し

ただけで朝夕通学通勤が楽になるんじゃな

いかっていうので一念発起して出させても

らったのが７年前でございます。なのでこ

のうれしいお知らせを聞きまして、やっと

実ると。でも私だけの力ではもちろんござ

いません。希望ヶ丘の自治会が署名を集め

てくださり、また希望ヶ丘の自治会に呼応

されまして、各いろいろな自治会からも署

名をいただきました。またそれを持って阪

急バスに行っていただく、また町長もそう

いうお考えに関心を持っていただき、また

町職員の皆様も一生懸命調整していただい

た、このおかげをもちまして今春には出る

と。もう私本当にうれしく思います。やっ

ぱり町議の仕事というのはこれに尽きるか

なと。自分だけ頑張るんじゃなくって町皆

様のお力を得て、また町民の皆様の御理解

も要望も得て実現へと目指していくという、

このことがやっぱり議員の仕事のうれしい

部分ではないかと私思っております。どの

ような運行形態を目指しているのかという

のも、今先ほど質問いただきましたので、

町長、いかがでございますか。今の私の気

持ち御理解いただきまして、よりよい返事

をいただきたいと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど井川議員からも話ありましたよう

に、トンネル経由便というのはこれはもう

やっていきたいというふうに思っておりま

したので、先ほど内田部長から詳細ありま

したように今春を目指して、調整について

は年度内、ほぼこれ終わりますので、今春

にはトンネル経由便の実現をしてまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  明るい豊能町へ一歩近づいたというとこ

ろで、次の質問へといかせていただきます。 

  国保診療所のこれからについてでござい

ます。国保診療所、現段階では今年度中は

内科は月曜日・金曜日の午前診療と聞いて

おります。その利用状況についてお知らせ
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ください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  週２回となった１１月から２月までの実

績ですが、１日当たり、半日になりますけ

れども、１２名の方が受診されております。

それまで週１回の水曜日の場合でしたが、

これは１日当たり２３人ということで、ば

らけてといいますか、順調に推移しており

ます。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そこで誤解をしてほしくないのは、これ

で十分足りているというふうには思ってほ

しくないのであります。開いてないので別

に行く、他の市町村に病気になったら車で

行っております。でも私たち、今は車を運

転できますけど、あと何年かするとやっぱ

り免許を返す日もあるでしょう。そうなり

ますと地域医療というのは、病気になって

熱出てるのにバスで行くというのはまた大

変ですし、やはり国保というのをより充実

させていっていただきたいと私は思ってる

んです。その国保、１日当たり１２人です。

十分ですよというふうに思ってらっしゃら

ないですよね。これでニーズで足りてると

いうふうにお考えですか。そんなことない

ですよね。お聞きしたいと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  先ほど私は十分とか十分でないとかは答

えておりません。先ほど週１回の場合には

２３人程度でしたが、週２回になった場合

に１２人になったと。なので利用といいま

すか、ばらけて定着してきたかなと、そう

いう意味のことを御答弁いたしました。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  済みません。順次質問させていただきま

す。将来的にはこの国保診療所が民営化も

しくは民間委託として経営を任せる方向と

聞いていますけれども、その進捗状況ある

いはタイミングはいつかということについ

てお尋ねします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  新年度のといいますか平成２８年度です

けれども、平成２８年度の契約更新を検討

する時期を迎えておりまして、実際にはほ

ぼ終わっておるわけですが、照葉の里のほ

うの箕面病院の事務長、課長との協議の中

で、基本的には現在の契約を平成２８年度

については引き継いでいただきたいと、少

なくともですが。ただ、これで十分とは考

えられませんので、私どものほうの思いも

伝えております。早ければ来年度、平成２

８年度中に診療所建設に伴います起債の償

還が終わります。なのでこれで補助金の制

約というところからは解き放たれるわけで、

早ければ平成２９年度からの民営化を目指

して交渉を進めてまいりたいと。一方で今

国保診療所のほうの歯科をどう考えるかで

あるとか、検討しなければならない問題も

あります。早ければ平成２９年度からの民

営化または指定管理なり委託なりを目指し

ているというところでございます。 

  以上です。 
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○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そのときに夜間診療、ついて、進めてい

ただくお考えはありませんでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  非常に微妙な問題といいますか、言葉遣

いが非常に難しいなというふうに私は考え

ております。なぜならば議員も御承知のと

おり、時間外それから休日、深夜という言

葉はありますが、夜間診療という言葉は比

較的どこからどれまでかがわからないので

す。私どものほうは、考えておりますのは、

その委託の中で、救急医療とかはもう関係

ありませんので翌日の６時半までとかそう

いうことはもう関係ないので、できれば午

後８時とか、そういうところまで診療をし

てもらいたいなという思いは持っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  町医者さんに行かれますと、昼間は例え

ば９時から１２時と。夕方からは４時から

７時とかいう感じで、また済みません、夜

間診療ってばっくり言ってしまいましたけ

ど、そういう感じの夕方診療、夜診療、何

て言ったらいいか、ごめんなさい、わから

ないんですけど、そういう感じの診療は盛

り込んでいただけるような思いを伝えてい

ただいてるのかなっていうふうにお聞きし

たいわけであります。よろしくお願いいた

します。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほども申し上げたとおり、委託する際

には利便性の向上を目指して、せめて午後

８時程度まではそういう日も設けていただ

きたいいうふうに、現在でも照葉の里、箕

面病院のほうには伝えております。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  それと東西地区対象の病児保育、病後児

保育の展開もしていただけるような方向で

交渉していただけないかということを前回

１２月の一般質問でもさせていただきまし

たけど、ぜひその思いという中にこれを組

み込んでいただきたいんです。いかがでし

ょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  教育委員会としましては５年後には実施

できるようにということで計画のもと進め

ていこうとしているところでございますが、

やはり保育所の問題であるとか医療機関と

の連携等が難しいところがありまして、な

かなか実施できていないのが現状です。た

だ、計画に沿って実現できるように努力し

てまいりたいと思っております。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  済みません。１２月議会に質問したのは

国保診療所の２階はいかがですかっていう

提案だったんですけれども、済みません。

今いただいた５年後ぐらいには実施したい

というのは、また違う場所でもっていう意
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味なんですか。ここで突っ込むことではな

いのかもしれませんけど、済みません。よ

くわからないので。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  教育委員会としましては豊能町子ども・

子育て支援事業計画の中で、病児・病後児

保育事業を今後５年間の中で、医療の専門

家と連携して実施することというふうに計

画を立てております。現状として町が持っ

ている医療機関というのは国保診療所しか

ございませんので、今その点について御答

弁させていただきました。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  人が輝くまちにするには、やはり若い人

が安心して子育てする環境、行政が整備し

ていくということですね。５年後には目指

すという力強いお答えをいただきました。

ここ豊能町人口ビジョンという中にも掲げ

られていらっしゃいます病児・病後児保育

の施設を、今はないけど５年後には１とし

たいという目標を、言いました。今のお答

えもあります。やはりお子さんができない

から不妊治療というのもありますけど、で

きてもつくらないという若い人も結構多い

んです。それはなぜかといいますと、子育

ての自信というのか、やはり職業を持ちた

い、やはり両立というところがとてもネッ

クになってまいります。病気したとき、お

子さんが病気したときに両保護者がどう対

応するか。やはり両保護者だけに任せとく

ものでもない。やはり若い人が働くことに

積極的になっていただくには、やはり町行

政として、また国や府もなんですけれども

力を入れていただいて、子育て支援という

ところで病児保育、病後児保育を進めてい

ただきたいと思います。５年間のうちに実

現したいと力強いお答えをいただきまして、

それについて町長はどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  病児保育、病後児保育の重要性、これは

十分認識しております。先ほども次長から

も話ありましたように、豊能町の子ども・

子育て支援事業計画、子ども・子育て支援

事業の一つに病児・病後児保育事業、今後

５年間の計画の中で医療の専門家と連携し

実施することになっているということで、

現在本町においてはまだ未実施でございま

す。今はその病児保育を実施するための条

件として、保育を実施するスペース、看護

師、専任の保育士など施設や人員確保、こ

ういったことの条件整備、こういったこと

を今検討していってるというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  困難な問題は取り組んでいたら必ず解決

すると。まずやろうという意思が大事です

よね。計画があってやろうという気持ち、

もう計画に乗ってるというところだけでも

私はうれしいんですけど、やはりこれを実

現していただくためには教育委員会と町部

局が一体になって、国保という場所もある

んですし、考えていっていただきたいと思

います。 

  では、小学校、中学校のあり方について

質問を進めさせていただきます。 
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  能勢町では能勢町立小学校、能勢町立中

学校、愛称能勢ささゆり学園が平成２８年

４月小中施設一体型として開校される予定

と聞いております。能勢町のおかれる平成

２７年度、小学校児童数は約３４０人、そ

して中学校生徒数は平成３０年度見込みで

１７０人ということで聞いております。こ

の児童数あるいは生徒数の現状を踏まえま

して、よりよい教育の規模、また各学校の

耐震化の状況を考えられた上での判断と伺

っております。 

  さて、我が町豊能町では平成２６年５月

現在、小学校児童数７４６人、中学校生徒

数４５８人でありまして、まだ一つの小中

学校に、能勢町のように集約するには大世

帯かなとは考えられます。今、教育委員会

では東西一つずつの小中一貫校へと考えら

れているところというふうに、前回も紹介

いたしましたが、今後の小中一貫教育等に

関する方向性についてという文章には掲げ

られているところではあります。でも先般、

豊能町内の小中学校を視察させていただき

ました。福祉教育消防常任委員会として視

察させていただきました。それぞれの学校

では子どもたちが先生の教育のもと生き生

きと勉強されている、また生活されている

という面ははっきりと目の当たりにしまし

たけれども、やはり今後、豊能町内の小中

学校を考えるに当たりまして、やはりここ

にも書かれていますとおり、クラスがえが

できる規模というのがよりよい環境をつく

る一つではないかと私は考えております。

それで、今、こういう平成２６年度利用度

状況というのもありまして、これを拝見す

るに当たりますと、やはり１学年１クラス

というところが結構目立っております。一

部２クラスのところもありますが、私の一

つの案として光風台小学校にまずは西地区

の小学校を統合されてはいかがでしょうか

という案を今回出させていただきました。

光風台小学校にはひかり幼稚園が併設され

ております。幼小連携の教育がなされてい

ると伺っております。兄弟学年っていうよ

うに、上の小学校の児童と幼稚園の園児が

一緒に活動するっていうことをされてたと

以前は聞いてたんですけど、済みません、

今はわからないですが。そういうふうにや

はり幼稚園から給食のときに小学校、光風

台小学校へのランチルームの運営というの

もされておりまして、よりよい、何かひか

り幼稚園で生活した子がそのまま光風台小

学校に上がるには、とても小１ギャップと

いうのがないような、よりいい環境だと私

は思ってます。でもひかり幼稚園の中には

やはり東ときわ台小学校に行ったり吉川小

学校に行った子、行く子もいるわけですよ。

やはり一個ずつが、一つ一つの学校がクラ

スがえができる規模ならそれでもいいんで

すけれども、もちろん今の教育が悪いと一

言も私は言ってません。吉川小学校でも本

当にすてきな教育されてるのは十分わかっ

てながらの私の意見なんですけれども、や

はりそういう、ずっと同じ人間関係でいる

のではなく、やはりクラスがえ、適当なク

ラスがえができる環境に豊能町の子どもた

ちを置いてほしいと私は願っておりますの

で、いかがでしょうか。その光風台小学校

に一つの小学校としてまずは来ていただく。

通学に支障があれば能勢町のようにバスを

動かすという方法もございますし、という

のについていかがでございますか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今、議員おっしゃられたいろいろな点が

課題と思っております。今、小中一貫教育

等充実検討委員会も、先日３月４日に全体
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会、最後終えまして、今、委員長のもとで

答申を作成というかまとめをしていただい

ているとこなんですが、私もずっと参加さ

せていただく中では同じような、さまざま

な御意見がありました。だからその委員会

の中でこれにまとまるということはなかっ

たんですけれども、その中で一番大事にし

てほしいとありました、統合ありきではな

いんだと。子どもたちの小中一貫教育を進

めてよりよい環境をつくるという視点で施

設のあり方も含めて考えていくんだという

ことを最後、念押しされました。 

  とりあえずということで、光風台小学校

ではということなんですけども、やはり統

合ということになりますと児童への負担が

とても多くあります。急にあしたから違う

学校へ行くということではなくて、子ども

にとって本当にその心理的負担であります

とか、いろいろな環境の変化がとても大き

いと思いますので、そのあたりも十分に考

えて、とりあえずではなくて、本当に先の

豊能町の教育のあり方みたいなのを考えた

上で考えていきたいと思います。でも議員

の言われた案も一つの案かと思います。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうです。とりあえずではなく、やはり、

まず統合しろって言ってるわけじゃなくて、

もちろんそう言ってるんですけど、クラス

がえができる環境というのが大事じゃない

かって私は申し上げているわけなんです。

いかがでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  一つの側面を見ますとクラスがえできる

環境いうのはとても大事かなと。ただもう

１点、豊能町視察していただいたと思うん

ですけども、各学校本当にいろいろな取り

組みをしておりまして、少人数だからこそ

できるという部分と、少人数の弊害をどう

やってクリアするかということで取り組ん

でいるところもたくさんございますので、

そのあたりも十分考慮して各学校の特色を

潰すことなくいい学校づくりが今後できた

らなということで検討を進めております。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私も先ほどから何回も申しております、

どの学校もすばらしい取り組みをされてお

りました。それはもう本当私も認めるとこ

ろだし、委員もみんなそう思ってたと思い

ます。ですが、やはり本当にそれでいいん

だろうか。子どもたちもその環境でいいん

だろうかと。ちょっと思うところもあるの

で、これから今考えてらっしゃるというこ

となので、こういう案もありますよと言っ

て御提示したいと思います。 

  また、中学校のことであります。１２月

議会には本当に赤ちゃんのころから義務教

育終えるまでずっと、しかもクラスがえが

できる環境ではないです、これも。東地区

の子どもたちにとっては同じ子どもさんの

環境で中学まで行かないといけないと。中

にはしんどいお子さんもいるわけですよ、

何回も言いますが。同じように能勢町もバ

ス使うんですから、吉川中学に統合できな

いかなっていう案も紹介させていただいた

わけですけど、それは今回は置いておきま

して、そういう考えも持ってるんですけど、

もし東西一つずつの小中一貫教育をという

ふうにお考えでしたら、例えば小学校の

５・６年生からもう正式に中学校と同じク
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ラブに所属して活動できるような、そんな

一貫教育の、ほんの一部です。考えること

というのは可能なんでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  例えば学校は校外活動ということで学校

から出て行って学習することありますので、

５・６年生が中学校に行ってクラブ、それ

を学校長が学校の教育活動であるというこ

とを正式に認めましたらそれは可能でござ

います。ただ、対外試合となりますとやっ

ぱりいろいろな規定がございますので、中

学生の試合に小学生が出るいうことはでき

ませんし、小学生の試合に中学生が出るい

うことはできないので、なかなか活動面は

いいんですけども、その成果として試合に

出たいとかいう話になりますとその辺につ

いては考えなければならないことがたくさ

んあるかなと思います。 

  以上です。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうですね。今後、小中一貫教育等に関

する方向性についてっていうふうに今考え

てらっしゃる途中ではあるんですけれども、

例えば東に一つ、西に一つ中学をつくるの

であれば、その新しい取り組みとして、別

に施設一体型でなくてもできるとは思うん

です。豊能町のよいところとして、本当に

近隣に小中学校があったりっていうことも

ありますので、別に対外試合とかではなく

て、常時豊能町の教育として、そのクラブ

活動５・６年になったら中学と一緒にでき

るよというような、そういう一つのタイプ

というのを私は提示してるわけで、そうい

うのは可能ですか。ぜひ進めていただきた

いと聞いてるわけです。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  システムとしては可能でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  システムとしては可能と。やはり小学校

５・６年ともなれば体格も大きくなります

し、また中学にはいずれは行くわけです。

今、クラブ活動だけが教育の面ではないん

ですけど、やはりそのクラブ活動が子ども

の成長においてとても影響があるところで

あると私は思っております。どうしても人

数が少ないとクラブ活動の幅がすごく狭く

なったりというのが今の現状であります。

なので、やっぱり小学校５・６年から一緒

に毎日クラブ活動をすることによって得る

ものもまたあるんじゃないか。またそうい

うことをしてないところがあるかないか、

私ちょっと調査不足で申しわけありません

けれども、例えばその豊能町の教育を考え

る上で小中一貫教育というのを目指すので

あれば、そういうのもありではないかなと。

今、システム的には可能であるよっておっ

しゃいました。なのでぜひとも全国一番で

も、一番でなくても、子どもたちのために

そういうことも考えていっていただきたい

なと思うんであります。いかがでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  小中一貫教育というものはさまざまな形

がございまして、全国には小さな学校の小

中一貫校でもございます。そういうところ

では今、議員の言われたような小学生が入
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ったクラブ活動ということも実施されてお

ります。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  クラブの指導というのは、先生たちのす

ごく多忙な上に、また重圧になるというこ

とも聞いております。今も学校教育におい

て地域の方々のサポーターの力もすごく大

きいところが豊能町のすてきなとこだと思

うんですけれども、またそういう方に協力

を求めてクラブ活動の指導をお願いしては

どうかと思うんですけれどもいかがですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  やっぱりクラブ活動の充実という点につ

きましては、国のほうも同じようなことを

考えているようでございます。ただ学校を

運営する学校長にとりましたら、やはり外

部の方に学校の教育方針、目標をわかって

いただいた上で一緒に取り組むというとこ

ろではなかなか課題はあるというふうな御

意見をいただいております。ただ、本町に

おきましては従来から地域の方にさまざま

なクラブで、地域の、小さいころから教え

ておられる方とか、地域で社会体育で活動

されておられる方が子どものためにという

ことで本当に御協力いただいて、その部分

については感謝しておるところでございま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、小中一貫教育を考えてらっしゃる

んですけれども、今この教育は一体いつご

ろをめどにこれを実施していこうとされて

いるんでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  現在、検討委員会の答申をいただくとこ

なんですが、前回もまだ、６月議会でした

か、お答えしたと思うんですけど、今のと

ころまだ決定というかそういうことはされ

ていないので、施設面ですよね、多分議員

の言われている面は。それにつきましては

まだ何の決まりも決定もありません。いつ

ごろをめどにということも申し上げられな

いんですが、小中一貫教育という、今、子

どもの課題というのはたくさん本町の教育

委員会として考えておりますので、それに

ついてはできることはもう順次来年度から

でもできてきたらということで、学校の教

員の検討委員会等を順次進めていくつもり

でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  できることからしていただきたいと思い

ます。クラブ活動についてもできることか

なって思うんですけれども、できることか

ら進めていただきたい。施設についてはや

はり整備することもありますでしょうけれ

ども、そのソフト部分につきましてはすぐ

にでもとりかかれることってほかにもある

と思います。そういうお答えいただきまし

たので、希望を抱いてもう一つの質問をさ

せていただきますが、近い将来、小学校に

も本格的な英語教育が導入されます。小学

校担任にどのような対応ができるのか、す

ごく失礼な話なんですが、無理があるよう

に思えるんですね。そのときに中学校の英

語教諭に応援を求められるような体制づく

りができないのかなと思うんですけれども

いかがでございますか。 
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○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  英語教育というのは本当に大事な重点な

点になっているかと思いますが、本町では

早くからＡＬＴという、ネイティブスピー

カーというんですか、現在はカナダからと

アメリカから外国語指導助手という名前で

すか、を配置しております。全小学校と中

学校を巡回していただいておりまして、教

員とティーム・ティーチングでするという

ことで、小学校教員がなかなか英語を教え

ることについての技能というんですか、が

たけていないところがございますので、そ

ういう部分で補充、補っております。 

  それから今後小中一貫教育をずっと先ほ

どから検討していきますと言ってるんです

けども、その中の一つにもやっぱり英語教

育というのは大きな検討課題になるかなと

思っております。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  まだ国のほうから、こうこうしなさいと

いう施策はまだないのかもしれませんけれ

ども、今でも外国講師によりまして教育を

させていただいているということを聞きま

して、より充実していっていただきたいと

思います。 

  では次の質問に移ります。ときわ台周辺

整備問題についてでございます。ときわ台

駅の周辺問題なんですけれども、この整備

について、以前は地域住民及び商業施設を

展開されている方々にお話を聞いていると

いうところまで私は伺っておりまして、そ

の後の進捗状況をお知らせください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ときわ台の周辺整備につきましては民間

事業者等にヒアリングは行いました。ヒア

リングは行ったわけでございますけども、

商いを行う商圏としての成り立ちといいま

すか設置といいますか、それは困難である

というような御意見でございました。また

能勢電さんもこれ以上商店の床面積をふや

すということは必要ないのではないかとい

うような御意見をお持ちでございます。し

たがいまして、ときわ台の駅前限らずに地

域全体、西地区全体のそういう活性化策が

必要ということを能勢電さんもおっしゃっ

ておられるし、私たちもそう思っておりま

すので、そういう全体の整備をしていくと

いうことで現在も、西地区に限らず町全体

でございますけども、それも含めて能勢電

さんと協議をしていると。能勢電さんにも

まち・ひと・しごと創生総合戦略に、審議

会に入っていただいて、御意見を頂戴しな

がらともに検討しているという状況でござ

います。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  二つ目の質問も答えていただいたような

感じですね。以前、能勢電鉄さんと勉強会

をしておりますという話を伺っておりまし

た。今、どのような内容で話し合っている

のか、またこれはどうなったのか聞きたい

と思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今申し上げたとおり、能勢電さんにはま

ち・ひと・しごと創生総合戦略審議会のメ

ンバーとして入っていただいておりますが、
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その審議会のメンバーとしての御意見も頂

戴しながら、また能勢電さん内部に若手社

員の勉強会みたいなものをお持ちのようで、

そこででも能勢電さんとしてのお考えも、

フリートーキングのような形だと聞いてお

りますけども、そういうものも聞いており

ます。それらも参考にしながら総合戦略と

アクションプランに盛り込んでいくという

ようなことで、ときわ台の周辺整備も含め

てでございますけども、そういう中で具体

的に協議を重ねているというような状況で

ございますが、まだ実現に向けた具体案に

ついてはないというような状況でございま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  やはり乗降人数とか町の規模とかも、能

勢、ときわ台駅のバリアフリーとか考える

上においてはかかわってくるのかなとは思

います。 

  箕面森町に履正社医療スポーツ専門学校

というのの、仮称って書いてますがそれ違

うんです。履正社医療スポーツ専門学校と

いうキャンパスができます。この学校は十

三とか茨木にもキャンパスをお持ちなんで

すけれども、２０１６年夏を完成目指しま

して、箕面キャンパスといたしまして、箕

面森町に開学の運びと聞いております。開

学されれば能勢電鉄で通学される学生さん

のために駐輪場の確保を頼まれていると以

前伺ったことがありますが、これはどうな

っているんですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  駐輪場の確保でございますけども、その

履正社さんから駐輪場の確保をということ

を依頼されたことはないと思っております。

依頼されておりますのは学生さんが住まわ

れる場所ですね。例えばシェアハウスでご

ざいますとか、あとは能勢電の駅からの学

校までのアクセス、バスですか、そういう

ものについて何とかなりませんかというこ

とは聞いておりますが、駐輪場については

聞いたことはございません。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  駐輪場についてはないということを伺い

ましたけど、駅からのアクセスというのは

やはり大事ですよね。今、リレー便という

のもございます。これを活用していただけ

るのかなとか思いながらも、大体どれぐら

いの人数の増を豊能町としては見込んでい

らっしゃるのでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  履正社専門学校が開校いたしますと、と

きわ台の利用者は当然ふえると思いますけ

ども、現時点では試算はまだしておりませ

ん。専門学校の生徒数につきましては全体

で４００人規模と聞いておりますが、こと

し移転をされるのは野球とテニスとソフト

テニス、この３コースということで、およ

そ１５０人というふうに聞いてございます。

ことし供用を開始されるのはグラウンドだ

けで、校舎の供用開始は来年の春というふ

うに聞いておりますので、生徒さんたちが

通学ということで移転されてくるのは来年

の春ではないかなというふうには思ってお

りまして、恐らくグラウンドだけの供用開

始ですから、朝練とか夕練とかいうのがあ

るらしいんですけど、そういうときにお越

しになるのではないかというふうに思って
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おります。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  交通手段としましては千里中央にバス便

というのもございますし、１５０人の方が

全員ときわ台駅を利用なさるというのはち

ょっと考えにくい話ではあるんですけれど

も、そうですね、いろいろ聞いてると大変

ですけど。駅前バリアフリーをどのように

実現されようとしているのか、町ではどの

ようにお考えなんでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほどからも能勢電さんのことを申し上

げておりますけども、まだ能勢電さんとの

協議続いておりますし、まずは町の活性化

策、西地区全体の活性化策、こういうもの

が必要であるということで協議を続けてま

いるという段階でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  まず町全体をということで伺いました。

若い人を呼び込むには、やはり新しい住居

がいるんです。空き家がありますよってお

っしゃいますけど、案外空き家というのは

少ないですね。水道の栓をとめててもやは

りそれは財産として置いてらっしゃるって

家もかなり、私の近所でもあります。置い

といて、もう少し老後になってから住もう

かとか、もう売る気持ちもないけどとにか

く置いとくっていうのは結構あるんです。

自治会の仕事をしてますと。なのでやはり

新しいところというのは若い人がお好きみ

たいです。今までの近所づきあいの中にポ

ッと入るのではなく、もう全体が新しいと

いいなっていうような感じで、やっぱり新

築を求めて猪名川に行ったり、宝塚のマン

ションに行ったりというのは聞いておりま

す。なのでここ一番、書かせていただきま

したけど、ときわ台駅の前に駅前マンショ

ンとかいうようなお考えはないでしょうか。

もちろん豊能町がって言ってるわけではあ

りません。民間でそういうところを探して

建てていただいて、より若い人に入っても

らう。もう急増ですよ、こうなりますと。

いかがでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  勉強会を進めるとともにデベロッパーへ

のヒアリングも行っております。開発業者

でございますけども。そのデベロッパーの

意見といたしましては、現状においては豊

能町内における駅前マンションの需要はな

いというようなことでございまして、具体

的に実現する見込みは今はないというふう

に思っております。ただ、総合戦略でも申

し上げておりますとおり、若者が住まう住

宅というのが少ないので若者が転出をして

いるというようなことが考えられておりま

すので、要は住宅の多様化といいますか、

空き家の活用といいますか、そういうもの

は大事だというふうに思っておりますので、

そういう視点では集合住宅の誘致とかそう

いうものは必要であろうということで考え

てまいりたい、進めてまいりたいと思って

おります。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  以前、先輩議員が駅前にビルを建ててそ

してそこから駅に行くというバリアフリー

の案を出されていたことがありまして、な
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ので私も駅前のマンション、誘致はできな

いのかなと考えております。もうかなりハ

ードルは高いですけれども、やはり新しい

ところがないとやはり若い人も来れないで

すね。なかなか施策いろいろです。子育て

も充実させてやはりその住む場所も確保し

ていかないといけないんじゃないかなと思

います。やはり豊能町に入ってこられる若

い人はどういう人たちが入ってくるかとい

うのを見てますと、やはり豊能町の中に親

御さんがいて、地縁血縁があって、そして

越してこられるというのも見受けられます

ので、やはり住む所の確保というのも必要

なんじゃないかなっていうことを考えてお

ります。また能勢電鉄の御意見も伺いなが

ら前へ進めていただきたいなと思います。 

  それで、この計画の中にいつの間にか駅

前保育という文字が消えちゃっているよう

な気がするんです。以前はこのＡ３のプリ

ントの中に、このまち・ひと・しごと創生

総合戦略の中に駅前保育という文字があっ

たんですけど、今回御提示いただきました

資料の中にはそれちょっと消えておりまし

て、その駅前保育とか夜間保育とかってい

うんですね。これやっぱり豊能町人口ビジ

ョンを盛り込む予定だったと思うんです。

ときわ台駅に、ときわ台駅前にもそういう

ような施設を整備するおつもりなのかなと

考えてたんですけど、文字さえないので、

いかがでございますか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  井川議員がおっしゃっているＡ３の資料

につきましては、１２月議会の全員協議会

で御説明申し上げたものでございまして、

それは９月末の総合戦略審議会の資料を１

２月議会の初日に御説明をさせていただい

たことで、整理途中のものでございました。

能勢電との勉強会の中でその駅前保育とい

うような案が出てきたわけでございますけ

ども、それは小さい駅ビルを建てると、そ

のときにフロアを活用するといいますか、

テナントといいますか、そういうものの中

で出てきた案でございまして、今となって

はその実現可能性は低いというようなこと

から、パブリックコメントに出した総合戦

略案からは削除しているというものでござ

います。 

○議長（岩城重義君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  駅前ビルがあって駅前保育があって、も

うすばらしい豊能町になるような気がする

んですけれども、文字さえ消えたという、

ちょっと悲しい感じなんですけど。でも病

児保育・病後児保育をよりさらに進めても

らうような展開になりつつあるように思う

ので、私は次回に期待して私の質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（岩城重義君） 

  以上で、豊鳴クラブの一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は１３時ちょうどといたします。 

（午後０時００分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（岩城重義君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、無所属の会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて５

０分とします。 

  福岡邦彬議員を指名いたします。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  １１番・福岡でございます。無所属の会、

福岡でございます。 



 

 2－37 

  初めに副町長の人事について２点ほど質

問します。副町長の人事についてでありま

すが、昨日箕面の議員と若干話ししたんで

すが、副町長は箕面出身で非常に人望もあ

ったと聞いております。その中で副町長の

辞任について本当に豊能町は極めて大きな

損失であるとのことを言われました。私も

同感であります。３年弱前に来られたとき

のいきさつも踏まえて非常によくやられた

と私は考えております。また、この町政の

担ってきた役割というのは非常に大きかっ

たのではないかと思います。そこで町長に

お伺いいたします。なぜ辞任を受け付けた

か、もう一度言います。なぜ辞任を受け付

けたか。もう１カ月待ってもらえなかった

かということについてお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これにつきましては全員協議会の中でも

御説明差し上げたとおりでございまして、

本人からのかたい意思でございましたので、

何度も慰留には努めましたけれども、これ

につきましては私は受けたところでござい

ます。この理由につきましては一身上の都

合ということでございますので、この場で

は差し控えさせていただきます。個人的な

話ですので議場でお話しするには適さない

と思っておりますので、一身上の都合とい

うことで回答させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私は一般質問というのは豊能町のことを

考えてやっておりますので、一身上の都合

とかそういう話は聞きたくないということ

でございますので、もう少し誠実に話しし

てくださいよ。私は言いましたように、豊

能町にとって損失であると、私も同感だか

ら、だから損失であるかどうかについてお

聞きしたかったんです。もう一度。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  豊能町にとって損失だということは私も

同感でございます。したがいまして、ただ

辞任の理由につきましては一身上の都合と

いうことで、個人的な話でございますので、

この議会での発言については差し控えさせ

ていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  先ほど言いましたね。先ほど町長は全員

協議会でお話ししました。全員協議会と議

会いうのを区別もできないんですか。今議

会ですよ。説明責任は町長にあるんですか

ら、私は町長にお聞きしているんです。も

う一度。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この件につきましては、私聞いておりま

すのは各議員にも副町長、それぞれに御説

明に上がったというふうに私確認しており

ますし、それぞれ詳しい話については私は

聞かれているものだというふうに認識して

おります。ですのでこの場での議会での発

言ということにつきましては差し控えさせ
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ていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  先に言われましたけど、住民に対する、

町民とは言いません。住民に対する説明責

任があると思うんですよ。もう一度行きま

す。ちょっと視点変えます。この３月議会

を控えて敵前逃亡的なやめ方です。副町長、

豊能町にこの３年よくやってきた副町長の

誇りというのか、尊厳まで傷つける可能性

があるんですよ。これおわかりになります

かな、町長。彼が今後どのように生きてい

くか私はわかりません。恐らく一説により

介護にという話ならば当然それも終わるで

しょう。しかしその後をどのようにして生

きていくかについても町長の責任があると

思うんですよ。敵前逃亡と言われても仕方

がないというようなやめ方なんです。町長

は何で、本当に豊能町のことを考えるのや

ったら３月議会終わるまで待てないかとい

うことについて、町長ほんまに真剣に答え

ておくんなはれ。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  敵前逃亡というのは私は表現はよくない

のではないかと思っております。議会も豊

能町も一緒になって豊能町をよくしていき

たいという思いでやっておると思っており

ます。それと先ほどの話ですけれども、こ

れはいろいろ御事情を聞きまして、これは

やむにやまれぬということというふうに私

は理解いたしましたので、今回認めさせて

いただいたといったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  今何をおっしゃいました。やむにやまれ

ずやらしてもらいます。私は、具体的に言

うてまんのや。なぜ辞表を受け取りました

かと聞いてる。なぜ辞表を受け取った。敵

前逃亡というのは言葉が悪い。これどう言

いますのや。敵前逃亡って何で悪いんです

か。一番大事なときに、３月議会、しかも

まち・ひと・しごとの関係、ダイオキシン

の関係等々を踏まえて、副町長の役割は大

きかったですよ。それを２月末でやめてま

うというのは敵前逃亡以外何ですか。もし

仮に言葉悪かったら。そのようなことも踏

まえて町長として判断されたかと聞いてる

んですわ。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  私も何度か慰留にも努めまして、いろい

ろお話伺ったところ、もうこれはやむにや

まれぬ理由だというふうに私も理解いたし

ましたので、おっしゃるように３月議会前

ではございましたけれども、私としては苦

渋の判断で認めたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  苦渋の判断見えないと言ってるねん。豊

能町議会というのはどう考えて苦渋の判断

されたかお聞かせください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 
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  お答えします。 

  どう考えてというのはちょっと、今どの

ようにお答えしたらいいのかちょっとわか

りませんので、もう少し詳しくお聞かせい

ただけますでしょうか。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  大事な時期に。この３月議会いうのは、

悪いですけど町長だけじゃないですよ。副

町長も部長も教育委員会も課長も全てこの

３月議会というのは一番大事なのわかって

まっか。そのことを言ってますねや。しか

も今までやってきたダイオキシンの問題、

まだ解決してませんよ。それからもう１点、

まち・ひと・しごとの責任者やったでしょ

う。まだいろいろ羅列あげますけど。しか

も今度の予算案でも随分名前載ってたんじ

ゃないですか。しかも３月２２日にはこの

議員の答弁、質問に対して答弁も割り振り

してあったんじゃないですか。その中に、

予算の中に副町長が本会議で説明するのも

書いてあったでしょう。どうやって書いて

あったかいうのは事務局がやったかどうか

知りませんけど。そのことを言ってるんで

すよ。そんな大きな重要な役割をやって、

３時１０分か１５分ぐらい間に一身上の都

合で、しかもそれ終わった後は町長認めま

したと。部長連中何しとんねんと僕は怒り

ましたよ。違いまっか。３月２２日ですわ。

１時から始まった。 

（発言する者あり） 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ２月２２日の。そのことを言ってますの

や。そんな大事な人を苦渋の選択やどうの

いうて、それでやめさせますかと言うてま

す。私も言いましたように敵前逃亡という

のは嫌やけど、それはやめても結構です。

誇りというか尊厳に傷つけるでしょうと。

今後あの人は将来、どこへ行っても逃げた

とあれしまっせ。みんな評価しますよ。き

のう会った箕面の議員も言ってましたわ。

何てことをするんやと。もっとやめさせ方

あるやろうと言うてはりましたわ。僕それ

は人間の情やと思うんですわ。あなた今、

私言うたことについてお答えくださいな。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては私も最後の最後ま

で慰留に努めましたけれども、本人の意志

がかたいということで、また事情もお伺い

したところ、もうそれはやむを得ないとい

うふうに私判断いたしましたので、確かに

非常に大事な時期ということは私も思って

おりますけれども、御事情を伺った中で、

これはもうやはり認めるということで判断

させていただいたといったところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  その前にちょっとおっしゃった、各議員

に一人一人了解を得るという形がありまし

たけど、それなかったですよ私には。あり

ませんでした、私には。それを聞いてあな

たは判断されたんですか。町長さんは。み

なそんな形じゃないですよ。私には了解な

かったですよ。どういう事情かも一切なか

った。 

（発言する者あり） 

○１１番（福岡邦彬君） 

  説明はなかったいうてる。私にはなかっ

たですよ。あなたにはあったか知らんけど

私にはなかった。お世話になりました、こ
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れだけですわ。だから住民の皆さんの前で、

この議会で説明してやってくださいと言っ

てるんです。苦渋の選択やって、そんなの

わかるでしょう。なぜとめられなかった、

あんたの任命責任もあるといってるんです

よ。それに対して一個も責任感じてないか

ら私、今言ってまんのや。もう少し町長や

ったら責任感じなはれ。それかやめなはれ。 

○議長（岩城重義君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後１時１３分 休憩） 

（午後１時１４分 再開） 

○議長（岩城重義君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  一身上の都合、御家庭の都合というふう

に伺っておる次第でございまして、その詳

細につきまして私伺ったところ、これはや

むを得ないというふうに判断させていただ

いたといったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  その折に、このやめることによって、副

町長の誇りというか尊厳を傷つける可能性

あることは考えられなかったですか、町長

さん。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、当人から、私も慰留には十分努めさ

せていただきましたけれども、当人の意思

については固かったので、それについては

もう当人も、私は当人の意思を尊重して、

今回やむにやまれず、理由ということでお

認めさせていただいたといったところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  もう町長、もう少し、町長ならばもう少

し人の気持ちをそんたくせなあかんと僕は

思うわ。そして決めていかなあかんと思う。

こんな大事にやめる人間、やめさす人間の

資質が問われると私は思いますけど、もう

これ以上言いません。 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略の国際

交流施策についてお伺いいたします。 

  １２月議会で、吉川地区にあるオイスカ

の事業について、国が求めている時代に合

った地域づくり、安全・安心地域連携の地

方創生先行型事業に該当するのではないか

と質問したところ、オイスカの事業は町の

費用を投じていないことからそういう事業

には該当しないと回答されました。町の費

用を投じていない事業は全て国が求めてい

る地方創生先行型に該当しないのかと言っ

たら、該当する部分もあるとおっしゃった。

町はこのオイスカの事業についてどのよう

に理解されているか、町長お答えください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  オイスカの事業につきましては、オイス

カインターナショナルは全ての人々がさま

ざまな違いを乗り越えて共存し、地球上の

あらゆる生命の基盤を守り育てようとする

世界を目指して１９６１年に設立されまし

た。本部を日本に置き、現在３４の国と地

域に組織を持つ国際ＮＧＯ、公益財団法人
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オイスカは１９６９年にオイスカインター

ナショナルの基本理念を具体的な活動によ

って推進する機関として生まれ、主にアジ

ア、太平洋地域で農村開発や環境保全活動

を展開している。特に人材活動に力を入れ

各国の青年が地域のリーダーとなれるよう

研修を行っている。オイスカの研修を修了

した各国の青年はそれぞれの国で農村開発

に取り組んでいる。国内では農林業体験や

セミナー開催などを通しての啓発活動や植

林及び森林整備による環境保全活動を展開

しているというのがオイスカの活動でござ

います。関西におけるオイスカの活動の柱

としては、昭和５８年に豊能町にオイスカ

関西研修センターを設立し、海外青年研修

事業を開始、海外からの技術研修員の受け

入れや技術員の派遣、地域開発、青少年の

育成等々の活動が行われているというふう

に理解しております。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  先ほど言いましたやろ。人の気持ちにな

ってやりなはれと。町長さん、今の説明と

いうのは知ってますわ。事業主体なんて。

どのように理解されてるんですかと。言い

ます。実は大阪府国際交流財団というのが

ありまして、これは大阪府知事、市長もや

られた橋下さんが絶対これは潰さなあかん

という話でこれまできてましたが、つい先

立って、非常に大阪もインバウンドという

か、国際交流の、もちろん外国人も大阪に

よく来ておりますし、そのような状況の中

で、国際交流の必要性から見直そうじゃな

いかとこういうお話でございます。私はそ

ういう観点から質問してるんです。つまり

オイスカの事業、国際交流事業、豊能町と

してどう捉えているかを聞いてます。別に

活動報告は私持ってますから知ってますの

で、どう捉えているかということをお聞き

したいと思います。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  今、オイスカの活動が豊能町の中でどう

いうふうな展開をされてどう捉えているか

というふうな質問だったかと思っておりま

す。オイスカにつきましては、オイスカに

来られている研修生として、研修生が現在

小中学校で取り組んでいる外国語活動、学

習、英語を中心に行っている、英語が堪能

な研修生が来られた場合には授業に過去に

は協力いただいたといったこともございま

す。しかし多くは国際理解教育としての御

協力をいただいたということもありました

けれども、現在、近年は研修生が減少して

いるようで、現在交流が実現できているの

は吉川小学校のみという形でございます。

そういった形で本町にはこれまで事業を、

今言ったような形の事業ということをやら

れてきたということがございました。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  おもしろいこと言わはりますな。フィリ

ピン人つかまえて英語堪能なんやて。町長

そない認識ですか。フィリピンって。フィ

リピンの英語って、堪能な英語先生が来た

だけですか。違うでしょう。そういう認識

ではだめですよ僕は。違いますかな。そん

なことをあなたと論じてもしゃあないかも

しれませんけど、国際交流という１点、さ

らに先ほど永谷議員も言ってましたように、

地域包括システム、地域のつくることを考

えると本当に有意義な僕は団体だと思うん

ですよ。もちろん地域の中に溶け込んでい
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くというのは今町長言われた一端ですわ。

英語教育とか、あるいはｗｉｎ・ｗｉｎと

いうんか、向こうもええ、こっちもええと

いうならば、しかも介護職ゼロという、介

護に伴う介護職ゼロという世界を目指して、

今、オイスカでは今後事業を拡大して介護

職の専門家をつくるということを目指して

おります。先日土曜日に、町長さんもＹテ

レビのＹさんからの講義を受けたと思いま

すけども、非常に優秀な人を派遣してるん

ですよね。そしてその方たちが介護職に適

当ではないかという話もよく出ております。

そういうような状況を踏まえたら豊能町に

とっても非常に大事な人材の確保のツール

になるわけです。私は細かい詳細は今後、

事業拡大に伴って１００人程度の人が来る

と聞いております。その１００人が研修を

受けて立派な介護職になるかどうかは、そ

れはわかりません。しかし豊能町にとって

１００人の人間が来るということは大きな、

言葉悪いですけど消費拡大にもつながりま

す。豊能町の施設、観光、まだまだ不十分

です。これはまた予算委員会でいきますけ

ど、豊能町には人をとめる宿舎、いわゆる

旅館あるいはホテルはありません。そうい

うインセンティブを踏まえた事業拡大につ

ながるのではないかと私は考えております

けど、町長この考えはどうですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そういった事業が展開されるということ

であれば、メリットということは、メリッ

トといいますか、あるとは思います。そう

いった事業が展開されるということであれ

ば一定の役割というのはあるのではないか

というふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ということは一定の評価はしてるという

ことでよろしいですか。これだけ確認した

いため。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  オイスカ活動についてはそういった活動

されているというようなことは私も知って

おりますし、ある程度評価というか判断は

しております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  次に総務部長に聞きます。この問題につ

いて１２月議会では水面下で話し合いされ

てるとのことですが、その後進展はありま

したか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  １２月議会でもお尋ねをいただきまして、

水面下でというようなことを申し上げまし

た。この水面下でといいますのは、正式に

文書のやり取りがなかったので水面下でと

いうようなお話の仕方をさせていただいた

わけでございますけども、昨年の９月に１

回、１１月に２回お会いをいたしましてお

話を聞いております。オイスカからは昨年

１２月に要望書が町のほうに出されました。

内容につきましては町が無償貸与している

建物の一部を建てかえる、もしくは改修す
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るということに対して許可が欲しいという

こと。それからそのために無償貸与の契約

を結び直してほしいということ。また国の

補助金を得てそういう改修をなさるらしい

んですけども、その国の補助金を得るため

には町が窓口にならないと補助金がもらえ

ないので、補助金申請とか国の窓口を豊能

町がやってほしいというようなことの要望

を頂戴したものでございます。それで豊能

町のほうからも文書で回答を差し上げたわ

けでございますけれども、それについては

吉川の一等地をさらに使い続けていただく

というようなことになるわけでございます

ので、オイスカが豊能町にあることによる

豊能町のメリットというようなものを具体

的に示していただきたいというようなこと

を文書で回答させていただきまして、今の

ところその回答待ちというような状況でご

ざいますが、今月中にまたお会いをしまし

てそのお話をする予定でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ということはもう今はじゃあ、水面、９

月、１１月に会って、１月１９日に回答、

これは言ったらあかんのかな。１月１９日

の回答もってまんのやけど。それは水面下

でないということでよろしいですか。総務

部長。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  当然向こうも、向こうもといいますかオ

イスカも、関西研修センターの所長名で公

文書でいただいておりますし、本町も町長

名で公文書で回答しておりますので、水面

下とは思っておりません。正式なやりとり

をさせていただいております。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  それでは町長にお聞きします。その回答

の中で、先ほど今総務部長も言いましたよ

うにオイスカの事業拡大による本町のメリ

ットについて、改めて具体的かつ十分な説

明と町議会や住民の理解が得られるよう提

案していただきたいと思いますと。町議会

や住民の理解を得られるいうのはどういう

意味ですか。町長、お宅の文章ですけどど

うですかね。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど私申し上げたとおり、オイスカは

無償貸与契約の結び直しを求めておられま

すので、そのためには議会の議決が必要で

あるということから、議会並びに住民の理

解を得られるものというようなことを書か

せていただいたものでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ということは議会の議決とか住民の理解

というのは依頼者が頼むということでよろ

しいんですか。オイスカがその根回しせな

あかんということですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議会での提案者は町でございますので、

まず町が腹に落とさんことには提案できひ

んというふうに思っております。ここで説

明をするのも町側がいたしますので、議会

の皆様の御理解をいただけるような、そう

いう内容をオイスカからまずは提案をして
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くださいというお願いでございます。具体

的に言いますと、先ほど議員も介護職のこ

とをおっしゃいましたが、介護人材外国人

を育成されるということでございますけど

も、その育成なさった外国人の方々が豊能

町の中で活用できますかというような提案

でございますとか、経済効果ですと豊能町

の中でお金を落としてもらえますかという

ことでありますとか、観光の振興でしたら

豊能町の観光の振興にどれぐらい寄与して

いただけますかというような、そのような

具体的な提案をいただけたらなというふう

なことを考えておるものでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  豊能町で限られた介護職が終わって、豊

能町に役に立たなんだらあかんということ

ですか。日本の国のことを考えたらどうで

すか。少なからず。介護職、政府の方針で

すわな、これ。しかしながら小中学校の英

語の授業や豊能町の中にある老健施設との

コラボなどを通じて愛着、きずなができる

んじゃないですか。僕はそう思うんですよ。

そういう形で僕は町として投資していくべ

きではないかと思ってるんですけど、町長

その考えどうですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ただいまオイスカのほうに、どういった

ことが今後活動されるのかということの回

答を求めているところでございまして、そ

れを見てからまたこちらとしては判断をさ

せていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私、町長、今たびたび、もう水面下じゃ

ないでしょうと言ってたのはそこなんです。

また回答を見て、またいちゃもんつけるだ

けですやんか。今現実的に置かれてる立場

をどうするかということを聞いてるんです

よ、基本的に。前へ進めるんか、それとも

あそこはだめやというかの話ですわ。しか

も僕、許せなかったのは住民の理解が得ら

れるようにって。たしか吉川の自治会長が

同席されたと聞いてますけど、これじゃな

かったんですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  オイスカとの話し合いにつきましては、

オイスカの所長さんとボランティア団体の

方々、それから吉川の自治会の会長さんな

ど役員さんと町長、私などが会うておりま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そうすると、住民の理解が得るようなと

いうことは、どういうことですかね。そん

な、吉川の自治会の会長さんも来てやって

おられる中で。まさに自治会長さんが代表

してやってるんじゃないですか。あそこの

できたいきさつ、それから廃校になったい

きさつ等々も踏まえて、豊能町のために、

あるいは吉川地区のためになると思って行

かれたんじゃないですか。僕はそう理解し

ますわ。余りにもこの１月１９日の豊能町

長田中龍一さんのオイスカ関西研修センタ

ーの事業拡大に向けてのお願いやって、回

答って書いてる。わかりませんわ。表題も

わからんし中身もわかりまへんでしてん。
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本当に基本的な考え方あるんですかという

ことを聞きたかったんですよ。そしたら再

度回答求めてますからまた話しする。なら

それまでに何も考えんと次の回答を見てか

ら考えるということでよろしいですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  やはり回答を見てからでないと御判断で

きませんので、回答を見てから考えさせて

いただきます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ちょっと、切れたらあかんで。僕も冷静

にしてるから。切れかかってるけどな。回

答見てからって、僕は基本的な考え方ない

んですかって聞いてるんですよ。いつもそ

れですわ。基本的な考え方があって、各皆

の部長連中の意見聞いて、下まで聞いて、

なおかつ考えて結論出すのをあなたはして

ますよ。町長ですよ。回答見てから人のこ

とばっかり考えてやってるのが今の行政じ

ゃないですか。違うんやったら違うって言

うてみなはれ。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  やはりどういった内容の提案が出てくる

のか見てみないと私としては判断できませ

んので、回答を見てから判断させていただ

きます。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  つまり、オイスカ関西研修センターの事

業拡大に向けてあなたに手紙いってるはず

ですよ。だからあなたは回答したんでしょ

う、１月１９日。違いますか。失礼、２月

１９日やったかな。ごめん、１月１９日。

１２月に、拡大に向けて要請がきてるんで

しょう。それに基づいてあなたは出したん

じゃないですか。骨格はわかってるはずで

しょう。次の回答を求めてからやって、そ

んなこと言うたらあかんって言うてんねん。

これから次に移りますけど、まち・ひと・

しごともそうですわ。全て結果論、結果論

でやってはあかん。もう少し長期的な展望

に立って、あるいは近視眼的でもよろしい

ですわ。こんな議員に突っ込まれるような

ことをやりなはんな。もう少し前を向いて

やれば、前向きの一言でいいんですわ。例

えば曖昧でもよろしいわ。前向きに検討し

ますとでもいいですよ。そんくらいでもよ

ろしいねん。回答見てから検討します。そ

んなあほなこと言うたらあかん。一番ずる

いやり方で、あなたの人格を問いまっせ、

私は。先ほど言うてるように副町長また戻

るけど、副町長の問題もそうです。副町長

の誇りとか尊厳を守っていくのがあなたの

仕事やなかったですか。こんなこと言いた

くないけど。それをあなたに問うてるわけ

ですわ。今もそうですよ。再度、同じ回答

でも結構ですからお答えください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  私どもも、何も見ないでそれは回答でき

ませんので、回答を見させていただいて慎

重に判断させていただきます。 

  以上でございます。 
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○議長（岩城重義君） 

  ちょっと暫時休憩いたします。 

（午後１時３７分 休憩） 

（午後１時３８分 再開） 

○議長（岩城重義君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  あほらしなったから、総務部長お願いし

ますわ。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  回答につきましては、もちろん町長の答

弁のとおり見せていただいて判断するわけ

でございますけども、回答いただいたから

それでしまいというようなことではなくて、

町の思いをお伝えし、オイスカの思いもお

聞きしということは、やりとりをしながら

結論を出したいというふうに思っておりま

すが、ただ、これまでももうオイスカの実

績といいますか貢献は我々認めております

し、吉川におかれてもオイスカがなくなっ

たら困るなと、活気がなくなるなというこ

ともおっしゃっておられますし、何よりも

我々としてはまた空き施設ができて幽霊屋

敷をつくってしまうということにもなりか

ねへんので、それらを全て勘案して判断を

してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私はあえて言いませんでしたけど、一番

初めのこの回答する前にはそのようなこと

も書いてました。非常に荒れた場所があっ

てとかいろいろ書いてました。 

  そこでちょっと視点を変えて町長にお聞

きしますけど、こういう国際的な事業とい

うのが豊能町にとって、こういう事業とい

うんか、こういう機関というんですか、豊

能町在住ということは豊能町どう思われま

す、町長。必要かどうか、必要でないかと

いうことについてだけで結構ですから、一

遍お答えできますか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  国際的なことについては、いろいろなケ

ースがあると思うんですけれども、必要な

面もあれば程度にもよりますけれども必要

なこともあるかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  子どもの使いじゃあるまいし。僕は豊能

町にとっていいかどうかを聞いてるんです

わ。必要か不必要か、そんなんどうでもよ

ろしいわ。僕はその１点で聞いてるんです

わ。今私がずっとやってるのは豊能町のた

めと思ってやってますねや。豊能町の議会

議員やから。それすらもわかれへんのかい

な。町長は。もう一度お答えください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  ですので、何度も同じことになりますけ

れども、この話は今協議をしているところ

ですので、その回答も見ながら私は判断さ

せてもらいたいと思っております。その中

でその国際的なことについてどうかという

ことも見させてもらいたいと思っておりま

す。国際的なことだけを捉まえて言うと非

常に抽象的なので、いい面もあろうかと思
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います。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  何で私、答えられへんの。ほんま。回答

みたいなの一言も言ってないじゃないです

か。豊能町にとってこういう国際的な事業

が必要かどうか踏まえて聞いてるんですわ。

ええ面、悪い面なんか聞いてませんわ。言

葉をはぐらかしたらあかん。違いまっか。

またもとに戻りましょうか。こんなときは

副町長おったらうまいことおさめよった。

ほんで皆あんた助かっておった。今おらん

からこんなんなってるんやないの。私は言

いたくなかったけど、町長、副町長のかわ

りは置かんと部長会で言ったらしい。不思

議な人やなと思った。何でこのメンバーの

中から副町長選びまへんねん、兼務でも。

それがあんたの最低な仕事やったと思った

よ、僕は。ほんま。もうこんなん言っても

しゃあない。情けないけどこれが町の現実

ですわ。町長の現実ですわ。はっきり言っ

ておきます。反論あるんやったらまた後で

言いなはれ。 

  次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の中での交通施策について。平成２７年度

の町政運営方針では、ときわ台駅の再開発

について平成２６年度策定の駅周辺等整備

方針を踏まえ、駅施設のバリアフリー化や

駅前ロータリーの再整備によるターミナル

化など総合的な整備に向けた取り組みを推

進してまいりますと触れられていますが、

今年度の町政運営方針では、地域公共交通

については定住化の促進と高齢者に優しい

まちづくりを目指した基本構想に基づき、

路線バスの再編と能勢電鉄のときわ台駅の

バリアフリー化など交通施策を推進してま

いりますと書いてます。えらい変わりまし

たな、平成２７年度とは。町長この違い、

変わったいうことわかりますか。町長ほん

まにわかりますか。変わってまへんやった

ら変わってまへんで結構ですからお答えく

ださい。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  表現は変わっておりますけれども、大き

な趣旨としては変わってないというふうに

理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ということは、今年度の町政運営方針を

信じていいんですか、平成２８年度の。つ

まり路線バスの再編と能勢電鉄ときわ台駅

のバリアフリー化など交通施策を推進して

まいります。これは間違いないですか。も

しお答えのついでに、どのような方策を持

ってやるかについてもお答えください、町

長。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  このバリアフリー化というのは御存じの

とおり、これ能勢電のときわ台の駅の中の

話でございます。そういった中で、今、能

勢電とも協議をしているところでございま

す。そういったところで能勢電としては、

より豊能町を活性化して人が来るような施

策も、そういったこともしてほしいという

こともあり、また能勢電とも協力しながら

今やっているところでございまして、例え
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ばその具体的な話でいいますと、先ほど来

から出てます、まち・ひと・しごと創生総

合戦略、そういった中で具体的なこと等は

実施していきながら、それも見ながら、そ

の委員会にも能勢電さんにも入っていただ

いてますので、バリアフリー化についても

どうしていくかということについては話は

引き続き進めてまいりたいというふうに思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  バリアフリー化について進めていきたい

って、時間おまへんで。田中町長の公約で

すわな。ことし９月まででっせ、任期は。

それでも進めていきまっか。私はこんな思

いつきで言ってるん違いますよ。去年の交

通特別会議も踏まえて言ってるんですよ。

能勢電との陳情も行ってませんやん。行け

なかったんや。町長の態度の、不可解な態

度やから。全く、話し合いできてるって、

ようそんなこと言いまんな。総務部長、こ

の経過について、私、今、質問したのにつ

いてお答えください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  能勢電さんとは勉強会、これまでやって

きておりましたけども、また立地適正化計

画を生かすというようなことで進めてまい

りましたが、これまでも福岡議員には御答

弁申し上げたとおり、立地適正化計画につ

いては断念をするということで、ほかの方

法で何とか交付金を活用して、駅前の整備

と駅内のバリアフリーをやりたいというこ

とでございました。能勢電さんからは豊能

町の活性化策、人口増加、定着、子どもの

増加などにつながる、そういうものを見た

いというようなことで、それを持って判断

をしたいというようなこともおっしゃって

おられまして、現在その方向で協議を進め

ているというところでございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  それでは、先ほど町長はまち・ひと・し

ごとの創生総合戦略、入ってるって言いま

したけど、審議会にどのような、このこと

について町長から諮問して、まち・ひと・

しごと創生総合戦略の結論出すとなってま

すけど、どのような諮問されたんですか。

これも踏まえてされたんですか。お聞かせ

ください。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  審議会への諮問は第１回の審議会の中で、

まち・ひと・しごと創生法第１０条第１項

に規定する市町村、まち・ひと・しごと創

生総合戦略に策定するに関することという

諮問事項をしておりまして、その中には、

一つは大きな柱とある四つの柱、安定した

雇用の創出、若い世代の結婚・出産・子育

ての希望をかなえる、三つ目には新しい人

の流れをつくる、四つ目には時代に合った

地域づくり、安全・安心地域連携という柱

と、それとこの中には当然ながら交通施策

ということも含まれておりまして、審議会

においては地域公共交通基本構想、これも

能勢電の先ほど来の話も書いておりますけ

れども、地域公共交通基本構想の実現を総

合戦略に入れて、これも考慮してください

ということで諮問しているといったところ

でございます。 
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  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  だから、その今おっしゃった四つの項目、

諮問したわね。その中にバリアフリー化と

か入ってました、具体的な交通施策として。

僕、町長、ことしの１月１６日、町長も参

加されたどんど祭りがありました。御存じ

ですね、東ときわ台。とんど祭りか。その

ときに町長挨拶どない言わはりましたか知

ってますか。私覚えてます。鮮明に覚えて

ます。住民に向かって、あるいは自分の仲

間か知りませんわ。いろいろな豊能町の多

くの人が来られた。しかも箕面森町も来ら

れたときに、ときわ台から座って箕面森町

に行けます、バスの運行をしますというこ

とを言われましたね。覚えてはりますな。

まさに具体的な話でした。今回この交通施

策について、まち・ひと・しごと創生総合

戦略の中でどのように諮問されたか、今、

四つわかりました。具体的な話、一個もな

いじゃないですか。今度の予算にも一個も

出てない。出てるんやったら言ってくださ

いよ。ほんまに。１２月にバスへ要望へ行

ったらそのまま要望事項を捉えて住民に説

明しはった、話ししはったじゃないですか、

挨拶の中で。びっくりしました私も。よう

こんな人おるなと思いました。これについ

てどうですか。ほんま具体的にとか、バー

チャルとか、あるいは自分のやることと一

切区別ないねん、あの町長は。思いつきし

か考えられへん。本当に具体的にこの話が

まち・ひと・しごとの話の中で交通施策が

あんのやったら言ってくださいよ。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まずとんど祭り、とんど焼きの話につき

ましては、そういった表現で私は言ったつ

もりではございませんでして、豊能町はバ

スで行きましても始発駅、バスで千里中央

まで行くのにも座って行けますし、千里中

央は始発駅ですから座って行ける確率が高

いといったことと、能勢電にいたしまして

も、能勢電の区間は座る確率も高いですし、

その後につきましても、昨年の２月のダイ

ヤ改正から川西能勢口発の通勤特急が出た

ということで、そこから一本でも待てばま

た座れるといったことから、座って通える

確率が非常に高いといった趣旨で申し述べ

た次第でございます。 

  それともう１点の、豊能町の公共交通基

本構想、この話はどこに載ってるのかとい

うことでございますけれども、これ議員に

もお配りしております総合戦略、この中で

基本目標１、若年層が選びやすい環境をつ

くる。その中の３の公共交通の利便性の向

上、その主な取り組みの内容の中で豊能町

地域公共交通基本構想に基づく取り組みの

推進ということで、この構想の中にはそう

いった旨が書かれておりますので、この中

でも取り入れてるというふうに、取り入れ

て諮問をいただくということになってると

いうふうに理解しております。 

  以上でございます。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  時間がないのでいきます。豊能町のやる

気について。これまでの住マイル助成の総

括をされて、予算化されてますか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  平成２７年度につきましては新規転入が

５件あったということで、一定の評価はし

ております。 

○議長（岩城重義君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  最後に町長に聞きます。豊能町の魅力を

さらに高めていきたいと町長は発信されて

いますが、豊能町の魅力ってなんですか。

具体的に。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  豊能町の魅力いろいろありますけれども、

例えば安全・安心、豊かな自然環境と教育

や文化の環境が整っているとか、広い土地

や住宅のゆったりした子育て環境、こうい

ったものが整っているということも魅力と

して考えております。自然が多いというこ

とも魅力でもございますし、そういったこ

とが魅力というふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  終わります。 

○議長（岩城重義君） 

  以上で、無所属の会の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、１４時５分といたします。 

（午後１時５３分 休憩） 

（午後２時０７分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、イノベーションとよのの一般質問

を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

５０分とします。 

  橋本謙司議員を指名いたします。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ４番・イノベーションとよのの橋本です。 

  冷静に質問をいたしますので、理事者の

皆さんにははっきりとわかりやすい前向き

な答弁をよろしくお願いします。 

  まず冒頭、一般質問に当たり理事者の皆

さんにお願いをしたいと思います。理事者

の皆さんにおいては副町長が退職された今、

田中町長と一丸となって情熱と強い意志を

持って、今議会また残り半年の行政運営に

挑んでいただきたいというふうに思います。 

  あと、きょうの一般質問を聞かせていた

だいて感じたことが何点かありました。一

つ目は田中町長、先ほど福岡議員の質問の

中で町の魅力は何ですかって問いに対して

原稿を読まれてました。やっぱりそこは町

長なんだから、原稿を見なくても自分の思

いを伝える、そういうことをしっかりとし

ていただきたいと思いますし、部長と同じ

原稿を読んで部長と同じ答弁は要りません。

やはり町長の思い、またそこはしっかり、

やっぱり自分は町のトップなんだから、そ

こは原稿を読むんじゃなくて、思いをしっ

かりと、心に響く答弁お願いしたいという

ふうに思います。 

  あと、やっぱり行政の運営のスタイルは

すごく受け身に感じてます。これ今までも

そうですけど、例えばエスカレーター、自

治会からの要望があったからとか、防災無

線についても自治会の要望とか議員の要望

があったから。先ほどのオイスカの話もそ

うです。提案があってから、ではなくて、

やっぱり町がどうありたいか、どうしてほ

しいか、何をすべきかということをやっぱ

りもっともっと考えてやらないと、先ほど

の答弁でも何回も優先順位、優先順位って

いう言葉出てきましたけど、本当に優先順
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位をつけてるのかなというふうに思う点が

これまでの間、多々ありました。その辺も

心してこれからの答弁は答えていただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

  まず、光風台駅前エスカレーターの大規

模改修についてお聞きをします。本件につ

いては、上りしかないエスカレーター更新

をしてほしいという声が公式には大きいと

いうように聞いてますけども、先般、私自

身今、光風台、新光風台の同世代の１０名

の方とお話をしました。やはりどうですか

っていうのを聞くと、やっぱり結果予想ど

おり。移動時間が短縮できるんやったら、

今後の高齢化を考えたら上下移動が絶対要

るよねというような声が圧倒的に多かった

です。ただ、自治会からはエスカレーター

にせいと、上りだけのエスカレーターでえ

えからせいと、それは若い人が逃げていく

からと、そんなことを言っておられる。こ

れ総じて考えると、若い人たちに聞くと高

齢者のために上下動要るんちゃうかとおっ

しゃってるけど、高齢者の方に聞くと若い

人のために待ち時間のないエスカレーター

にせいと言うておられる。何かすごく違和

感を感じるなと、僕自身は思ってます。私

自身がやっぱり思ってるのは、何度も言っ

ておりますけど、エレベーターで移動時間

を短縮するということをどうしたらできる

かということをやっぱり考える必要がある

んじゃないかと思ってます。ただ、もう今

さらの話になります。けどもやっぱりさか

のぼって考えると、もともとの成り立ち、

田中町長がエスカレーターの更新を公約に

掲げられた、そこまでは仕方ない。ただ、

いざ当選して実態を見てみてやってみたと

きに、やっぱりさかのぼって考えると検討

段階を含めてこれまでの町の進め方の悪さ、

検討の甘さがあったと思いますけども、そ

のあたりどのように評価されてますか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  検討の甘さ、そういうふうに御判断され

ることもあるかもしれません。私としては

これについては一定議論も尽くされた形の

中で、地元の方、地域の方、また町も入っ

て一定議論した中でエスカレーターという

ものがふさわしいというふうな理解をして

おります。私が聞いておりますのはエスカ

レーターをつけてほしいという御意見は伺

っておりますし、エレベーターをという話

は、私は議員の皆様から聞く以外は、実は

私の耳にはエレベーターをという話は聞い

たことはございません。ですので私は、そ

ういったことも含めまして、これまでの議

論も含めて、光風台駅前にはエスカレータ

ーを進めるということがふさわしいという

ことでこれまで進めてこさせていただいた

といったところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これあえて、そう言うやろうなと思って

冒頭申し上げました。これ、住民が言うて

たから。例えば検討会議のことを今おっし

ゃってたんやと思うけども、検討会議の中

でエレベーターの議論てほとんどされてな

いですよ。人は３分待ったら、待つんやっ

たらあかんと。最初からエレベーターは３

分待つもんやっていう原則の中で始められ

た。そんな中でほとんど議論されずに答え

出された。最初に申し上げた。当時中井副

町長がおられたときには、その非も認めら

れたいうような中で結局今に至っている。

そこは議会の責任もあるのは十分わかって
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ます。ただやっぱり、もうあと残されたの

はこの３月議会の予算議会しかもうありま

せん。もうここで認められたらもう突き進

むしかないということはあるけども、ただ

やっぱり、そこを今、町長、検討会議でや

られたから、自治会、議員が言ってるから

じゃあかんのですよ。町のためにどうすべ

きか、それが優先順位なんですよ。今、財

政難、財政難と言いながら１００万円、２

００万円の金も、その金すらも削らなあか

んという今、財政健全化推進プランをやら

れている。それやのにその数億円を投じる

のにそんだけの検討をしないというのはも

う大問題やと思う。僕個人的なことを言わ

せてもらえば、僕は町長かわるまでその着

手っていうのは僕はおくらせてほしいと思

ってますよ。けどそのことは、もうこの３

月議会の予算が通れば突き進むんだから仕

方ない。そこまでは僕にとめる権利ないか

ら、一つの一人の議員としてしかそこの執

行というのはできませんけどね。ただやは

りその辺は、これから何にやるにおいても

住民や議会だけのせいにせずに、町として

やっぱりこういうことをすべきだというふ

うな確信を持った行動をぜひともしてほし

いというふうに思ってます。もうこの件に

ついては言っても仕方ないので、予算議会

で最終、予算委員会の中でやってもらった

らいいと思いますけど、ただ一方、今回こ

れ光風台の駅前エスカレーター大規模改修、

もう突き進んでますけど、住民の中にはエ

スカレーターやってからエレベーターまた

つけてもうたらええねんというようなこと

を言うてる人も中にいるんですよ。そんな

のできるわけない。けど住民ってそんなも

んなんですよ。当然自分らの利便性が上が

ればいいって、それはそうやと思いますよ。

町の財政のことなんて後回しですわ。ただ、

我々議会もそうやし、あなたも、そこは絶

対考えないと、それが投資の優先順位やと

思うんですよね。当然今申し上げたように、

エスカレーター更新した後にエレベーター

更新というのは絶対にないと思いますけれ

ども、そのあたりどのようにお考えですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  エレベーターの設置の予定はございませ

ん。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  正式に言うと、この６カ月以内にはない

ということです。それはあなたが任期は６

カ月だから。けどもこの先、ほんまにそう

なんかって、多分出てくると思います。こ

の点についてはもうこれ以上申し上げませ

んけれども、最終、予算委員会の中でいろ

いろな意見出ると思いますので、理論武装

を含めて最終の、これが通ればもう突き進

めるんですから、しっかりと頑張っていた

だきたいというふうに思います。 

  次に情報発信についてお聞きしたいと思

います。通告の中ではホームページのリニ

ューアルで、町長挨拶や町の見どころの動

画配信はいつからするのかというようなこ

とで申し上げてましたけども、ちょうど通

告と同時期ぐらいに「とよのに住もう」と

いう、今まではパンフレットベースという

か紙ベースというかのものが動画版で配信

されたということになってましたけども、

あの状況が私が申し上げたような動画配信

のイメージなのかお聞きします。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  今おっしゃったとおり、動画ということ

ではなくスライドショーではございますけ

ども、「とよのに住もう」のスライドショ

ーをアップして配信をしております。本当

はこの間も答弁いたしましたとおり、コン

テンツを充実させる中で動画も取り入れる

ということでございますので、本当の動画

を取り入れたいということでございますけ

ども、今まだ準備中でございまして実現を

しておりませんが、動画は取り入れます。

やります。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  第一弾としてはああいうスライドショー

でいいというふうに思いますけど、ただ残

念やったのが、あれホームページのバナー

上のところには「とよのに住もう」動画配

信中となってましたけど、実際のその新着

情報には何も記載されてなかった。本来は

やっぱりそこも含めて、こういうことを更

新してますということを見せていくのが本

来のＰＲやと思うんですよね。自分らで見

にいかんとわからへん。変えた人は動画版

にしたかもわからへんけども、見る側から

したらわからへんというのでは意味ないの

で、その辺についてもしっかりと細心の注

意というか、知ってもらうという努力をぜ

ひともしていただきたいなというふうに思

ってます。 

  １点、そうこう言ってるうちに、先般、

この観光協会がつくられた「豊能町」とい

う冊子が配られてました。そうかと思えば

平成２８年度予算には、平成２８年度予算

というか町政運営方針の中には、町の資源

である自然、歴史、文化や特産品を広く町

内外にＰＲすることで多くの方に町を訪れ

ていただけるよう観光協会とともに取り組

んでまいりますというようなことを平成２

８年度版で書かれているのにもかかわらず、

もう既に観光協会はこういう冊子をつくっ

ている。すごく僕、違和感あるんですよ。

平成２８年度でやるのに何でこれを今こん

なきれいな冊子で仕上げる必要があるの。

やったらこれの取材とともに動画も撮り、

みんなに知ってもらうということをやった

らよかったんちゃうんって普通の人やった

ら思うと思うんですけど、そのあたりどの

ようにお考えですか。 

○議長（岩城重義君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません。観光協会のことはちょっと

わかりませんが、平成２８年度の事業にお

いて町勢要覧の作成行為をするわけでござ

いますけども、町勢要覧をつくりますため

にはどうしても写真の撮影が必要というこ

とで、その業務の中で動画も一緒に撮れた

らというような思いを持っておりまして、

その中で取り組んでいくこともあわせてや

りたいというふうには思っております。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  観光協会からの冊子でございますけれど

も、これにつきましては国の平成２６年の

補正予算、地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金事業の補助で、一応平成２７

年度に繰り越して行うということで予算を

お認めいただいておりました魅力ある観光

情報発信事業の中で、観光協会のホームペ

ージのリニューアルであるとか、こういう

ガイドブックをつくるというようなことで

しておる事業でございまして、今般それを

皆様にお配りいたしましたのは、その冊子
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ができましたので議員の皆さんに先にお渡

ししておこうということでお渡ししたもの

でございまして、町全体として、これをつ

くったものは今後平成２８年度以降生かし

ていきたいというふうに考えておりますの

で、先走ってどうのこうのというわけでは

なし、一体的に観光事業をアピールしてい

きたいというふうに考えております。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり今、まさしく町の組織状況とい

うのがもう実態はわかったのが、今、総務

部長と建設環境部長が顔を見合わせたとお

り、多分そこも、ほんまは町をＰＲすると

いうことでいけば、総務部だけではなくて、

本来それを一体的にどうやったらいいのか

というようなことを考えないと、例えばこ

の写真だって撮るのも、これは写真は古い

やつ使ってるのかもわからへんけども、本

来写真を撮り動画を撮り、こういう冊子を

つくるいうようなこと、例えば逆にこの冊

子で写真をもし撮ったんであれば、それを

使うために、来年やるからこっち側でそれ

を見越した写真撮影もしといてね、動画の

撮影もしといてねみたいなことをもしでき

ればカットできるじゃないですか。そうい

うことが本来の業務効率化やと思うんです

よ。それを、そんな１００万円、２００万

円の金をけちってけちってやる、そんなこ

とではなくて、やっぱりこういうところ、

一つ一つのやっぱり業務のやり方を見直し

ていかないと、多分いろいろな意味での無

駄というのは出てくると思いますよ。その

辺も含めて、別にこれを揚げ足とるわけじ

ゃないですよ。これはこれで当然、もとも

と、今、南部長おっしゃってもらったよう

に予算でとったからそれはそれでいいと思

いますけど、やっぱりそこら辺も含めてや

り方、また横の連携というのは今後しっか

りとやっていただきたいというふうに思い

ますけど、部長どうですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  横の連携につきましてはしっかりとりま

して、無駄のないような行政執行をやって

まいりたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりそこを、これしょうもないこと

かもわからんけど、僕が町長やったら多分

そう言いますよ。ちょっと待てと。ここと

これどうやと。それは横の連携も含めてど

うかということを指示、指導する。なかな

かそんな細かいことまで目は行き届かへん

かもわからへんけど、それ一事が万事やと

思うんですよ。そのあたりについて町長の

各課への根回し、配慮等々含めてどのよう

にされてます。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  １０日ごとに部長会議というものを開き

まして、その中で情報の共有はしていると

ころでございます。また、気がついたとこ

ろについてはその都度連絡をとり合って進

めているということですので、そのあたり、

横との連携についてはできてない面もある

というふうな御指摘ありましたけれども、

その中でも今やっておりますので、さらに

横の連携も意識しながら、当然ながらそう

いった全庁的な会議、それを進めてまいり
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たいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり町長、部長級と話しする、これ

も大事なことですよ。当然組織的にはそれ

でいい。けどやはりたった２００人もいな

い町ですよ。うちらの企業でいうたら一営

業所よりもどんどん、全然、圧倒的に半分

ぐらいの人数しかいないぐらいの人数やか

ら、逆にいうたらそれこそもう一人一人と

別にコミュニケーションを図ろう思ったら

図れると思いますよ。やっぱりそういうよ

うなことでもっともっと、それこそ住民一

人一人の声拾うってなかなか大変ですけど、

職員がその手足となり耳となり、しっかり

とそういうような情報を収集してくるいう

ことをしてもらう、それをあなたが聞けば、

もっともっと多分いろいろな指導ってでき

ると思うんですよね。僕が町長やったらそ

うやってやるけども、どう思います。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ちょっと先ほどの中で電話等してという

のは、それは課長級とかに直接電話したり

とか会ったりとかという意味も含んでです。

ですから毎週、ごめんなさい、１０日おき

に部長会も開きながら、その都度必要なも

のについては直接話を伺いながら、また指

示もしながら進めているといったところで

ございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そのあたりも含めて、あと半年、もし次、

町長選立候補するんやったら、やっぱりそ

の辺も含めてやっぱりやられるほうがいい

と思うし、それを、それはあなたのためじ

ゃなくて町のためだから、そこら辺はよく

よく考えてこれからされるほうがいいと思

うので、やっぱりもうちょっと目配り気配

りも含めてぜひともしていただきたいなと

いうふうに思います。 

  次に情報収集についてということで、先

般、大津市の公園緑地協会いうところが大

津公園レポというアプリの実証試験中であ

るということがテレビでも紹介されてまし

た。これは何かというと、公園の利用者に、

そのふぐあい点を発見した利用者がスマホ

で写真を撮り、アプリに投稿し、それが協

会に通知され、協会がそれを受けて対応す

るというようなものが紹介をされてました。

確かにええなあと感じました。ただそれは、

たまたまここが公園緑地いうことやったの

で公園のことをやっておられましたけど、

逆にこういうようなアプリではなくて、そ

ういうようなシステム構築というのができ

たら、公園だけではなくて、本町において

も道路とか施設、設備のふぐあい箇所のそ

ういう報告というか情報収集を、やっぱり

今、職員が少ない中なので、うまいこと活

用できるんちゃうかというようなことも感

じましたけども、そのあたりについてそう

いうふうな情報収集をする仕組みについて

どういうふうにお考えですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  お尋ねの件でございますが、確かに御指

摘のとおり職員非常に少のうございまして、

なかなか道路公園等のふぐあい箇所を独自

で点検で見つけるというのは難しい状況で
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ございます。今のところそういうののかわ

りと言ったらおかしいんですけれども、住

民の皆様から常に電話、メール等でいろい

ろなふぐあい箇所について、また自治会か

らのほうも点検箇所について御報告をいた

だいておるところでございまして、そのよ

うなところにつきましては即確認に行って

対応させていただいているというようなと

ころでございます。議員の話にありました

ような、そういうアプリを利用するような

ものにつきましては相模原市とかその辺で

もやっておられるようでございますけれど

も、ちょっと調べますとやはりそれには経

費がかかるということもございますので、

今、町ではこれで大体年間１００件程度の

情報をいただいておるようなところでござ

いますので、このままこのような住民から

の情報をいただく今のシステムをそのまま

つくっていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ありがとうございます。 

  これアプリに、別に僕こだわってるわけ

じゃないんです。ただやっぱりこれは情報

をいただくという姿勢、あとそれが本当は

今どうなってるか。例えば問題点がありま

した。それが今こういう問題がありますと

いうことと、それがどうなったということ

までほんまは住民にお知らせできるような

ものが何かあればいいんじゃないかなと。

それは別にアプリじゃなくても、ホームペ

ージの一つのコマでもいいと思うんですよ。

そういうようなことで今のふぐあい、例え

ばそれをほかの住民が来たときに、いやこ

れ実は今やってるんですよとか、それは以

前にここでお聞きしてます、今対処中です

とかいうようなことが外から見ても内側の

職員から見てもわかるような、本来何かそ

ういう履歴があったら、より多分親切なん

じゃないかなと思うし、職員も、ここはい

ついつ聞いてますってなことが、逆に今、

建設課だけではなくて、例えば普通のどこ

どこの窓口で受けたときでもそういうよう

なことがわかるとかいうふうなほうが、よ

り親切ではないかというような御提案なん

ですけど、そのあたりどうですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  御指摘の件でございますけれども、今、

実際には建設課の所管するものにつきまし

ては建設課のほうで、それで１枚のペーパ

ーに、いついつどういうふうな情報があっ

たと、それに対していついつどのような現

場確認をして、いついつどのように対応し

たというようなところを全部まとめたもの

を１冊、年度ごとにまとめて置いておりま

す。確かにそれは建設課の所管として建設

課の管理する、例えば道路であるとか公園

であるとかについてのみ活用しておるとこ

ろでございまして、それを全庁的に使うの

かどうかということにつきましてはちょっ

と私だけの判断ではまいりませんので、今

後庁内で一度、先ほど町長も言ってました

ように部長会議等でまた一度皆さんと情報

共有をしていきたいと思います。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この件については、おっしゃっていただ

いたように道路、あと公園、以外にも多分

町の施設というのはたくさんあると思うん

ですよね。例えばそれは教育委員会の所管

のものもあるというようなこともあれば、

やっぱりその辺も含めてできるような体制
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づくりというか仕組みづくりをぜひとも、

１０日に１回の部長会で話をいただきたい

なというふうに思いますのでよろしくお願

いします。 

  そうしましたら次の質問に移ります。駅

前自転車の駐車場の運用について。これ私

何度も議会の中でも質問をさせていただい

てますけども、今現状、そういうような自

転車駐車場の無料化・無人化をどのように

考えているかお聞きします。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  実際、とめられる台数かなり減ってきて

おりまして、若干ときわ台だけが自転車の

台数がふえております。これは箕面森町の

影響かもわかりませんが、それでも大体減

ってきているという中で、また費用対効果

を考えましても豊能町からの持ち出しが収

入を差し引いても８００万円ぐらいは一般

財源の持ち出しがあるという中で、無人化

をした上で無料化ということをすれば維持

管理費の百四、五十万円程度だけの持ち出

しで済むだろうというふうな試算をしてお

りまして、ぜひとも無人化・無料化はやっ

ていきたいというふうには考えております。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  今ちょっと予想外の答えやったんで、次

ちょっと困ってるんですけど。これ一つ、

今おっしゃっていただいたように収入をさ

っ引いても８００万円ぐらいのマイナスが

ある。これすごく大きいと思うんですよね。

今、町長が財政健全化推進プランに上げら

れている年間１００万円、２００万円どこ

ろではないような効果額があるにもかかわ

らず、しかもやろうと思えばすぐにでもで

きるはず。一つ、エスカレーターの監視業

務を除けばになりますけど。その辺も含め

たらやっぱりなぜそんなことをするのか。

これは余り言いませんけど。これ実は平成

２２年６月に自転車駐車場の有料化の議案

が出され、その中で議会の中からも相当な

人が無料化・無人化を検討すべきやという

ことで否決されたという経緯がありますけ

ど、それについては御存じですか、町長。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  そういった議論がなされているというこ

とは知っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これもう我々がそういうふうなことで提

案してもう６年になりますよ。６年たって

もいまだにできてない。この間ざっと5,０

００万円の損。そんなことをしといて、不

思議でならないですね。きっとエスカレー

ターもそうなりますよ。目に見えてます。

それはええけども、ただそのあたりは今す

ぐでもやろう思ったらできると思うけども、

これ来年度やる予定ありますか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  橋本議員の御指摘のとおり、光風台につ

きましてはエスカレーターの監視業務がご

ざいますので、今、直ちに無人化というこ

とはできないという状況でございます。た

だ、台数だけを考えますと今の池の上の駐

輪場を閉鎖して地上だけの駐輪場にしても

おさまるのはおさまる、キャパは足りると
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いうところです。一方ときわ台につきまし

ては地下でございますので、無人化という

ことにすると防犯上、防災上問題があろう

というふうに思います。また地上に第二駐

車場ございますけども、それについては非

常に駐車可能台数が少な過ぎまして、今、

台数減ってるのは減ってるんですけれども、

地上の駐輪場のスペースだけでは今度はお

さまり切らないという問題がございまして、

地上に今とめられるだけのスペースを確保

する必要があるということで、直ちには無

人化は無理というような状況で苦慮してい

ると。やりたい気持ちはあるのですけども、

今申し上げたような事情から直ちには難し

いというところでございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これも、だから直ちにできないっていう

そういう理由じゃなくて、やるためにはど

うしたらええかということをやっぱり考え

てほしいんですよ。それを８００万円垂れ

流しで、確かにこれを切ったらシルバーの

仕事なくなるのは十分わかってますよ。そ

っちで痛いのはわかるけども、やっぱり今、

財政再建、健全化というのであれば、そこ

の無駄なところは切っていくいうようなと

ころは最低限すべきじゃないかなと思うし、

それは健全化推進プランに載ってないから

やらへんということではないと思うけども、

そのあたり今、実態聞いて町長どうお考え

ですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  課題等も、ときわ台でもありますし光風

台でもあります。またそんなこともありま

すので、無料化、無人化については検討は

進めていきたいと思ってますけれども、そ

ういった課題の解消等ございます。まだそ

の解消がまだ見えておりませんので、その

推進化プランには入れておりません。推進

化プランの中にはでき得ること、できる限

りのことは今盛り込んで財政の健全化に向

けて努力しているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これやっぱりお役所仕事ですよ。自分の

家でこんだけの支出があるんやったら絶対

見直すと思いますよ。しゃあないな、ちょ

っと今まだエスカレーターもあるし、地下

の駐車場を無人化・無料化したら危ない。

外に上げようと思ったら外だけでは小さい。

ほんなやったらこんだけかからずに借りて

でもやろうかって、家やったらなると思い

ますけどね。これ人の金やからそんなこと

考えてるんちゃいます。それじゃあかんで

すよやっぱり。その金をどうするかという

ことも含めてやっぱりやらないと、しんど

いと思いますよ。ほんまにしんどいんやっ

たら。僕それが全然真剣味が感じないんで

すよ。ある一方ではしんどい、しんどい言

いながら１００万円、２００万円の金を削

りにいく。けども大きな１億円、２億円の

投資を平気でする。そこの検討も、ううん

って首かしげたくなるような検討。けども

住民が言うてるから、議会が言うてるから

やります。そんなんでほんまにこの町大丈

夫かな。すごく危惧してますけどね僕は。

この辺については今すぐできへんというこ

とやけども、やっぱり一日も早くできるた

めにはどうしたらいいかということをぜひ

とも考えていただきたいと思いますし、こ

れはまた議会の都度にこの話聞きますから、
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進捗を含めてまた教えてください。 

  次の質問に移ります。平成２７年度の新

規施策、数々やられたと思いますけど、特

にその中でも住マイル助成、しごと創生ス

タート支援事業、ウエルネス・ウオーキン

グの実績評価についてお聞きをしたいと思

います。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず私のほうからは、所管でございます

住マイル助成についてお答え申し上げます。

住マイル助成につきましては、平成２７年

度からは転入の促進を図るということから、

助成の対象者を転入者であることに限定を

いたしまして見直しを図ったところでござ

いまして、先ほど福岡議員のときにもお答

えいたしましたが、平成２７年度の実績は

新規転入での助成をした方が５件ございま

した。ある一定評価はしておるというよう

なところでございますけども、予定してお

りました１０件には満たなかったというこ

とで、それについては十分成功したという

ふうにまでは言い切れないというふうに思

っております。したがいまして、平成２８

年度につきましては、新規転入を条件とす

ることはもう変えませんが、もう少し対象

者を広げて利用しやすい制度にできないか

というふうなことは考えてございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  そうしましたら私のほうからは、しごと

創生スタート支援事業について御報告を申

し上げます。 

  これにつきましては相談件数が７件ござ

いまして、そのうちの１件が成立をいたし

まして補助をしたものでございます。それ

は介護タクシーというような事業でござい

まして、個人事業であるためになかなか雇

用を生む、どんどん創出するということま

ではいきませんでしたけれども、利用者の

ほうはふえていってるということで、事業

としては一つ成功しておるのではないかな

というふうに考えております。 

  それからもう一つ、ウエルネス・ウオー

キングでございますが、これにつきまして

はときわ台地内での歩道の舗装をウエルネ

ス・ウオーキングでやろうということで現

在予定をしておるんですけれども、現在発

注中でございまして、まだ舗装事業は完了

はしていないところでございます。これに

つきましては歩道部分についてこれまで１

６回ウオーキングはされたようでございま

すけれども、今回やるところは７回コース

に採用されているところでもございますの

で、整備後も、平素利用されている歩行者

はもとより健康増進のためのウオーキング

にも利用されると考えております。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  私のほうからはウエルネス・ウオーキン

グについてでございますが、実は平成２７

年度の新規施策ではなくて平成２６年度か

らの事業でございます。それで先ほど建設

部長からのほうもありましたが、平成２６

年１１月から平成２８年２月、先月までで

すが、合わせて１６回行いました。それで

延べ人数が1,１４０人、１６回ですので１

回当たり約７１名ほどの参加人数というこ

とで、実際の人数については実人数という

んですか、実際に個人としては２７３人の

方が参加されておるというところでござい
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ます。 

  評価についてですが、２年目でございま

すので２カ年間で実人数を１５０人という

ふうに、最初は年度途中からですので５０

人、平成２７年度は１００名、また来年度

については１５０名というふうに踏んでお

りまして、そのような方々が気楽にウオー

キングの楽しさということも含めて広がっ

ているのではないかなと。これについては

付帯決議でももうておりますし、住民の

方々が自主的にできるだけ楽しんでいただ

けるようなそういう方向で進めております。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  今、るる御説明いただきました。この中

で基本的な詳細については予算委員会で審

査いただくので、ぜひとも評価、反省、課

題、改善策、改善点を明確に説明できるよ

うにいただきたいなと思ってます。ただ、

１点気になったのは、今ちょっとウエルネ

スの話で、済みません、ちょっと僕の認識

間違いで前年度からやられているという話

やったけども、二つ問題気になったのがあ

って、一つは平成２７年度予算でとってる

にもかかわらず、その道路の舗装がもう年

度末になりかけてるということは、もう平

成２７年度中はその道路は使えなかったと

いう話が一つ。あともう一個は、今、人数

で評価されてる。これも一つの指標やと思

うけども、けど別にこれはたくさんの人に

参加してもらおうというだけではなくて、

本来やっぱりそういうような健康になって

もらう、ウオーキングを楽しんでいただく

というようなことが多分目的やったと思う

んですよね。一つの人の指標というのはあ

りやけども、その参加した人がどうなのか。

そういうウオーキングの習慣がついて体が

楽になったとか、病院行く回数が減ったと

かいうようなこともまでもやっぱり把握を

すべきやと思うんですけども、そのあたり

についてどのようにお考えですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員おっしゃるとおり、この事業は参加

人数が云々ではございませんで、自分の健

康について自分で守る、考えてみる、そう

いう機運づくりというふうに考えておりま

すし、万歩というふうに定めるものでもご

ざいません。ただ体を動かしてほしいとい

う願いを込めてやっておりますので、それ

については参加の方々のアンケートなどを

とりまして、先ほどの議員御指摘のことに

ついて考えてみたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  ウエルネス・ウオーキングで歩道の整備

ということでございますけれども、これ歩

道の新しい設置ではございませんで、今あ

る歩道の舗装の打ちかえでございましたの

で、時期おくれておりますけれども、ウオ

ーキング自体にはそれほど影響はないのか

なと思うんです。ただ当初は舗装が傷んで

おりましたので、それの改修がおくれてお

ったということで、おくれてる点につきま

してはなかなか、平成２６年度、平成２７

年度と災害復旧のほうが非常に多ございま

して、職員構成の中で災害復旧等につきま

して人員がもともと確保できてないところ

の災害復旧事業がございましたので、発注

のほうがおくれてしまったということでご

ざいます。そこについては御利用されてい
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る方につきましては１年早くできるところ

をちょっとおくれたということで御迷惑を

かけてるかもわかりませんけれども、舗装

のほうはもう発注をしておりますのでやり

たいと思っております。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり今おっしゃっていただいたよう

なことを含めて、また平成２８年度、新た

な予算を立てられてやるということやから、

そのあたりの、今私が申し上げたこと以外

にも多分多々あると思いますので、またそ

の辺を反省、改善をいただきたいなと思っ

てます。 

  次に移りますけども、平成２８年度の町

政運営方針についてということで、この中

身については大方予算の中で出てくると思

いますので詳しくは申し上げませんけども、

これを含めてやっぱりしっかりと今後やっ

ていただきたいなというふうに思ってます

し、あともう１点、まち・ひと・しごと創

生総合戦略の中で、まあええか。いいです、

済みません。先ほど申し上げたような町政

運営方針の中に書かれている予算の執行に

ついて、今後予算委員会の中でも議論をさ

れていくと思いますので、しっかりと議論

いただいて、改善をしながら、やはり多分

今現状考えておられることだけでは事足り

んこともあると思いますので、ぜひとも議

員の意見も聞きながらいいものにしていた

だきたいなというふうに思いますのでよろ

しくお願いします。 

  最後に、教育現場と教育委員会の情報共

有についてお聞きをしたいと思います。こ

の点については東京都のほうで託児所、保

育士の方が口にガムテープを張って剥がし

たりとか、食事にコショウや辛子を混ぜた

りとかいう問題が報道されてました。やっ

ぱりこの件については逮捕までされたとい

うようなことでありますけども、この託児

所では子どもたちの様子をインターネット

上でリアルタイムに配信されるようなこと

で、保護者の安心感も与えてたというよう

なことやけども、結局そういうようなこと

をやってるときは、やってるところは当然

そのカメラに映らない、見えないところで

の行動というようなことでやられてたとい

うことで非常に残念やなというふうに思っ

てますけども、一つ気になったんが、やっ

ぱりこういうような問題が起きたとき、こ

れについては無認可の民間園ということで

特にあれですけども、やっぱり学校や園で

そういうようないろいろな事象が発生した

ときに、そういう問題は学校の現場から教

育委員会へどのような情報提供してるのか

ということについてお聞きしたいと思いま

す。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  学校と園と教育委員会との関係なんでご

ざいますが、任務というんですか、職務と

いうのが重なるとこあります、運営管理に

ついては。ただ、学校の主体性、自主運営

というものを尊重すべきということがあり

まして、報告するということにつきまして

は学校管理規則の中で町が決めておりまし

て、今回お話しいただきました問題ですよ

ね。学校園の問題というのは基本的には学

校の所属長がその責任を持って対応してい

くという形になります。ただ、やはりその

進捗状況というのは教育委員会としても気

になりますので、相談とかいろいろな部分

でのとりあえず一報を入れなさいとかいう

話はしておりまして、それについての学校

園の取り組みを聞きながら、指導したり支
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援したりしながら、学校が所属長を中心に

解決できるような方向をしてます。 

  また、今言われたような教育委員会がつ

かんだ情報ですよね。いろいろな他市町の

話であるとかは、月に１回所属長の会議を

しておりますので、そういうところで所属

長の管理監督の能力を上げるようにという

ことで、いろいろなところで情報提供をし

て同じようなことが起こらないような、い

うことで情報共有をしております。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこれいろいろな問題で、逆に学

校で起こったことを教育委員会に行ったと

きに御存じなかったりというようなケース

がたまにあったりとかするんですよね。や

っぱりそれが逆に、いやなぜかなと思った

ときに、確かにそこは今、学校の主体性に

任せてということがあると思うんですけど、

やっぱりその辺、どこまでの事象を報告し、

ここまでやったらええよ、そこの線引きは

確かに難しいとこはあるかもわかりません

けども、やっぱり今いろいろな時代背景の

中で難しくなってきている。やっぱりそこ

は先生の保身も、先生を守る意味でも含め

て、やっぱりその辺のことはできる限り上

げるようにするべきちゃうかなというふう

に思ってるんですけども、そのあたりの、

例えばなかなかそれを規則で決めるという

のは難しいんかもわからんけども、そうい

う書面での情報提供とかいうようなことは

されてるんですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  学校には、先ほど言いました報告する義

務というんですか、そういうふうなことは

なくて、学校の状況をこちらで把握するた

めに報告というんですか、相談やらするた

めに求めているということで、書面での報

告というのはありません。ただ、規則の中

ではいわゆる子どものいじめがあった場合

とか、不登校の人数が日数が３０日を超え

た場合とか、そういう規定はありまして、

それはもう法的な部分がありますので、そ

れについては報告を求めております。 

  もう１点、教育委員会がそういうことに

関係したときにつきましては、教育委員の

中で情報共有をして、やはりみんな教育長

はじめ私も知る必要がございますので、そ

ういう部分では教育委員会の中での情報を

つくるということありますが、学校から文

書というのはあります。ただ、済みません、

長くなって、救急車を呼ぶとか外部機関の

警察に相談するとか、いろいろなところで

学校外、例えば子どもが飛び出したとか、

学校外の関係してくる場合については教育

委員会としては文書で詳しく欲しいという

ことで提供を求めることはございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり今般でいくと、例えばいじめの

問題なんか結構、先ほど、これをそれを報

告してもらってるということは問題ないの

かもわからへんけども、特にそういう情報

共有、後々万が一何かがあったときに、い

やそれはちょっと口で言うてて伝わってな

かったですみたいなことのないように、で

きれば可能な限り書面でなりメールなり、

そういう残るものでやられるほうがいいん

じゃないかなというようなことだけお願い

したいなと思います。 

  あと１点、今回のこういう虐待事案があ

りましたけども、例えば仮に本町でそうい
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うようなことがあった場合はどのような対

応をしているのか、一度お聞きしたいと思

います。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  小学校、中学校の教員に、町の職員もそ

うなんですけれども、特に小学校、中学校

の教員に関して何か問題が教員にあった場

合、都道府県と政令市にしかない人事権が

この地区にありまして、この３市２町です

ね。人事権が移譲されておりまして、そこ

に懲戒権も当然含まれております。ですか

ら私ども、私とそれから４人の教育委員は

教員を懲戒免職にすることができます。そ

れだけの権限がありますので、そうしたこ

とは私たち覚悟を決めて考えておりまして、

所属長に対してもこの地区は都道府県と政

令市と同じような権限がありますから、そ

れについてきちんと説明をし、所属長に対

して服務監督をきちんとやってもらいたい

ということは折に触れて校長会等でもって

話をしております。ですから厳正にそれは

何かあった場合には対応するというふうな

思いでおることは御理解いただきたいと思

います。細かい点については少し説明させ

ます。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  学校園には府の職員と町の職員がおりま

して、対応は違うんですけれども、今、教

育長が言われたように町の、府の職員に、

学校関係の府の職員につきましては人事権

がありますので教育委員会のほうで懲戒審

査をします。町の職員、幼稚園・保育所等

につきましては町の人事部局のほうでそう

いう組織を持っております。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  なぜこういうことを聞いたかというと、

そういうようなことであった時に身内が身

内を裁くってなると、やっぱりどうしても

情が出てきたりとかいうことが出てくる可

能性って多分多々あると思うんですよね。

そうなったときに、どこか、第一弾はそれ

でいいんでしょうけど、事情聴取とかね。

ただその後のところで第三者をかましてさ

らに突っ込んでやるとかいうようなことと

か、そこまではないんですかね。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  町のほうも、府の教員に対する分限懲戒

審査委員会というのを持ってるんですけれ

ども、これは府を見習いまして、いうたら

身内と言われるか、教育委員会の課長レベ

ルと、町のほうも総務部長のほうに入って

いただくという形で、その審査会というメ

ンバー構成になっております。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ありがとうございました。きょう、先ほ

どの午前中の質問でもそういう学校の小中

一貫教育の話等々ありました。やっぱり私、

何回も申し上げてるけども、学力だけでは

なく、いろいろな意味で子どもたちが学校

に行って楽しい、行きたいと思うようなや

っぱり校園づくりをしていただきたいし、

クラブ活動もしかりです。今、先ほど井川

議員なんかはクラブ活動のことを５年生か

ら入れてやったらどうっていう話もありま
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した。それも一案あると思うんですよね。

ただやっぱり、僕、今の現状で見ると、こ

ういう言い方したら悪いけども、やっぱり

なかなかまだ今、クラブの活動にちゃんと

した顧問がつき、しっかりとその指導監督

ができてるかというと、僕は非常に違和感

を感じてます。ほんまにこのまま続けてて

ええんかなと、これやったらやらんほうが

子どもたちのためちゃうかなって思う点も

中にはあります。ただやっぱり子どもたち

は学校に残って、その環境があるからやる

ということになってますけど、やっぱりそ

の辺は、事故が起きてからでは遅いので、

やっぱりしっかりと子どもたちのためにぜ

ひともやっていただきたいというふうには

感じてます。これ直接通告はしてないけど

も、その点についてちょっと１点答えても

うてもいいですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  おっしゃるとおりでありまして、レベル

の高いやはりクラブ活動、スポーツ指導等、

文化もそうなんですけどやってみたいとい

うのを私は思っております。そこでやっぱ

り教員の、やはり指導の資質を上げなくち

ゃいけないんですけども、あるいは知見の

レベルを上げなくちゃいけないんですけど

も、なかなかそれ、少ない人数ですからそ

ういう方がそろうかっていうと難しい。と

なると、町のそうした専門家の方々に協力

をいただいて、そしていいシステムをつく

って、管理体制でありますとかクラブ活動

は学校の取り組みでありますから学校の管

理下で行われる。そのときに町の方が入っ

たときに責任問題とか考えなくちゃいけな

い。そういったことを考える必要があるだ

ろうと。それから小中一貫教育を進める上

で、東西交流も含めてですけれども、どの

ように、先ほど井川さんのお話もありまし

たけども、５年生、６年生から参加させる

というようなことなど、小中一貫教育の充

実というか、そういうことも含めながら地

域の方々のお力をかりていい形でこの町は

教育を進めていかなきゃならないのではな

いかなと思います。ぜひともその折には知

見をお寄せいただければありがたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（高橋充德君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  最後になりましたけど、ぜひ今も、中井

副町長がおられない中で、本当に行政の皆

さんがしっかりと頑張ってもらってやって

もらうということは当然ですし、今、教育

長からもあったように、やっぱり子どもの

教育、また高齢者の皆さんがどうか、若い

世代を呼び込むためには、本当にまち・ひ

と・しごとにはたくさんのことが盛り込ま

れていますけど、絵に描いた餅にならない

ように、ぜひとも我々議会もそうですけど、

行政の皆さんも頑張っていただくことをお

願いしまして私の一般質問終わります。あ

りがとうございました。 

○副議長（高橋充德君） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は１５時５分とします。 

（午後２時５６分 休憩） 

（午後３時０５分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ９番・永並啓です。イノベーションとよ

の、永並啓です。それでは、一般質問をさ

せていただきます。本日最後でありますが、
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ちょっと１００分という長い時間をいただ

いていますので、リラックスしながらも緊

張感を持って皆さん答弁していただき、聞

いていただけたらと思います。 

  まず最初に副町長の退任の件ですね。２

月２９日付で副町長が退任されました。本

当に残念であります。田中町政において副

町長の存在の重要性は皆さんが理解されて

いたことと思います。何度も田中町長の発

言で議会が中断し、それを副町長がまとめ

ることもありました。何かあったとき、町

長が黙ってしまったときも副町長がかわり

に答弁されておりました。それくらい副町

長の存在は非常に豊能町行政にとって重要

だったことは周知の事実だと思います。家

庭の事情ということしか聞かされておりま

せんが、１年の中で最も重要な予算審議の

ある３月議会を前にしての辞任ですので、

通常じゃあり得ないことですし、切りのい

い３月末、今年度末でもいいわけですから、

１カ月が延ばせない、よほどのことがあっ

たことと推察いたします。町長は十分に慰

留をしたが無理だったということです。た

だ、十分に慰留したというところに疑問が

残るわけです。というのは、田中町長にな

って以来特別職の任期途中の辞任は２人目

なんですね。小川前教育長もそうでした。

一身上の都合ということでしたが、任期途

中なんですよね。私も議員を１０年以上さ

せていただいておりますが、任期途中での

辞任というのは一人もおられない。それが

２人目なんですね。どういうことなのかな

というふうに思ってしまうわけですけども、

小川前教育長に、退任される前にいろいろ

と話を聞いても、特に慰留されたことはな

かったというような感じのことをおっしゃ

っておりました。そしてこれまでの町長の

町政運営見ていても、例えばダイオキシン

処理を国崎クリーンセンターでするといっ

たときも、２回ほど打ち合わせにお願いに

行ってだめだったとか、それで諦めたり、

木代地域でってなったときもほとんど地元

には行かれていない。何か人間味とか熱意

とか何が何でもっていう汗臭さというか、

泥臭さというところが伝わってこないんで

す。そこでお伺いしたいのはどういうふう

な慰留をされたのかお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  どういうふうなといいますか、もう全身

全霊で慰留はお願いしたといったところで

ございまして、その辺の話についてはこれ

はいろいろ個人的な話にもなりますので、

この場では発言については差し控えさせて

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  そこに、これまでの町政運営で、すごく

町長が前に出ていろいろお願いしていると

いうのが伝わっていれば、すごい慰留した

というのは実感できるんですよ。でもそれ

が伝わってこないですね。部長の方も直前

に知らされたということですので、引きと

めることができたのは町長だけなのかなと

いうふうに思うわけです。だからとっても

残念なのは、部長さんがもうちょっと早く

知っていれば、何か情を持ってとか、何と

してもみたいな、豊能町のためにというこ

とで考え直してもらえることができたんじ

ゃないかとか、もしくは副町長は真面目な

方ですので、例えば毎日来ることはできな

い、だからもうやめるしかない。でも特別

職ですから、いやせめて不規則の勤務でも
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いいから籍は残して、３月末という切りの

いいところでというようなお願いもできた

んじゃないか。そういうふうに思うと非常

に残念で仕方ないわけです。それでここか

ら質問なんですが、町長は副町長のどうし

ようもない、何ともしがたい事情で受理を

されたわけですから、それはもう仕方あり

ません。そしたら町長の立場として今後町

政運営に当たり、副町長の後任というもの

はどうされるのかお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  現在じっくり考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  そこなんですよね。現在ゆっくり考えて

いるという状況じゃないじゃないですか。

今年度の予算を審査し審議し、それで来年

度の予算を審議し、そして平成２８年度か

らはまち・ひと・しごと創生のプランを実

行しないといけない。町長もおっしゃって

ましたよね。最後のチャンスだって。過去

指摘しましたよ。これまでいろいろなチャ

ンスがありました。アベノミクスも消費税

増税も。それを流してきた。その最後のチ

ャンスと言ってる意気込みなのに副町長の

後任が今考えておりますというのは非常に

僕、無責任だと思いますよ。多分任期が終

わってしまう、このままでいくと。だから

僕は町長の役割としては、知った段階です

ぐに、副町長の受理するんであればね。す

ぐに後任のことを頭に入れてここで話さな

いといけないんですよ。そんな受理はしま

した、それは心情的にわかりますよ。でも

町長の任期は秋までかもしれない。でも豊

能町はまだまだ存在するんですよ。秋で豊

能町なくなるわけじゃないんです。そうし

たら町長として平成２８年度の町政運営を

するには副町長が必ず必要なはずですよ。

そうしたらそこのところは常にすぐ押さえ

ておかないと。町長いかがお考えですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この話は２月に入ってから話がありまし

て、もうその間ずっと２２日まで慰留にず

っと努めてきたところでございます。そう

いったことからも、今、後任についてはま

だ決めておりませんし、今考えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  だって既にもう１カ月以上たつわけです

よね。町長が副町長の辞任を聞いてから。

２月の最初ですよね。 

（発言する者あり） 

○９番（永並 啓君） 

  じゃあほぼ１カ月、３週間。それでどれ

だけ考えたらいいんですか。普通それほど

重要なあれなら、受理するんであれば常に

すぐ後任のことをって言うのは普通ですよ。

それがいまだに何かゆっくり考えてます。

じゃあいつまでに決められるんですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  これにつきましては、私の任期の関係も

ございますし、また、これはお決めしたと
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してもまた議会のほうの御理解もいただく

ということもございます。そういったこと

からもやっぱりこれはきっちりと、ゆっく

り判断していきたいというふうに思ってお

ります。ですからいつまでというのは、副

町長、私、町長になったときしばらくは副

町長なしということで運営もさせていただ

きましたから、そういったことも含めてゆ

っくりと考えていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  さっきも言いましたよ。町長の任期は秋

ですけど、何も副町長の任期は同じように

秋でなくてもいいんですよ。副町長にでも

ずっと右腕として手伝ってもらわないと、

右腕として活躍していただかないと、ま

ち・ひと・しごとなんて無理なんじゃない

ですか。一丸となって、一丸となってって

言いますけど、誰が見てもこれまでの議会

運営で締めてたのは副町長ですよ。その方

がいなくなった。皆さん不安に思ってます

よ。住民の方にも伝わってない。先ほど福

岡議員が敵前逃亡とか言われましたよ。で

もそういうふうに見られちゃうんですよ。

だから町長は、そう言われないためにも、

のっぴきならない事情で副町長はやめたん

だけど、町政運営のほうはこうですから大

丈夫ですよっていうことをすぐに示して、

議会や町民、安心感を与えないといけない。

それが全くないんです。前も一人だったか

らゆっくり考えていきたい。ゆっくり考え

たら秋でしょう。あなたのゆっくり、町長

就任、秋にしてから副町長を選んだのがそ

の半年後ですから、ちょうどぴったりです

よね。秋です。町長選挙ありますよね。そ

んな状況で余りにもちょっと無責任と思い

ませんか。それだけ最後お答えください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  職員一丸となって、これはもうきっちり

やっていきたいと思ってます。そのあたり

は責任を持って町政の運営を図っていきた

いと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  何かお山の大将、裸の王様、本当ぴった

りだと思いますよ。本当それ、職員の方に、

橋本議員も言ってましたよ。２００名しか

いないんだからいろいろな人に聞いたらと。

電話してますとか言ってましたよ。あなた

ずっと評価制度のこと、職員のとこ回るっ

て言って１年間ほったらかしましたよね、

そういうことをされるのを。それで１年た

ってから、まだできてませんていうことを

おっしゃってますよね。それでその後どた

ばたでされましたよね。やっぱり２００人

しかいないんやったらしょっちゅうしょっ

ちゅう意見交換てできると思いますよ。ぜ

ひとも、考える時間だけはむちゃくちゃ多

いんですよ。議員ならわかりますよ。でも

町長で毎日毎日何か決めていかないといけ

ない。平成２８年度に至っては他市町村が

極端に言うとライバルですよ。みんなが人

口増加策をどんどん打ち上げていくんです

よ。そこに勝ち残って豊能町に若い人を呼

び込まないと、ここで失敗したら多分もう

二度と来ない。それぐらい責任が重い状況

にあるということを理解されてますか。最

後にそれだけお答えください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 
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○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  非常に大事な時期だというのは十分認識

しております。そういったことからも今回

も豊能町のまち・ひと・しごと総合戦略、

また、アクションプラン等を早急に、今お

示しして、また早急につくっていきまして、

これにつきましては着実に実行をしていき

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  数値目標も立てるということなので、予

算のほうでもいろいろ聞いていきたいと思

います。 

  それでは次に進んでいきたいと思います。

まず町政全般のタウンミーティングについ

てですね。９月議会では要望があれば検討

するとのことでしたが、この間住民からの

要望はございましたでしょうか。お聞きし

ます。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  要望は１件ございました。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やっぱり副町長いないとしんどいな。要

望はありましたって質問、聞いてますか。

タウンミーティングをしてほしいという質

問ですよね。要望があったらされるという

ことだったんで、要望があったかじゃなく

て、要望があってどうしたかって言うこと

をお答えください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  日程のこともございましたし、私は絶対

するという話は言っているわけではござい

ませんでして、これまでもテーマを絞って、

対象を絞って実施してきたと。今後もそう

いったことについては広くやっていきたい

というふうに思っておりますので、またそ

のまち・ひと・しごと総合戦略進行に当た

りましても、そういったテーマ、対象を絞

った形で進めていきたいというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  これから協働ってしていくんですよね、

本当に。町長がもっと率先して出ていかな

いといけないと思いますよ。まち・ひと・

しごとの総合戦略の会議でも言われてます

よね。町長が住民説明会をするなどの取り

組みが必要になる。この指摘を受けてじゃ

あどうお考えですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほども申しましたように、これ広くと

いうよりはじっくりと本当に確実に進めて

いきたいと思いますので、そういった意味

ではテーマとか対象を絞って、そういった

ことは進めていきたいというふうに思って

おります。この事業の進捗、推進というの

はやっぱり一番大事だと思っておりますの

で、そういった視点から意見聴取的なこと

はやってまいりたいというふうに思ってお
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ります。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  なぜ不特定多数の前で、住民って特定の

方だけですか。いろいろな人いますよね。

直接かかわらない人、関係ないんですか。

安倍首相なんて言ってるか知ってます。１

億総活躍社会。有権者だけが違いますよ。

いろいろな人、町長が勝手により好みして

意見を聞くだけじゃなくて、いろいろな人

に聞くのがタウンミーティングですよ。歩

きながら話をするというのはタウンミーテ

ィングとは言わないんですよ。そんな、日

本全国世界じゅうに行って、言ったら笑わ

れますよ。政治対話集会、ちゃんと訳があ

るんです。歩きながら雑談をするのと、ち

ゃんと膝を突き合わせて向き合って町政を、

豊能町どうするかということを話し合うの

では大きく違うんですよ。なぜそういうこ

とをされないのか、再度お聞きします。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど言っていただいたように、２５日、

皆さんの、歩きながら意見ある方は話も聞

いておりますし、これは毎月２５日やって

おります。それと、そのほかにも私に話を

されたいという方がありましたら話は聞か

せていただいております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  今おっしゃいました。話をしたいという

方がおられるじゃないですか。要望あった

んでしょう。意見交換してくださいという。

ここに持ってますよ。開催してくださいと

いうことを団体の方が出してますね。要望

あるじゃないですか。聞いてくださいよ。

なぜそれはされないんですか。今答えたじ

ゃないですか。お聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど言いましたのは、私どものところ

に直接来られて話は進めているということ

でございまして、その御要望に当たりまし

ては、その日も予定もございましたし、私

としては今後も、今思っておりますのは、

町政、まち・ひと・しごと総合戦略、これ

大事だと、最後のものだというふうに思っ

ておりますので、それをやはり着実に進め

るということが大事だと思っております。

ですのでそれを進めるに当たりましてのテ

ーマや対象、こういったことを絞って、そ

れが進められるような形で実施していきた

いというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午後３時２４分 休憩） 

（午後３時２５分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  ちょっと繰り返しになりますけれども、

個別に話というのはそれは聞いております

し、この前ございましたような形で、そこ

に行って多くの方とというような話という

のは今のところは想定しておりませんでし
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て、やはり事業を推進するというのが大事

だと思っております。ですので個別に事業、

対象、事業、テーマ等を絞りながら、今回

その協働ということにつきましてはやはり

一緒に進めていきたいというようなことも

ございます。そういったことからも、とも

に進めてまいりたいということも思ってお

りますので、テーマ、対象等を絞った形で

まち・ひと・しごと総合戦略の推進、それ

を確実なものにしていきたいというふうに

思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  この際、暫時休憩いたします。再開は放

送をもってお知らせします。 

（午後３時２６分 休憩） 

（午後３時３７分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  議員が言われているようなタウンミーテ

ィングというものは考えておりません、予

定しておりませんでして、私が考えており

ますのは、テーマ等を絞った、まち・ひ

と・しごとを進めるに当たりましての、例

えば新たな観光パッケージとかビジネスの

創出、農業の活性化とか仕事づくり、そう

いったことについて、例えばそういうこと

についてＮＰＯの団体さんとかそういった

ことを対象に、テーマとか対象を絞りなが

らこのまち・ひと・しごと創生総合戦略を

進めるべくやっていきたいというふうに考

えておりまして、そういったものを想定し

ております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  何で話す人を特定するんですか。そこを

不特定にして、有権者、町民やったら誰で

もいいじゃないですか。だって実際アクシ

ョンプランのアンケート、不特定の方に送

ってますよね。特定の方じゃないですよね。

いろいろな住民の方に、2,０００名かな、

送りましたよね。これはどういうことです

か。矛盾しませんか。いろいろな人からい

ろいろな知恵をもらうためのアンケートじ

ゃないんですか。それと今の町長の答弁、

明らかに矛盾しますよ。そうしたらあのア

クションプランのアンケートからすると、

当然ながらもっといろいろな幅広い不特定

の人に、特定の活動をしている人ってかな

り限定されますよ。でもどこに豊能町を活

性化させる案なんて出てくるかわからへん

のですよ。だからいろいろな人と話をする

ことが非常に重要だと思いますけど、そこ

の１点矛盾しませんか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほどもお話ししましたとおり、私に話

をされたいという方については話はさせて

いただいておりますし、またこの毎月２５

日、来ていただきましたら歩きながら話を

させていただくという機会も設けておりま

す。そんな意味からも別に矛盾はしてない

というふうに思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ちゃんと聞いてくださいね。実際一方で

町長は特定のまち・ひと・しごとの方とＮ
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ＰＯの活動団体と意見交換をしたいと今お

っしゃられた。だから言ってるんですよ。

その一方で豊能町は不特定の2,０００名ぐ

らいの人に、まち・ひと・しごとのために

いろいろなアンケート、どんな案あります

かとかアンケートを聞いてるんですよ。不

特定の人にですよ。それやったら、それを

実行することは、もちろん不特定の人にも

っと意見聞いてかないと。そのアンケート

が特定の人にだけ送られてるなら矛盾しま

せんよ。でも一方で町長は話し合いを実際、

顔合わせての話し合いは特定の人とやりま

す。ＮＰＯとかの団体とします。でも一方

でアンケートは不特定の人ととってます。

矛盾するでしょうと言ってるんです。そこ

を聞いてるんです。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こういう一つの手法としてやっておりま

すので、特に私は矛盾はしてないと思って

おります。広く2,０００名の方にアンケー

トを求めているということと、これから実

際進めるに当たりまして、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略、これを進めるに当たっ

て個別にテーマを絞り、団体を絞りながら、

対象を絞りながら確実に進めていきたいと

いうふうに思っている次第でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ぜひとも、多分ここで指摘されてる、総

合戦略の審議会で指摘されてることって特

定の団体のことじゃないですよ。安倍首相

が言ってるように１億総活躍社会なんだか

ら、豊能町全体で何とか盛り上げていかな

いとだめだから、町長が住民説明会をする

などということを書かれていると思います

よ。この人ら、特定の団体と町長が話をす

ればいいっていう意識じゃないと思います

よ。ぜひともそこだけは頭に入れておいて

いただきたい。 

  それと１点、要望があればお話ししてま

すということなので、じゃあぜひともそう

いう団体の方が要望あって、日程も町長の

ほうに合わせますって言ったらミーティン

グされますか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  私、個別に話はさせていただいておりま

すけれども、そういったところに行ってと

いうことは今は想定しておりません。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  なかなか本当かみ合わないんですけど、

個別にって、別に要望があったら話される

んですよね。役場ででもいいんですよね。

ここででもいいんですよね。その方たちが

ここへ来てならオーケーですか、じゃあ。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  そうですね。予定時間等合えば、来てい

ただけるんであれば個別には話はさせてい

ただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 
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  本当、情けない限りですよ。それが協働

を進める上でもそうですし、町長の運営方

針として、なぜそこまで住民の方と会うこ

とを避けられるのか。避けられるとしか思

ってないんですよ。そこが非常に残念です。

もうぜひとも、かなり条件厳しくなりまし

たけどね。その団体の方には僕、謝らなあ

きませんけど、そういうふうに町長がお時

間があるときで、それでこっちに来るんで

あればお話をしていただけると、すごい上

からなんですけどね、ということでまた伝

えておきたいと思いますので、そういう要

望があればぜひ真摯に受けとめて意見交換、

ミーティングをしていただきたいと思いま

す。 

  続きまして、ホームページを活用した情

報発信についてですけども、根本的に理解

が進んでないのは、豊能町を知らない人に

ＰＲする。でも豊能町の中に動画をつくっ

ている。ここが一番の問題なんですよ。何

度も言うように豊能町を知ってもらうため

にはほかの町のとこにバナー広告をしても

らうとか、そういった知ってもらうことを

しないかんのに、どうしても行政の方の情

報発信って、豊能町は知ってもらってる前

提でするんですよね。僕そこが根本的に違

うんだと思います。どうにかして豊能町の

ホームページを見てもらうっていうことが

一番難しい。知名度がないんだから。だか

らそこを徹底しないといけないです。そう

いうときに、以前から観光名所を動画で撮

影してホームページにアップしてはとか、

豊能町自然自然て言うけど、ほかの人から

見たらようわからへんから星空をずっとラ

イブカメラで撮ってはどうかとか、いろい

ろ提案してましたよ。それで最近そういう

動画らしきものが出ましたけど、つい先日

ですよね。我が町動画でＰＲ合戦とか、こ

んなん出ましたよね。それでここへ載って

るのが太子町、能勢町、松原市。能勢町も

載ってますね。私、提案したときどこもし

てませんでしたよ。済みません、松原市は

確認してないです。岬町ぐらいしかしてな

かったんですよ。それが指摘して、何も動

かん間にほかのところはこれを早々に取り

組んで、新聞でもこれだけでかでかとニュ

ースに載る。これ以上の情報発信ってない

んですよ。こっちが情報を流してください

と言ったってちっちゃい情報しか載らない

けど、向こうが取材して自分の新聞に記事

として載せる分はただなんですよ。それ以

上の情報発信の効果ないんですよ。町長は

プレスで発表するとか、当時いろいろおっ

しゃってましたよね。やはりこういったチ

ャンスを生かせない、このことを町長はど

ういうふうにお考えですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  確かにそれには載っておりません。動画

の配信もおくれておりますけれども、その

ほか豊能町さまざま新聞とかテレビとかで

も、そのほかの件では取り上げていただい

ているかと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  これで、定住が一番の目的でしょう。同

じように、これ何て書いてるか知ってます。

一生懸命定住、住んでもらおうと思っての

動画のＰＲなんですよ。そうしたらもっと

以前にずっと、もう三、四年前かな、私が

初めて指摘したのは。そのときからスピー

ド感を持ってやっていたら十分載るんです

よ。これほどの経済効果ないですよ。お金
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ないのに新しいことをやっているというだ

けで新聞が取り上げてくれる、こんだけの

費用対効果高いことってないですよ。だか

ら指摘したことは真摯に受けとめて、スピ

ード感を持って対応していただきたいと思

いますよ。いかがですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ホームページについては以前から御指摘

をいただいておりまして、取り組んでまい

るということは答弁してまいったところで

ございますが、実際まだ、できております

のは御指摘のスライドショーだけというこ

とでございます。平成２８年度にお願いを

しておりますシティプロモーションプラン

の策定業務、それから町勢要覧の策定業務、

これらについて、その中で動画編集なども

一緒にしてまいりまして、なるべく早期に

ホームページのほうにアップするとか、そ

ういう動画の取り込み、コンテンツの充実

を図ってまいりたいというふうに思ってお

ります。確かに御提案からまだ実現できて

おりませんけども、早期にやってまいりた

いというふうに思っております。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  もう期待してとしか言いようがないんで

すけど。 

  では次に、住民からの苦情や相談の対応

についてです。こういうのは最初の対応が

非常に重要になります。大体いろいろこじ

れるのは、最初の対応が悪いことで相手と

の信頼関係が損なわれ、解決が長引くこと

が非常に多い。そのため民間企業ではお客

様専用のサービス窓口を設置しています。

窓口は総務にあると思いますが、他部署へ

の相談だった場合、今、たらい回しになっ

てるようなことはありませんか。あと調査

が必要なことだったりした場合、ちゃんと

適切に期限を設けてきちんと連絡等はとれ

ているかお伺いします。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  相談の窓口でございますけども、総務部

のほうで持っておりまして、秘書政策課が

窓口でございます。窓口の名前は町政相談

窓口という窓口を置いてございまして、方

法は郵送でもファクスでもメールでもお電

話でもお越しになっても、どんな方法でも

お受けをするということにしてございます。

お越しになった場合につきましては、町政

相談窓口にということでお越しになるんで

すけども、御紹介することができれば原課

のほうに一緒に御案内をするということも

しておりますが、いや秘書政策課に聞いて

ほしいということでございましたら、当然

総務部の職員が聞きます。それから郵送、

ファクス、メール等でございましたら、そ

れも同じ方法でまた文書でお返しをするこ

とにしておりますけども、それについては

秘書政策課が窓口となって担当の課と調整

をした上でお答えをお返しすることにして

ございます。電話につきましても、お越し

になった場合と同じでございますけども、

原課のほうに御案内することができれば電

話をおつなぎをいたしますし、いやいやあ

んたに聞いてほしいんやということがござ

いましたら、当然、秘書政策課のほうで丁

寧にお聞きをし、すぐ答えられることはお

答えしますが、調整が必要なものは担当の

課と調整をした上で、後ほどまたお電話で

お答えをするとか、お手紙でお答えをする

とか、そういうことでなるべく丁寧にとい
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うことで対応させていただいております。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  この点に関しては先日、住民の方から紙

おむつの件で、福祉のほうですかね。行政

の対応がおかしいのではという指摘があっ

たときにも、きちんと、間違ってたところ

は潔く謝罪もしてましたし、それで部長な

んかもきちんと約束どおり行って、ドタキ

ャンなんかすることもなかったので大丈夫

だと思います。やはり今、総務部長おっし

ゃられたように、民間企業ではサービス窓

口あるんですよ。それでやはりそこの方に

聞いても一番大事なのは丁寧に対応する。

今、総務部長がおっしゃられた言葉ですね。

丁寧に対応するということが非常に重要と

なってますので、そこはきっちり守って取

り組んでいただきたいと思います。ただ、

教育委員会そうなってますか。そこだけお

聞かせください。というのが、ある事件が

起こり、教育長と教育次長と話をする約束

をしたんですね。そうしたら、すると当日

になって、その話し合いの場所に来られた

のは次長と課長なんですね。それでその話

を聞くと教育長から任されたということを

言われました。誰がどう聞いてもなぜ来な

いんだという形になりますよね。先ほど橋

本議員の質問でも責任がということをおっ

しゃられてましたけど、どう見ても、聞い

ても逃げたというふうに印象を受けてしま

うわけですね。その時点で話し合いという

ものは最初からうまくいくはずがなくなる

んです。そのとき教育長はどうお考えだっ

たのかお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

（発言する者あり） 

○副議長（高橋充德君） 

  とりあえず。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  そのときの対応につきましては教育長と

協議をさせていただきましたので、私のほ

うからお答えさせていただきます。本件を

依頼を受けたときに、依頼を受けた方と教

育長との御関係がありまして、教育長はそ

の話を受けられました。ただ、内容につき

ましては、私、私というよりも学校園の運

営の問題でしたので、実際は本当は課長が

受けるべきかなと思ったんですが、私も受

けさせていただきましたので私は同席させ

ていただきました。課の中の任務という形

での分担ということでさせていただきまし

たので、その辺については最初に受けたと

きにお約束した、その状況できちっと把握

してお返事すべきやった、先ほど言われた

初期対応ですよね。その中で判断が間違っ

ていたのかなと思いますので、その点につ

きましてはその当事者の方におわびしたい

と思います。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  最初の段階で、教育委員会としてその事

案についてどう対応するかというような相

談を持ったことは事実であります。その際

私は、私が誤解をちょっとしていたかなと

思いました。教育長が最初からそこに出て

対応することが十分に私の判断の中、つま

り私の判断をする上での、要望といいます

か、要望というものが自分として重く判断

しなかったという感じがいたしております。

つまりは教育長がそこに来るという強い約

束のもと、そういう対応をするということ

まで自分の思いが至らなかったというよう
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な点があったかと思います。そこでその事

案について最初は次長ないしは課長という

ことで対応していただくことが一番いいん

ではないかなというふうに、そういうふう

に判断してしまったというふうにある面が

あるかもしれません。そういう点ではその

当事者の方が強く私との話を求めてたとい

うことに思いをもっとはせればよかったな

というふうに反省をしております。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  おっしゃることはわかりますよ。でも一

度約束をしたんです。そうしたらそのこと

を相手に、例えば了解をとってならわかる

んですよ。とって、いくことになってまし

たけどこういう判断のもとで行かなくなり

ましたけどいいですか、ならわかります。

でも、最初にお約束をされて当日その場に

行ったらいなかったなんていう対応は、い

ろいろな相談の解決としては一番最悪だと

思いますよ。そこはぜひ認識していただき

たい。それで、教育長のほうから責任とい

う言葉出ますよ。１年前も新教育委員会制

度になって何が変わるか、責任が重くなる、

明確化される。僕、責任てそういう有事の

際にその力量が問われるんだと思いますよ。

言葉で何もないときって、責任があるから、

責任があるから。じゃあいざ起こったとき

にどういう対応を毅然としてとれるか、そ

こが問われると思いますよ。私の目から見

たらそれは全然とれてない。そして教育長

は事前の話で、そういったことが事実であ

れば私にも責任がかかる、引いては町長に

も責任がかかるみたいなことも言われまし

た。そんな、何かはっきりしない、調査も

する前の段階から自分の責任について心配

されているような状況を見ると非常に不安

に思いますよ。その点はいかがですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  前段のほうの、約束を破ったというよう

な形になったという御指摘に関しては、私

が次長または課長に対応を指示したという

ことについて、その対応について十分に説

明をするようにというようなことについて、

私が十分に指示をしなかったことは私反省

しなくちゃいけないと思います。私が行か

なくて課長、次長のほうで対応するという

ことの事情の変化というものについてきち

んと説明するようにと、きちんと話をすれ

ばよかったかなというふうに思っておりま

す。 

  それからもう一つの、学校や幼稚園、保

育園、ふたば園も含めて、そこでさまざま

な、毎日毎日いろいろなことが起きる。包

括的にそこで起きたことは、事務局預かる

者、教育委員会を預かる者として教育長の

責任というものが一定あるということを述

べています。その事案の様相によってその

責任の度合いといいますか、それは随分違

う面もあるかもしれませんけれども、包括

的に教育委員会における教育行政の責任者

として私がおりますから、そこにおいても

しかしたら何かあるかもしれない。もしか

したらこういうことを職員がやったかもし

れない。いやそうじゃないかもしれない。

そういう段階においても何かそこで事実が

判明すれば私の責任になるということを申

し述べたということであります。ですから

その後の調査、その後の協議、その後の事

情に応じてその責任というもののありかと

いうものは、さまざまな形で変化する可能

性はあります。そうした思いを申し述べた

つもりであります。 

○副議長（高橋充德君） 
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  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やっぱりそういう対応の方法って本当に

学ばれたほうがいいと思います。それを責

任というような言葉で一々言うことじゃな

いんですよ。最後に事実がわかった中で、

自分で何か削るなり何か罰するなり、それ

を言うだけで責任なんて自分から言うこと

ではないんです。それをあえて言うと、教

育長はそういう認識だったかもしれないけ

ど、相手側はそうはとらない。何か最初か

らいきなり教育長、一番のトップが自分の

責任のことを心配しているというような印

象を与えてしまうんです。これが現実です。

現に受けましたから、そういうふうに。だ

からやはりそこはもうちょっとそういう相

談の解決のところの、しっかりと、プロで

すよね。そういったところに研修行ってと

か、もうちょっと学ばれたほうがいいと思

いますけどいかがですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  一般的にその問題がその期間とあるいは

保護者あるいは第三者と起きた場合に、そ

こに対して第一対応をどうするのか、どう

いう対応が必要なのか、どういう態度が必

要なのか、どういう姿勢が必要なのかとい

うことに関する学習というか勉強は私たち

教育委員会、今、特に我が町の教育委員会

においては十分ではないというふうに思っ

ております。これは教育委員会事務局も、

あるいは現場も含めて、どういうふうに受

けとめて、そして場合によっては毅然たる

対応をとらなくちゃいけないかもしれない。

しかし受けとめなければならない。そうい

ったことに関してどういう姿勢で臨むのか

ということに関して不十分だなという思い

は正直いってあります。それでもって初期

対応でもって、事実は事実としまして、そ

れが間違った形で伝わって、そしてそれが

エスカレートしていくというようなことが

ままあるかと思いますので、それに関して

議員のおっしゃるように、何か問題あった

ときに現場も含めて私たち事務局がどうい

う対応をすべきかということに関しては改

めて研修の機会を持ったり、あるいは反省

を込めてそれについて対応方は少なくとも

考えなくてはならないというふうには思っ

ております。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やはりそれは本当に持っていただきたい

し、でもそれを僕は何か学校であったとき

に、いろいろ日本全国学校で問題起こって

ますよね。でも最初に管轄するのが教育委

員会なんですよ。豊能町の場合、園とか保

育所、保育園のこども園の職員の場合はも

ろに職員なんですね。やはり同僚が同僚を

調査する、このとこに違和感持つ人非常に

多いと思うんです。そういった意味でも、

やはりそういった場合は独立の機関を設け

るとかそういった対応が、もちろん当然自

分とこの教育委員会の職員にそういう指導

を、研修受けてもらうのも非常に重要でし

ょう。私も足りてるとは全然思ってません

から。でもそれでもやっぱり身内なんです。

やはりそういった問題が起こったときは、

第三者のところに相談するというような仕

組みが私は必要になると思いますよ。その

ほうが負担が全然違いますから。ぜひとも

そこの検討はお願いしたいと思います。 

  引き続き教育問題。子どもたちの戦争教

育の実態についてです。これですけど、先

生に任せ切りな状態になっているのか、そ

れとも教育委員会なりが定期的に調べたり
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しているのかお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  済みません。戦争教育を平和教育という

ふうに読みかえてもよろしいでしょうか。

それから社会化の中の歴史学習という捉え

方でいきますと、学校の中で教育課程とい

う、カリキュラムをつくるのは学校長の責

務でありますので、学校の中で毎年年度初

めにそれを作成し、それを、豊能町でいい

ましたら一冊の冊子にしていただきまして、

年間カリキュラムというのを教育委員会に

提出していただいております。その中で教

育委員会としてもどのような配列でどのよ

うなことをしてるのかということは把握し

ております。でもほとんどが教科書に準拠

しておりますので、その部分の教科書によ

るところがあるんですが、総合的な学習に

ついてはそういうものがございませんので、

そういう分については学校の特色いうのが

出るかなと思っております。ですから教員

が個人でというよりも中身、教え方等につ

いてはその教室の中でのことになるんです

けども、全体的な計画につきましては毎年

年度初めに学校として作成しております。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  なぜこういうことを聞くかといいますと、

私自身そういったことを習った記憶がない

んですよ。勉強不熱心だったわけではない

んです。大体熱心だったかなと自分では思

っているんですけど。原爆を落とされたと

いうことは、修学旅行も行きますので習う

んですね。でも、ただそこに至る経緯とか、

昭和に入ってからの歴史、二・二六事件と

かいろいろなことは本当にさらっと流すん

ですよ。江戸時代まではかなりじっくり時

間かけてします。でも明治時代に入るとほ

とんど３学期に入ってるんですね。私の時

代ですよ。３学期に入っているわけです。

時間も少ないためか。やたらめったらプリ

ントが多かったり、それとか３学期の末も

テストがありますから、やたらめったら教

科書のテスト範囲が多いんですね。全然授

業を受けてないのに。プリントでさっと読

んで終わりとか。幾ら教科書の選定とかカ

リキュラムで全部やると言ってたとしても、

その先生の教え方、意図的かどうかわかり

ませんよ。そこを避けたいという人もおら

れるかもしれないから。でもそうじゃなく

て、きちんと満遍なく時間配分なりをして

いかないと、正直大人になって結構恥ずか

しい思いをするわけですね。ほとんど正し

い理解をしてませんから。だからやはりそ

こは非常に問題だと思うので、ぜひともそ

こは定期的なチェックですよね。本当にそ

れが実行されているか。今言った、３学期

になってどたばたしてないかとか、テスト

範囲などを見比べて、ほとんどそこから、

明治昭和のテスト範囲が３学期に全部やっ

ているとか、物理的に無理ですよね。教科

書ですごい範囲を占めてますから。そうい

ったことが起こってないかということを確

認していただきたいと思いますがいかがで

すか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  近代史の扱いというのが実におざなりだ

ったんではないかという御指摘だったと思

います。もしかすると私が中学生時代、も

しかしたらそういう時代があったかもしれ

ません、もしかしたら。大分年違いますけ
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ども。ただ昭和の５０年代ぐらいまで、も

しかしたらそういうことがあったように私

も何となく記憶しております。それ以来、

国のその教育課程の時間の管理がだんだん

だんだん厳しくなったといいますか、管理

が厳しくなってきて、先々回の学習指導要

領においては、学習指導要領に書いてある

ことは最低基準であると。全部履修しなさ

いということが言われるようになりました。

よって学校において未履修ということはま

ず起きません。未履修は起きません。ただ

この間の学力テスト等で確か未履修が大阪

府内でもありまして、えらい問題になった

んですけれども、原則としてそうしたこと

はないというふうに思うんですね。しかし

ながら未履修問題って起きますので、学校

において、特定の学校においてそういった

ことが起きる可能性がありますので、議員

おっしゃるように教育委員会として教育課

程管理、管理といいますか教育課程の届け

出とそれから評価というものはきちんとし

ていかなくちゃいけないだろうと思います。

なお、繰り返しになりますけども、教育課

程における各教科等の時間の割り振りみた

いなものは相当な規定が厳しくなってきて

おりまして、現在では、私も今の担当指導

主事や課長に聞いてみたところ、昔のよう

なことはないということ。それからこれは

ちょっと理屈違いますけども、学力テスト

がなされておりますので、あるいは大阪府

でもチャレンジテストがなされております。

そのときに未履修であったり不十分な授業

がなされるということであれば、それはと

んでもないことになってしまいます。そう

いう関係から現在では極めて適正にそれは

管理されてるものというふうに考えており

ます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それを聞いて少しは安心しました。ぜひ

ともそこら辺は定期的に見ていっていただ

きたいと思います。 

  それでは続きまして、付帯決議を受けて

教育委員の定数をふやす予定はないのかと

いう質問であります。以前全員協議会で増

員しない理由を検討したが、今のままでも

問題はないと言われました。そこが、同じ

仲間内というか教育委員の中で議論して問

題がないと決めるということが僕は問題だ

と思うんですね。やはり議員全員が外から

見ていて、新しい教育委員会制度が始まる

に当たりいろいろ不安がある、いろいろな

意見をこの機会だから取り入れてもいいん

じゃないかということで増員を求めたわけ

です。それでどうされるのか、ふやされて

何か困ることがあるのか、ないのならなぜ

ふやさないのかお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  済みません。教育委員会としてお答えし

ます。教育委員会としては現在おられる教

育委員４名と教育長の５名で、さまざまな

年齢層というんですか、把握できる。また

その把握できない部分については今回やっ

ているような委員会を設置するなど把握に

努めるということで、現状でやっていける

のではないかということを町部局のほうに

はお答えしました。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  違いますやん。そこは教育委員会の中で

そう判断してでしょう。そこが足りないと

言ってるのは議会ですよ。だから１人増員
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してください、１人ないし２人増員してく

ださいということを付帯決議、全員の付帯

決議ですよね。それで出したんですよ。こ

れ付帯決議の重みわかりますか。安保法制

のとき、自公だけでは通らないからという

ことでほかの３党、次世代の党、日本を元

気にする会、新党改革など５党合意するた

めにわざわざその内容を盛り込んだんです

よね、付帯決議の中で。それがなかったら

賛成しないということなんです。というこ

とは今回、去年ですね。もしその付帯決議

を真摯に受けとめてしないんであれば賛成

しないという選択をこれからとっていかな

いといけない。そこは全員のだから、それ

も無理難題を要求しているわけじゃないわ

けですからね。ぜひとも、本当に予算もか

かるもんじゃないし、前向きに検討してい

ただきたい。町長どうお考えですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この話は付帯決議を受けていろいろ中で

も議論して私なりにも勉強したんですけれ

ども、この教育委員会制度、新たになった

ときに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律についてこの

通知がございまして、その中に教育委員の

数ということがございまして、その中で改

正後の委員の数については町村及び町村の

みが加入する組合においては条例で定める

ところにより２名以上とすることが可能で

あるがということで、教育長の事務執行を

チェックするという委員の役割に鑑み、可

能な限り４名とすることが望ましいという

ことで、この中でも４名ということが望ま

しいというふうなこともございます。また、

先ほども話ありましたように、教育委員の

中でもこの付帯決議を受けて話をしていた

だいた、その中でもやはり今の現状で十分

議論ができるということも私も聞いており

まして、そういったことから判断しまして、

付帯決議はいただきましたけれども今の現

行の教育委員の数でというふうに判断した

次第でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  読むのはいいんですけど、理解して読ん

でくださいよ。全然違うじゃないですか。

それはわかってますよ。それは指針でしょ

う。何かで出されたものでしょう。でも豊

能町の中では豊能町議会が議決するんじゃ

ないんですか。その付帯決議はどこで出さ

れたんですか。国会ですか。１名ふやして

ほしいといったのは豊能町議会の議員、議

会全員で出したんですよ。それで可決され

たんですよ。その人数はわかります。そう

言われてる。でも豊能町議会としては、豊

能町としては、その人数より、いろいろな

意見吸い上げるためにも抑止のためにも１

人ふやしてほしいというのを出したんだか

ら、それに対する答えをちゃんとしていた

だかないと。そんなときにほかの話を持っ

てきたら筋違うでしょう。だからもっと真

摯に受けとめてくれって言ってるんですよ。

もう一度お聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  私どもとしては、その意見も今の付帯決

議受けて話はありました。またそれも委員

の中でも議論もし、いろいろ判断もした、

その中で我々思っておりますのは、今の委
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員のメンバーも見まして、今、保護者の代

表である学校関係者、学識経験者から任命

されている方、現状の教育委員４人という

ことで、非常にバランスもとれているとい

うようなことで認識をしておりまして、こ

ういった形でしております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  中で判断してどうするんですか。それを

可決するためのほぼ条件ですよ。そういう

ことをしてくださいっていう。中で大丈夫

だというのは聞いてませんよ。外から見て

いてこうしなさいと、してください、でき

る限りしてくれと言ってるんです。それが

なかったら否決するぞということなんです

よ。今のような付帯決議の扱いをされるん

であれば、これからも信頼性なんてなくな

るじゃないですか。言っても、これだけ全

員が言って、実現可能なことですら、教育

委員１名ふやすことですらしないんであれ

ば、いやもう不安だからふやすまでは否決

しましょうよってなりますよ。本当にそん

な対応でいいんですか。お答えください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  あのときの議論、ちょっと私も今うろ覚

えでございますけれども、確か評決の話に

なったと思います。その中で教育長が最後

決めるという話であれば人数的に合わせる

必要があるということでしたけれども、こ

の教育委員会の中で決める評決というのは

もともと今の教育長も入って全員のもとで

評決をするといったことでございまして、

その辺の理解も。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  その辺の議論もあった上での付帯決議だ

というふうに私は理解をしておりまして、

そんなことからも、当時その辺の説明がき

ちっとできていなかったということもあっ

て、それは申しわけないとは思っておりま

すけれども、私といたしましては先ほどの

教育委員会の話、またこの通達等勘案しま

して、また今の委員のメンバーが幅広くさ

まざまな方から選ばれてるということから

勘案しまして、今の人数が適切ではないか

というふうに思っている次第でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  本当に、なぜそんなに意見を聞きたくな

いのか。いろいろな人に意見聞こうといっ

て、別に１人ふえて、２人ふえて何が問題

あるのか。予算的にもそれほどかかるもん

でもないし。本当に疑義がある、いろいろ

な付帯決議でお願いしたいということは否

決せなあきませんよ。本当にそんな対応し

てたら信頼関係なんてこれっぽっちもない

ですよ。今、付帯決議の内容全く理解され

てませんからね。評決のことだけじゃない

でしょう。ちゃんと権限の、町長が入るこ

とによって権限の抑止もある、そして委員

も幅広く若い世代の声もいろいろと聞きた

い、それが４名が５名、６名になったって

いいじゃないですか。ここにも出てますよ。

今、福岡議員からお借りしましたけど。５

名以上とすることも可能であり。これが豊

能町の独自性じゃないんですか。国に言わ

れたまま、教育のまちなんですよね。国に

言われたままいくのか、教育のまちだから

幅広く意見もらうために５名以上、ちっち

ゃい規模だけど５名、６名してみようよと
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か、そういったことを考えていくのが教育

のまちじゃないんですか。そこら辺の理念

とか思想とかポリシーってないんですか。

もう聞いたけど何もないからこうだ、それ

しかないんですか。お答えください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの話にありましたように、私ども

はそういった議論の中で出てきた付帯決議

だというふうに理解しておりまして、こち

らの説明不足であって、ちょっと誤解を受

けた面もあったのではないかというのは反

省はしておるところでございますけれども、

今の委員のバランス、また４名という人数

につきましては、我が町の規模といたしま

しては４名は適切な人数ではないかという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  はい。信頼関係は壊れてましたけどさら

に壊れました。これからそういう対応を、

議会としてもいろいろ協力を仰いでとって

いきたい、いくしかないのかなというふう

に感じておる次第です。 

  そうしたら続きまして、これはもうこの

辺にしまして、学校や園の公金に対する意

識についてです。行政の職員ですね。ふだ

んからお金と向き合ってますんで公金の意

識というものは徹底されているでしょう。

ただ学校関係者、出先の学校とか園とかで

すね。よく学校の先生によるいろいろな問

題も報じられておりますが、実際豊能町で

はどういった感じなのかということを聞き

たいんですね。実際、先日、ひかり幼稚園

において公金の意識を疑わざるを得ないこ

とが発生しました。金額はわずかなんです

が、幼稚園の給食をある事情でやめたにも

かかわらず給食費を返金しなかったんです

ね。保護者が給食をとめたにもかかわらず

丸々１カ月分が引かれてるのがわからなく

て、幼稚園に確認したときも園長の対応は、

ほかの未精算の費用があったので相殺しま

したと言われたんです。びっくりですよね。

相殺って金額を示してお互いに納得してす

るものであるにもかかわらず、相手に何も

報告せず、金額も示さず、一方的に相殺で

すね。それで保護者が払わないといけない

のをチャラにするからいいでしょうという

感じに聞こえるんですね。だから保護者が

聞いてみると、５００円ほど保護者のほう

が払わないといけないですよ。幼稚園の感

覚としては、払わないといけないものをチ

ャラにするからいいでしょうという感覚で

話されるんですね。それで保護者が、それ

ならその５００円どうされるんですかと、

税金で穴埋めするんですかと、ちゃんと払

いますから計算してくださいと指摘しまし

た。それで後日計算されたんですね。する

と本当は５００円保護者が払うんではなく

て、1,５００円返金しないといけない状況

がわかりました。そして新たに、別に請求

していない未精算の分がありましたという

ことなんです。もう二転、三転してむちゃ

くちゃな状態なんですね。どういうお金の

管理をしているのか本当に信じられない。

これはもう起こったことなんですけど、今

後こういうことが起こらないように、どう

いうふうに指導されるかお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  その報告は聞いております。まことに時
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間的な感覚が薄いのかなという思いで、所

属長のほうには適正に素早くきちっと、退

園されるというときに精算すべきだろうと、

計算をしてきちっと報告書を保護者に渡す

なり何かするなりするべきであるというこ

とで、所属長のほうには指示をしました。

まことに申しわけなかったなという事例や

なと思っております。 

  日ごろ、学校園所で行っている公金とい

うかお金の扱う点につきましては、いろい

ろなことが起こりますのでなるべく銀行口

座からの引き落としと、お金を現金を扱わ

ないようにということを常日ごろから心が

けております。ただ、そうはいかない部分

が幾つかありまして、小中学校でいきます

と学級費、教材費など。でもそれも学校が

公金でやっている、引き落としでやってい

るところもあるんですが、なるべく扱わな

いようにということあります。今回の件も

自動引き落としで落ちてたわけなんですが、

その落ちるのは仕方がないんですが、その

落ちたときにきちっと精算をして、返金を

入金振り込みするなりの段取りをとってれ

ばよかったのがそれが十分できずにおりま

した。こういう事案をどうやって教育委員

会が把握するんやいうことなんですが、年

度末までには必ず所属長が、まず自分とこ

の学校のそういう会計についての確認をす

るようにということで言っております。で

すから担任だけとか担当だけではなくダブ

ルでチェックするようにということを言っ

ております。教育委員会としましては、毎

年夏ごろになるんですけれども、年度末の

会計を締めた後に教育委員会の教育総務課

等がまいりまして、通帳、証拠書類等一切

見ながら不適切な処理がないかということ

を確認しているとこです。そういう段取り

でやっているんですけども、今後ともまた

気をつけてまいりたいと思います。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ぜひ徹底していただきたいと思います。 

  何となく町の場合、小学校・中学校はま

だ府の管轄ですからいろいろと交流もある

でしょうけど、園・保育園に関しては本当

町の中の異動もほとんどないわけですね。

だから昔ながらのどうしてもなあなあの感

覚でされているのかなと。それと一つ私重

大な指摘がしたいのは、お金にルーズなと

こって人の管理ルーズですよ。もうこれだ

けは口酸っぱくして言っときます。それだ

け本当頭に入れてください。お金管理でき

ないとこなんてろくじゃないですから。本

当にだからこれからどういうふうな園を管

理していくのかわからないですけど、本当

そこはしっかりしていただきたいと思いま

す。 

  続きまして、１２月議会でも、子どもを

不審者から守るために現在行っている安全

対策はということを質問しました。そのと

きの答弁は、住民に頼っている部分が大き

く行政がしていることはないという答弁を

されました。それで私も広報でその内容の

ことを載せました。しかし先日、ミマモル

メという、子どもたちが学校へ入ったか入

ってないかを判断する機械を運営している、

阪神電鉄が運営しているんですけど、に、

ほかの議員さん、よく視察に行かれてる議

員さん２人に誘っていただき、行ったんで

すよ。それでこの機械は既に８０何カ所の

自治体に導入されている。安全に対してい

ろいろしているところは積極的に導入され

ているわけなんですけども、伊丹市では市

全体に購入して1,０００台かな、購入して、

もうニュースにもなっているぐらいです。

そこで担当者と話していてびっくりしたの

が、既にこれが東ときわ台小学校と東能勢
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小学校で導入しているということなんです

ね。それは間違いないですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  平成２５年度に、こういうシステムがあ

るということを学校のほうにその業者のほ

うが宣伝というんですか、周知にきまして、

学校のほうからこういうことあるけどどう

だということで教育委員会は受けました。

その中で校長会等で周知した中、ＰＴＡと

協議されて２校が採用されたという形にな

っております。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やはりこういうことはしっかり把握して

答弁するべきだと思いますよ。 

  では今度は町長にお伺いします。この事

実を町長は把握されてましたか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  導入しているということは聞きました。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やはり議会で答弁する場合はそういった

情報をしっかりと的確に伝えないと。とい

うのが、来年度この防災無線設置の調査費

用組まれてますよね。それで一応そのとき

次長も、そういうのもあれば効果がありま

すというふうに最後締められております。

それで、これでなぜすごい問題かといいま

すと、もし、何もしてないという答弁をさ

れたんです。でもそれが事実であれば、防

災無線をするに当たっていろいろな子ども

たちの安全を守ることもしてないからしよ

うねっていうことになるかもしれない。で

も一方で二つのところがこういった設備を

導入してるんであれば、逆に安全の面から

はこれを４校全校にふやすという選択も出

てくるわけですね。それでこの情報を的確

に知らないということは、税金の使い道を

決める意思決定をするに当たって間違った

意思決定をするおそれがあるんですね。だ

から僕は本当次長にそこは反省していただ

きたい。本当に、それは意図的ではないと

思いますけども、その防災無線を入れるた

めに何もしてないと言ったとは思ってませ

んけども、やはりしてることは的確に答弁

するということは基本だと思いますので、

そこはぜひ徹底していただきたいと思いま

すがいかがですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  前回の御質問のときに行政として何がで

きてるんだという御質問でしたので、教育

委員会の思いとしましては本当に町の皆さ

んにお世話になった中で子ども見守りがで

きてるということの趣旨を感謝申し上げて

いるという御答弁やったと思います。この

ミマモルメにつきましても、教育委員会が

お金を出して設置したとかそういう部分で

はなくて、学校のＰＴＡの役員会等で御検

討いただいて、学校とＰＴＡとで導入され

たという形になっておりまして、学校の規

模によったら向こうの業者についても採算

がとれない部分とかあって、全部の学校に

導入できたというわけではありません。ま

た中学生にはなかなかこれは広がらないな

とかいろいろな話の中、町がやっていると

いう認識ではなかったということで御答弁
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から漏れたということが１点と、保護者負

担の経費がありまして、月何百円かでもあ

るんです。ですから今のところ１校は半分、

５割程度の登録率ですかね。もう１項は３

分の１程度の登録率でして、これをふやす

ために予算つけたらどうやとかいろいろあ

るんですけども、現在のところは本当ＰＴ

Ａ、保護者の御負担によって成り立ってい

る制度ということで答弁が抜けました。申

しわけございません。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ぜひともそこは的確に、今行っているこ

とを聞いているわけですから、安全対策の

一つですよね。多分どこに聞いてもそう言

いますよ。何のために導入してますか、防

犯のためです、絶対言いますよ。そういっ

たことを行っているんですから的確に伝え

ていただきたい。というのが、こういった

ことが田中町長、石塚教育長になって非常

に多い。指摘したくないですけども、吉川

小学校の耐震化のときありますね。当初の

説明では半分は豊能町が負担するという形

でした。半分といっても四、五千万円かか

りますから、それであれば現在再配置なり

の議論をしているから結論が出てからでも

いいのではないかということもありました。

そういった議論を１０分、２０分続けてい

るところで、実はここには書いてませんが

今なら復興のお金もあるので豊能町の負担

は１割ぐらいということを言われました。

本当今までの議論は何だったのかなと。そ

れで、それを聞いてからは委員の方も、そ

れ1,０００万円ちょっとでできるんであれ

ばやっとこうよというような流れになりま

した。それで今度は吉小が耐震はだめとい

うのはわかってるわけですから、その間だ

けでも東ときわ台に移ればという議論にな

りました。かなり伯仲しましたよ。子ども

の安全を守るためやったら東ときわ台に吉

川小学校と看板を二つ置いてでもという意

見もありました。それぐらい議論がまた伯

仲した中で、あとのほうから、東ときわ台

でも一応シミュレーションしたんですけど

ということを言われるんですね。やはりそ

れで、それまでの議論というものは何だっ

たのかなということが２度も起こったんで

すよ。それで今回みたいなそういう漏れて

たというような感じのことも起こっている

わけですね。やはりそれは聞いて、防犯の

ことですよね、首かしげてますけど、今防

犯のことって言いましたよね。私は質問の

中で。だからそれは的確に答えるべきだし、

今そこで済みませんということを言われて

ますからそういうふうに判断して質問して

るので、そういったそこの席で首をかしげ

られたりするのはやめていただきたいと思

いますけども。ですから、教育長も教育次

長もとても教育者として立派で、立派な教

育論を話されるんですけど、例えば組織の

トップ、ナンバーツーとしての本当にガバ

ナンスがきいているのか。先ほどのお金の

件もそうです。お金の件もそうだし、何か

における教育長の対応もそう。今回の、何

か全体を把握し切れてないような答弁もそ

う。そういった中を見ていると、今のまま

で教育のまちとして、豊能町の教育委員会

が制度として組織として大丈夫かなという

ことを疑問が生じてくるわけですね。それ

で豊能町、日下元町長の時代に、矢加部教

育長を呼んでから石塚教育長で、小川教育

長、石塚教育長、３人目なんですね。ただ、

とても気になるのが、教育のまちをうたっ

ている豊能町がそれでいいのかということ

なんですよ。副町長は大阪府から呼んでも

いいということはあるんですよ。でもそれ

は選挙で選ばれたトップが決めることなん
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で、それでも私はどちらかというと反対で

すけどね。大阪府に言うとどんな人が来る

かというのがわかりませんから。やはり豊

能町の改革に役立つ人を見つけ出してくる。

豊能町内にもいっぱいいはりますよ。そう

いった人に力を仰ぐ。それで特に教育、な

ぜこれを指摘しているかというと、教育っ

て選挙で町長が変わるたびに方針変わって

はだめなんですよ。やっぱり結果もすぐ出

るもんじゃないですから長期で考えれる。

豊能町に一番欠けているものって、何に関

してもビジョンがないんですよ。先ほど高

橋副議長も言われたように、コンサルじゃ

なく自分でやろうっていうことを言われま

したよ。コンサルが入るのは何でかと言っ

たらビジョンがないからなんです。ほかの

とこの計画を持ってきて豊能町って名を変

えるだけで通用する、コンサルが機能する

ような状態に豊能町があるということなん

です。だから豊能町においても、教育長、

教育のビジョン、町政のビジョンをぜひと

も定めていただきたいと思いますが、町長

お考えをお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  もう一回質問の内容を言ってください。 

○９番（永並 啓君） 

  単純ですよ。教育においても教育のビジ

ョン、豊能町はどんなまちにする、どんな

教育を推進していくのかということを示す

べきではないですか。町政においても１０

年後、２０年後どんなまちにするのか。若

い人をふやすまちなのか、それとも若い人

を諦めて高齢者のために住みやすいまちに

するなのか、全方位で全部の人が満足する

政策なんて豊能町の体力でできないわけで

すから、どこか絞っていかないといけない。

そこを示して選挙なりをしないといけない

と思いますけども、そういうのを示すお考

えはございますか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  教育のビジョンということでございます

かね。ですね。教育のビジョンということ

で、人を絞ってというよりは教育のビジョ

ンですから当然保幼小中連携一貫というこ

とで、今シームレスなものをやっていきた

いというようなこともありますし、それと

また今回の法の改正によって総合教育会議、

そんな中でも教育委員さんと教育長、私も

入りながら教育の大綱を今現在つくってい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ここで小中一貫の質問に入っていくんで

すけど、やはり何で今さら小中一貫なんで

すよ。それで先ほど次長はできるものから

順次って言われましたけど、ほとんど小中

の連携って今されてないですよね。少し中

学校の先生が教えに行く程度で、それで話

を聞くと、委員長報告でもありましたよう

に、小学校と中学校で授業時間が違うから

なかなか難しいって、そんなこと言うんで

すよ。そんなレベルじゃあかんでしょう。

そんなもう、いろいろなところが小中一貫

やってて、そんな問題クリアしてるのに、

いまだに先生から授業時間が違うなんてい

う当たり前のことを言ってるような認識じ

ゃ小中一貫教育なんて絶対進まないですよ。

ぜひともそこら辺、今からするんだったら

もうちょっと、どういった子どもたちを育

てるのかということを明確に示していただ

きたいんですよ。よく教育長は会議の中で、

今の子どもたちが大人になるときは半分が
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今ない職業についてるということをおっし

ゃられます。それがわかってるんであれば、

今ない職業につかないといけない子どもた

ちのためにどういう教育をしたらいいのか。

そのことというのは小中一貫教育の中に盛

り込まれてますか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  小中一貫教育というのを本当に、周りの

状況を見ると豊能町は遅いというような御

指摘のとおりやと思います。ただメリット

としてはそれぞれが実践をしておりますの

で、そういうところでいろいろなことを学

んでこようという、そのデメリットをメリ

ットに変える努力を早急にしないといけな

いなと思っております。 

  先ほどの授業時間の話ですけど、実際に

一緒になった学校については、その５分の

ずれが授業の課業の時間設定にはとても難

しいというのは言われてますが、どこも工

夫して上手にやっておられますので、そう

いうことを盗んでこれるかなというふうに

思っております。 

  今、私たちが一生懸命取り組んでおりま

すどの子もわかる授業というところなんで

すが、その向かうところは何かといいます

と、わかった喜びでみずから学べるという

力やと思ってます。どんな職業につくかわ

かりませんが、みずからいろいろな課題に

ぶつかれる、学ぶ、乗り越えられるという

力をつけるためには何が必要かなというの

を小中一貫の目標、児童像の目標にしてい

かなければいけないかなと思っております。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それはよくわかるんですよ。じゃあそれ

を具体的にどう実践するのかということな

んです。それを実践しているのが、前も紹

介しましたけど、京都の東山泉ですよ。こ

こでは徹底してますよ。美術とか体育の時

間でも授業をするんですよ。論理的思考を

整えるためにっていうもとに先生が常に教

育委員会と話しして、こういった授業はど

うだろう、ここが問題だったんじゃないか

ということをいまだにいろいろ議論しなが

ら指導方法を考えてるんですよ。だからど

の授業をしても授業が始まるとすぐに、結

構早いタイミングで小集団で議論をしたり

とかいろいろな工夫があるわけですね。そ

ういったところをもってかないと、いつま

でも、それは言葉はすばらしい。目標だけ

を設定して、じゃあと先生に対しては先生

教育はお任せしますじゃ、僕はそれ実現で

きないと思うんですね。やはりそこはもっ

と積極的に、もう既に実践しているところ

があるんで、ぜひとも見習っていただきた

い。それで小中一貫教育、時間の差がある、

どこも工夫してやってるわけですよ。でも

実際学校の校長先生とかがそういうことを

おっしゃられる。授業の差がある、時間の

差があるって。もうこの時点で僕はすごい

おくれてるなと思いますよ。ぜひともそこ

ら辺は工夫してるんだから、こんなとこが

ある、学校の先生がなかなかいろいろなと

こ行けないけど、教育委員会は行けますよ

ね。情報収集できますよね。そしたらそこ

が情報して、こういうふうに工夫してます

からということで、まずは再配置で設備を

つくるのもいいですよ。てもそれより先に

小中一貫的教育、中１ギャップを解消する

ということは、僕はもう必要不可欠やと思

いますから、そこを順次と言わず、もう来

年度からでもできることは何個か上げて前

向きに取り組んでいただきたいと思います
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けどいかがですか。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  教育課程の編成権が校長にありまして、

校長がきちんとそれをつくるわけですけど

も、ですから私ども教育委員会とすると指

導助言をして、つまりは幼稚園・保育所と

小１の共同事業といいますか乗り入れ事業

をやってください、小中で一緒に行事はで

きませんか、クラブ活動を６年生交えてで

きませんか、あるいは中学校ですが、今、

理科の先生が小学校へ行って教えたりして

ますが、そういうことをもう少し加速でき

ませんかというような、そういう具体的な

校長に対する指導助言というものは、校長

会等でもって活発に行っていると思ってお

ります。来年度、その学校における、学校

全体における町で行う研究会等も同一学年

てもってスタンダードの内容をきちんと踏

まえようというようなことなども具体的に

町として教育委員会主催の研修会を行うと

いうようなことを企画しています。 

  それから保幼小中一貫教育、シームレス

な教育をということなんですが、内容面が

やっぱり重要で、５歳児で教える教育と１

年生で教える内容がつながってなければな

らない。６年生で教える内容と中１で教え

る内容がやっぱりつながってなければなら

ない。そのほうが、言い方は悪いですけど

効率的にきちんと、今おっしゃった論理を

子どもたちが理解していくのに非常に重要

なことでありまして、次長が言いましたよ

うに、主体的に学び、そして論理を活用し

て自分で切り開けるという力が今求められ

ておりまして、次の学習指導要領ではその

辺が色濃く反映されるし、小学校には英語

が教科となります。そういった点を踏まえ

ながら、来年度の教育課程編成においては

最大限それを盛り込んで学校としてやって

もらいたいということについては、私ども

教育委員会として校長に申し述べておりま

すので、その点については議員のほうで御

満足できるかどうか、それはちょっとあれ

かもしれませんけれども、少なくとも今年

度よりもなお一層小中連携、保幼小連携の

ための取り組みというものを教育課程レベ

ルであらわされるものというふうに思って

おります。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それだけ情報提供して、その校長とかの

認識が授業時間が違うという、そんなとこ

で話されるわけですよ。そうしたらもっと

次のことを考えないと。もうちょっとこう

いったところではこれ、その疑問に思って

いるところはどんどん潰して進めるように

持っていかないと。だってやったほうがい

いんでしょう。小中一貫教育というのは。

ほかのところもたくさんやってますよ。そ

れで小中一貫教育をするから論理的になる

とは違いますよ。小中一貫教育をすること

によって教えるところがダブらないんです

よね。小学校高学年と中学校最初のところ

で。それをお互いの先生が見聞きすること

で、行ったり来たりすることで、小学校で

ここまでしてたんだな、中学校はここから

なんだなということで教えることがダブら

なくて済む。それをしたからって論理的教

育なんてつながらないですよ。なぜ京都の

東山泉が全国で注目されてるかというと、

それを具体的な形にして子どもたちを育て

ようとしてるからです。だからそこを、僕

はそれでいいと思ってるんですよ。論理的

思考を整えるために。でもそのためには先

生はまたいろいろと教え方というものを一
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からやっていかないといけない。でもそれ

こそが僕は将来大人になったときに半分が

知らない、今ない職業につく、ついたとき

でも対応できる能力を養うということで、

僕はいずれこの学校からは日本をしょって

立つような人材が出てくると思ってますよ。

教育のまちと言うんだったら、やっぱり今

さら同じような小中一貫するんじゃなくて、

その先を見越した小中一貫教育を進めるべ

きだと思いますよ。ぜひその答申というも

のを期待しますんで、そこは本当頭に入れ

ておいていただきたいと思います。 

  続きまして、いじめの対応についてです

ね。私はいじめの対応について複数の相談

窓口が必要としてきましたが、これまでど

のように検討されたのかお聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  いじめの対応につきましては、もうこれ

は全国的な課題でして、本町だけの話じゃ

ないんですけども、大阪府の教育委員会も

国のほうも、それから人権のほうも、さま

ざまなところで子どものそういう相談を受

ける窓口を設置しております。そういうも

のを全て学校のほうで子どもたちに周知を

して、学校の先生に言える、保健の先生に

言えるんやったらいいんですけども、そう

でないときにはこういう相談窓口があるよ

ということを相談、周知していくというこ

とを行っております。それ以外にやはりい

ろいろなところで、やっぱり学校の教員だ

けではなくて学校を支える、子どもの相談

に受けるということで専門職ということで、

本町としても昨年度からカウンセラーを町

の費用でもったり、今年度ですね、今年度

もったり、スクールソーシャルワーカーを

配置して子どもの相談を受けたりとか、保

護者との対応をしたりとかいうところで専

門職を学校に派遣するというところでも相

談機能の充実というのは図っております。 

  以上です。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  どこもいろいろと取り組んでるんですよ。

でも不幸な事故が絶たない、たえない。こ

れは結局把握し切れませんでしたとか、そ

う思いませんでしたとか、後からいろいろ

な謝罪の言葉が出てくるわけですね。だか

ら今みたいな感覚じゃあかんと思いますよ。

やっぱりそういうのを考えるときって、行

政としては学校に派遣しているから今まで

だったらそれでいいのかもしれない。でも

今は先生がかかわってたりするケースもあ

りますよね。それでいろいろな生徒からの

いじめであったり、ネットでのいじめであ

ったり、いろいろなケースが考えられる。

だからそれをつかむのは非常に困難ではあ

りますけども、そのいじめられてる側の生

徒はどこに手助けを求めたいかというのは

それぞれ違うんですよ。先生と親しい関係

がある人は先生に助けを求めるし、近所の

人にそういうおっちゃんがいたらそこに助

けを求める人もいるし、じゃあ片やもうネ

ットでそういうコミュニティができてる子

らはネットに相談したりする場合もあるし、

だから万が一のときにどこに相談するかな

んてこっちが決めることはできないんです

よ。だから２４時間いろいろなところの窓

口っていうものを開いて、それを豊能町だ

けでしろなんて言うてませんよ。ちょうど

３市２町でやってるんだから、ちょっとず

つでもそういったものを構築してはという

ことで、ぜひとも３市２町の中で働きかけ

ていただきたい。どうお考えですか。 

○副議長（高橋充德君） 
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  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  先ほど言いました大阪府とか全国でやっ

ている部分でいきますと、まず、すこやか

教育相談という、これは２４時間対応のラ

インがございます。大阪府では人権相談窓

口というところがそういうことの電話相談

なりを受けております。それから子どもの

ＳＯＳ相談窓口いうのは文部科学省が開設

しまして電話相談を受けております。子ど

もの人権１１０番というのが法務局のほう

が子どもの人権擁護ということで受けてお

りまして、こういう複数の、電話なんです

けどね、相談窓口ありまして、それを学校

のほうでは、教育委員会周知して子どもた

ちの見えるところに掲示するなり、それな

りにして子どもがいろいろなところに自分

の思うところに相談できるということの体

制をつくるようにしております。また豊能

町でも教育支援課というところがいろいろ

な教育相談を受けてるんですけれども、年

にほとんどないんですけれども、子どもか

らかかってくることもありました。そうい

うところでも受けながら学校の充実に努め

ていきたいかなと思っております。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  今はネット社会ですから、やはりそうい

ったところで回答できるような、なかなか

ネットに対する対応って日本っておくれて

るって言われてますけど、やはりまずはそ

ういったところからも対応していただくよ

うにいろいろと働きかけていただけたらな

と。最悪のことが起こってからじゃ遅いの

で。それだけあるにもかかわらず起こって

るわけですよ。しょっちゅう、しょっちゅ

ういじめによる自殺というのが何件も起こ

っている。今ので万全なんだったら起こる

はずがないんです。それ起こってるんだっ

たら、じゃあ新たにいろいろと相談できる、

万が一のとき引きとめる、その一声をかけ

るっていうような制度が僕はどんどん必要

だと思ってますので、それはぜひとも３市

２町の中でもこれから議論していただけた

らと思います。 

  そうしたら続きまして、ユーベルホール

のＰＲ方法ですね。以前から豊能町に来て

いる人、余り有名な方がおられないので、

その方の音楽なり演劇を知ってもらうため

にいろいろホールで映像を流したり、公民

館テレビでやってますよね。それとか中学

校の、小学校の給食の時間にクラシックな

りいろいろなものを流したりして、まずは

ＣＤとかからでも音を見てもらう、聞いて

もらって、じゃあこの人たちが来るんだよ

ということで生で体験してもらうというこ

とがとても有効じゃないかということをお

願いしましたけども、そこら辺はできそう

ですか。お聞かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  申しわけございません。音楽でとか音源

でというのはなかなか実施できておりませ

んで、今、例にありました学校の校内放送

というところはなかなか、子どもたちに必

要最低限の情報を流すということで、常に

音楽がなっているわけでもなく、音楽にも

やはり掃除の時間を教えるであるとか給食

の準備をする時間を教えるとか、それぞれ

の意味を持って放送しているところで、学

校の校内放送でお昼流したらというところ

は多分学校の中では取り扱えないかなと思

っております。 

  以上です。 
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○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  全然昼休み流しませんか。放送委員とか

が選んだりとかして、曲選んだりかけたり

とかも今は一切ないんですか。そこをお聞

かせください。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  学校によったら実施してるとこあるんで

すけど、その目的は何かといったら、放送

委員会というのを設置して、子どもたちが

自主的にする。かける音楽なんか例えば全

校にアンケートをとってかけてほしい曲を

聞くとか、そういうふうな運営ですので、

こちらの意図でこれかけてとかいうふうな

話にはならないということで難しいかなと

いうふうにお答えしました。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  まずはその選択肢の一つとして出したら

いいじゃないですか。それを先に難しいか

なじゃなくてね。とりあえず見て、かける、

かけないは放送委員の判断ですよ。やっぱ

り嫌だなと。そこらはまず選択肢として、

ユーベルホールにわざわざ生で来てくれる

んだから、それでじゃあ例えばそれを聞い

て子どもたち、中学生、小学生にはチケッ

トの金額を一気に下げるとか、いろいろな

対応方法ってあると思いますよ。そこら辺

の工夫が、いろいろなものを組み合わせて、

つなげて、ちょっとでも集客に上げようと

か、そういった工夫が感じられないんです

ね。それで公民館でも映像流してますよね。

あそこに直前になったらいろいろなものを、

落語を流したりとか演劇流したり音楽流し

たり、シートスでも運動してますよね。そ

こで音楽流させてもらうとか、それはもう

協力ですからね。いろいろな、相手が嫌と

言ったらできませんけど、そういった何か

知ってもらう、何が何でもそのイベントを

盛り上げたいという意気込みが全く感じら

れないんですよ。だから、まだお金をかけ

なくてもできることたくさんあるでしょう

と、そういったこともしてくださいよとい

うことなんで、ぜひとも、既成概念にとら

われず、今の次長の答弁でも全部そうです

よ。何かもう、やらない理由のほうが先に

出てきてる。委員会で決めてますからでき

ません、そこでは学校に必要なことを流し

てますからできません、そうじゃなくて、

じゃあそれ以外で流すとこはないですか、

じゃあほかの場所でないですか、いろいろ

なところを考えてみたらいい。能勢電だっ

ていろいろ工夫してますやん。いろいろな

ラベル、ラッピングしたりとか、電車の中

いろいろな宙づりしたりとか、最近ほかの

とこではおでん電車とかして夜の飲む人を

集めて電車を運行させているとこもありま

すよ。そういった中で流してもらうとかい

ろいろな試みってできるんですよね。今ま

での既存の資産だけやったらできないけど、

いろいろなところをちょっとずつ協力もら

えればできることっていろいろふえていく

ので想像力の問題ですよ。でもそこをぜひ

とも進めていただきたいと思います。 

  それで今後のユーベルホール、以前教育

長にも文化の方針を示してくれと言いまし

た。それで一応、館長のほうからユーベル

ホール活性化構想みたいなの出てますけど

も、これは館長が書いたものです。決して

豊能町の文化の方針ではありません。そこ

を踏まえて、じゃあこれから豊能町はユー

ベルホールをどうするのか、文化の方針を

どうしていくのかお聞かせいただけますか。 
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○副議長（高橋充德君） 

  暫時休憩します。 

（午後４時５２分 休憩） 

（午後４時５５分 再開） 

○副議長（高橋充德君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  文化の方針という、町としてと言われる

とちょっと教育委員会としてはあれなんで

すけども、教育委員会として生涯学習課の

管轄でユーベルホールを管理してると。そ

れから社会教育においては文化スポーツ行

政は欠くことができないものでありますの

で、これに関して教育委員会としてこんな

文化を推奨したいという方針はありますの

で、今、次長のほうからそれについて、こ

んな方針が４点あると思いますのでちょっ

と説明いたします。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  済みません。本年度の教育指針で上げて

ありますのが、まず活動の場の提供、すぐ

れた芸術文化に触れる機会の提供、芸術文

化へのモチベーションの向上、文化財の保

護と活用というのを大きな四つの柱として

やっております。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  僕、重要なとこが一つ抜けてると思うん

ですよ。住民との協働をどこにもってくる

か。これから、ユーベルホール何で廃館論

出てきたと思います。維持管理コストかか

るからですよね。このままじゃまたそれ出

てくるんですよ。その間にそれを下げるよ

うな努力なりしないといけない。そこに住

民の方が今から協働が必要だって皆さんお

っしゃられるわけですから、じゃあその協

働をどのようにユーベルホールの運営にも

入っていただくかということを入れていか

ないと、多分ホールの運営ってずっとこん

な感じやと思いますよ。一応その柱、スロ

ーガンはいいですよ。それが方針じゃなく、

それを具体的に実現するためにというとこ

が僕は聞きたいんですよ。そこをつくって

かないと、常に方針だけは立派なもの書い

てあるんですよ。でも、じゃあそこに住民

がどう入っていくのか。それで例えばユー

ベルホール、なかなか人数がふえていかな

かったら、それでも豊能町の苦しい財政で

もそこにお金を突っ込んで維持していこう

というんであれば、やっぱり町全体にその

認識が要るんですよ。今までのように呼ん

できた人を講演するというんじゃなくて、

もうちょっと、子どもたちにこういう芸術

文化に触れてもらうとか、体験してもらう

とか、住民の、それでコストを抑えるため

にいろいろなところでＮＰＯ団体をつくっ

て管理運営をしてもらうとか、そういった、

もうちょっと具体的なものをつくっていか

なかったら、今、先延ばしに、工事の費用

を２年分先延ばししてますよね。して、そ

れを３０年に迎えて、それできるような状

況にならないと思いますよ。どんどん財政

苦しくなるんですから。そしたらしまいに

は３０年が３５年ってずっと延びていくだ

けのような感じにしますので、ぜひともそ

こをつくっていただきたいって言ってるん

で、よろしくお願いします。 

○副議長（高橋充德君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  教育のまちとよのの要件とは何かという
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ことをずっと考えてきてるんですけれども、

もちろん先ほどシームレスでよりわかりや

すい授業をやって実力を蓄えるというよう

なことだとか、文化スポーツの充実とか、

いろいろあるんですけれども、ただ私の考

える中では、町民の方々の協働が実現して

いるということが、やっぱり教育のまちと

よのの要件の重要な一つであると思います。

ですからそういう観点で、今、御指摘のよ

うに、教育行政に限って言えば教育行政で

行う文化行政あるいは教育、学校そのもの、

幼稚園教育そのもの、そういう中にどのよ

うにその住民の方々が協働参画してもらえ

るのかという、このシステムといいますか、

形をつくっていく必要があるのではないか。

今現在、学校のボランティアは子どもたち

の数よりも多いぐらいの方が登録してくれ

てます。このようなよさがあるところなん

です。一人一人が近いところにいて、みん

なが助けようっていうよさを持ってるとこ

ろですので、このよさを肯定的に捉まえて、

そして住民の方々の協働という形で教育、

そして文化スポーツ行政を進めていくとい

う形を私たちこれからつくっていく必要が

あるなと、それが要件の一つであるという

ふうに思ってますので、具体的なそれはシ

ステムづくり等々を考えていかなくちゃい

けない。社会教育委員会からの答申でもそ

のようなことを言われました。それは大変

重要な意見だというふうに受けとめていま

す。 

○副議長（高橋充德君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やはりそれがあっての館長であり教育長

でありだと思うんですよ。豊能町にはこう

いった５年、１０年の教育に対する計画が

ある。それに見合った教育長を呼んでくる。

それに的確な実行力のある人を呼んでくる。

館長であればこういった文化を育成するた

めにそこに精通した人を呼んでくる。そう

いった状況じゃないと、全てが何か豊能町

の場合って行き当たりばったりなんですよ。

何かとりあえず館長置かないかんから呼ん

でこようかと。案の定、業界関係者の人が

館長になられてますけども、そうじゃなく

て、こういう文化を育成するんだという方

針のもとにそれはつくっていくべきだと思

いますので、ぜひともよろしくお願いいた

します。それは本当に町長、一番はあなた

に言えることなんですよ。町長がこんなま

ちにしたいんだ。大体今までの答弁を聞い

てても、いや何かを見てからとか聞いてか

らとか。あなたがこういうふうにしたい、

こんなまちにしたいというのをもっと住民

に僕は出て行って説明すべきだと思います

よ。ぜひとも前向きに、住民の前に出るこ

とをおそれずに取り組んでいただきたいと

思います。これをお願いして私の一般質問

を終わります。 

○副議長（高橋充德君） 

  以上で、イノベーションとよのの一般質

問を終わります。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は３月８日、午前９時３０分より会

議を開きます。 

  どうもお疲れさまでございました。 

 

散会 午後４時５８分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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